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（11）有毒ガス 

外部火災以外による有毒ガスのうち，敷地外で発生する有

毒ガスについては離隔距離を確保していること及び敷地内の

建屋内に貯蔵されている有毒物質が影響を及ぼすことはな

く，敷地内屋外設備からの有毒ガス，窒素ガスの濃度は外気

取入口において判定基準以下となる設置位置であるため問題

ない。 

また，敷地内外からの有毒ガスが発生した場合においても，

要員が必要な対応ができるようセルフエアセット等防護具を

利用することが出来る設計とする。 

 

 (14) 有毒ガス 

外部火災以外による有毒ガスのうち，敷地外で発生する有

毒ガスについては離隔距離を確保していること及び敷地内の

建物内に貯蔵されている有毒物質が影響を及ぼすことはな

く，敷地内屋外設備からの有毒ガスの濃度は外気取入口にお

いて判定基準以下となる設置位置であるため問題ない。 

 

また，敷地内外からの有毒ガスが発生した場合においても，

要員が必要な対応ができるよう酸素呼吸器等防護具を利用す

ることが出来る設計とする。 

 

（12）船舶の衝突 

船舶の衝突に対し，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の建

物等には，海水取水を必要としない設備とすることで，柏崎

刈羽原子力発電所の緊急時対策所機能が喪失しない設計とす

る。 

 

 (15) 船舶の衝突 

船舶の衝突に対し，緊急時対策所の建物等には，海水取水

を必要としない設備とすることで，島根原子力発電所の緊急

時対策所機能が喪失しない設計とする。 

 

 

（13）電磁的障害 

電磁的障害による擾乱に対し，5 号炉原子炉建屋内緊急時

対策所の建物等のうち，安全パラメータ表示システム，通信

連絡設備等は，フィルタの設置等により影響を受けない設計

とすることで，柏崎刈羽原子力発電所の緊急時対策所機能が

喪失しない設計とする。 

 

 

 

(16) 電磁的障害 

電磁的障害による擾乱に対し，緊急時対策所の建物等のう

ち，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ），通信連絡設備

等は，フィルタの設置等により影響を受けない設計とするこ

とで，島根原子力発電所の緊急時対策所機能が喪失しない設

計とする。 
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(2) 緊急時対策所に関する追加要求事項のうち，設置許可基準規

則第８条及び第４１条（火災による損傷の防止）への適合方

針は以下のとおりである。

第 5.8－4表 設置許可基準規則第８条 

（火災による損傷の防止）要求事項 

第 5.8－5表 設置許可基準規則第４１条 

(火災による損傷の防止）要求事項 

第 5.8－6表 火災による損傷の防止への適合方針 

・「1.3(2)」に記載する 
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5.10 福島第一原子力発電所事故を踏まえた原子力防災組織の見

直しについて 

(1) 福島第一原子力発電所事故対応の課題と必要要件 

ａ．福島第一原子力発電所事故対応の課題 

当社福島第一原子力発電所事故対応では発電所対策本部の

指揮命令が混乱し，迅速・的確な意思決定ができなかったが，

緊急時活動や体制面における課題及び，それぞれの課題に対

する必要要件を表 5.10-1 に示す。 

 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自社の福

島第一原子力発電所事

故の教訓を記載 

表 5.10-1 福島第一原子力発電所事故対応の課題と必要要件 
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※ 当社の「社内事故調報告書（福島原子力事故調査報告書）」や，

「福島原子力事故の総括および原子力安全改革プラン」以外に

も，以下に示すような報告書が公表されており，これらの中に

は当社が取り組むべき有益な提言が含まれていると認識してい

る。 

・東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会 最

終報告（政府事故調） 

・東京電力福島原子力発電所事故調査委員会報告書（国会事故

調） 

・東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の技術的知見に

ついて（原子力安全・保安院） 

・「福島第一」事故検証プロジェクト最終報告書（大前研一） 

・Lessons Learned from the Nuclear Accident at the Fukushima

Daiichi Nuclear Power Station（INPO） 

・ 福島原発事故独立検証委員会 調査・検証報告書（民間事故

調） 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自社の福

島第一原子力発電所事

故の教訓を記載 

ｂ．原子力防災組織に必要な要件の整理 

柏崎刈羽原子力発電所及び本社の原子力防災組織は，福島

第一原子力発電所での課題を踏まえ，発電所の複数の原子炉

施設で同時に重大事故等が発生した場合及び重大事故等の中

期的な対応が必要となる場合でも対応できるようにするた

め，当社の原子力防災組織へ反映すべき必要要件及び要件適

用の考え方を表 5.10-2 に整理した。 
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表 5.10-2 当社原子力防災組織へ反映すべき必要要件及び 

要件適用の考え方 

 

表 5.10-2 における対応策③は設備対策のため，本表には記載

せず。 

 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自社の福

島第一原子力発電所事

故の教訓を記載 

なお，当社の原子力防災組織へ反映すべき必要な要件の整

理に当たり，弾力性をもった運用が可能である，米国の消防，

警察，軍等の災害現場・事件現場等における標準化された現

場指揮に関するマネジメントシステム［ICS1（Incident 

Command System）］を参考にしている。ＩＣＳの主な特徴を表

5.10-3 に示す。 
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表 5.10-3 ＩＣＳの主な特徴 

※ 対応する要件のうち，③は設備対策のため，⑦，⑧，⑪，⑬は，

ICS の特徴に整理できないため，上表に記載していない。なお，

⑦，⑧，⑪は対外対応機能を分離し，本社広報，情報発信を一

本化することで対応。⑬については本社に発電所支援機能を独

立させ強化することで対応。（詳細は次ページ以降参照） 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自社の福

島第一原子力発電所事

故の教訓を記載 

1 参考文献： 

・「3.11 以降の日本の危機管理を問う」（神奈川大学法学研究所

叢書 27）務台俊介編著，レオ・ボスナー／小池貞利／熊丸由

布治著 発行所：（株）晃洋書房 2013.1.30 初版 

・21st Century FEMA Study Course:-Introduction to Incident

Command System,ICS-100,National Incident Management 

System(NIMS),Command and Management(ICS-100.b)／FEMA／

2011.6 

・「緊急時総合調整システム Incident Command System（ICS）

基本ガイドブック」 

永田高志／石井正三／長谷川学／寺谷俊康／水野浩利／深見

真希／レオ・ボスナー著 

発行元：公益社団法人日本医師会 2014.6.20 初版 
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ICS は上記の特徴から，たとえ想定を超えるような事態を

迎えても，柔軟に対応し事態を収拾することを目的とした弾

力性を持ったシステムであり，当社の原子力防災組織へ反映

すべき必要な要件におおむね合致していると考えている。 

 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自社の福島

第一原子力発電所事故

の教訓を記載 

(2) 具体的な改善策 

当社の原子力防災組織の具体的な改善策について以下に記す。 

ａ．組織構造上の特徴 

○基本的な機能として 5 つの役割にグルーピング 

○指揮命令が混乱しないよう，また，監督限界を考慮し，

指揮官（本部長）の直属の部下（統括）を 7 名以下，統

括の直属の部下（各班の班長）も 7 名以下となるよう組

織を構成（発電所 図 5.10-1，本社 図 5.10-2）。班員に

ついても役割に応じたチーム編成とすることで， 班長以

下の指揮命令系統にも監督限界を配慮（例：総務班の場

合は，厚生チーム，警備チーム，医療チーム，総務チー

ム等，役割毎に分類） 

○号機班は，プラント状況の様相・規模に応じて縮小，拡

張可能なよう号炉毎に配置（図 5.10-1） 

○ロジスティック機能を計画立案，現場対応機能から分離 

○対外対応に関する責任者として対外対応統括を配置 

○社外対応を行う要所となるポジションにはリスクコミュ

ニケーターを配置 

○現場指揮官の意思決定をサポートする役割を持つ指揮専

属スタッフとして安全監督担当を配置。現場の安全性に

ついて，指揮官（本部長）に助言を行うともに，現場作

業員の安全性を確保するために協働し，緊急時対策要員

の安全確保に努める役割を担う。安全監督担当は，部門

横断的な活動を行うことができる点で本部長，統括と各

機能班長の指揮命令系統とは異なった位置づけとなって

おり，現場作業員の安全性確保に関し，各統括・班長に

対して是正を促すことができる。 
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ｂ．組織運営上の特徴 

○指揮命令系統上にいない人物からの指示で動くことが

ないようにする。 

○最終的な対応責任は発電所対策本部にあり，重大事故等

発生時における本社対策本部の役割は，事故の収束に向

けた発電所対策本部の活動の支援に徹すること，現地の

発電所長からの支援要請に基づいて活動することを原

則とし，事故対応に対する細かい指示や命令，コメント

の発信を行わない。 

○必要な役割や対応について，あらかじめ本部長の権限を

委譲することで，各統括や班長が自発的な対応を行える

ようにする。 

○発電所の被災状況や，プラントの状況を共有する社内情

報共有ツール（チャット，COP Common Operational 

Picture））を整備することにより，発電所や本社等の関

係者に電話や紙による情報共有に加え，より円滑に情報

を共有出来るような環境を整備する。（図 5.10-3） 

○テレビ会議システムで共有すべき情報は，全員で共有す

べき情報に限定する等，発話内容を制限することで，適

切な意思決定，指揮命令を行える環境を整備する。 

○発電所対策本部と本社対策本部間の情報共有は，テレビ

会議システム，社内情報共有ツールと合わせて，同じミ

ッションを持つ総括，班長どうしで通信連絡設備を使用

し，連絡，情報共有を行う。 

○外部からの支援に頼らずに当社社員が自ら対応できる

ように可搬型代替注水ポンプやホイールローダ等をあ

らかじめ配備し，運転操作を習得。 

○本社は，後方支援拠点となる原子力事業所災害対策支援

拠点をすみやかに立ち上げられるよう，拠点を整備し，

あらかじめ派遣する人員を選定。 

○本社は，災害発生後，発電所が必要としている資機材を

迅速に送ることが出来るよう，調達・輸送面に関する運

用をあらかじめ手順化。 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自社の福

島第一原子力発電所事

故の教訓を記載 
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図 5.10-1 柏崎刈羽原子力発電所の原子力防災組織の改善 

 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自社の福

島第一原子力発電所事

故の教訓を記載 

 

図 5.10-2 本社の原子力防災組織の改善 

 

   

 

図 5.10-3 社内情報共有ツール 

 

 

 

   

436



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

(3) 改善後の効果について 

原子力防災組織を改善したことにより，以下の効果があると

考えている。 

○指示命令系統が機能毎に明確になる。 

○管理スパンが設定されたことにより，指揮者（特に本部長）

の負担が低減され，指揮者は，プラント状況等を客観的に

俯瞰し，指示が出せるようになる。 

○本部長から各統括に権限が委譲され，各統括の指示の下，

各機能班が自律的に自班の業務に対する検討・対応を行う

ことができるようになる。 

○運用や情報共有ツール等を改善することにより，発電所対

策本部，各機能班のみならず，本社との情報共有がスムー

ズに行えるようになる。 

 

訓練シナリオを様々に変えながら訓練を繰り返すことで，技

量の維持・向上を図るとともに，原子力災害は初期段階におけ

る状況把握と即応性が重要であることから，それらを中心に更

なる改善を加えることにより，実践力を高めることが可能にな

ると考えている。また,複数プラント同時事故に対応するブライ

ンド訓練（訓練員に事前にシナリオを知らせない訓練）を継続

することにより,重大事故時のマネジメント力と組織力が向上

していくものと考えている。 

 

 

  ・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自社の福

島第一原子力発電所事

故の教訓を記載 

 

図 5.10-4 柏崎刈羽原子力発電所の原子力防災訓練の様子 
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5.11 柏崎刈羽原子力発電所の緊急時対策本部体制と指揮命令及

び情報の流れについて 

当社は福島第一原子力発電所の事故から得られた教訓を踏ま

え，事故以降，原子力防災組織の見直しを進めてきている。具

体的には，緊急時訓練を繰り返し実施して見直しを重ね，実効

的な組織を目指して継続的な改善を行っているところである。 

こうした取り組みを経て現在柏崎刈羽原子力発電所において

組織している緊急時対策本部の体制について，以下に説明する。 

5.9 島根原子力発電所の緊急時対策本部体制と指揮命令及び情報

の流れについて 

島根原子力発電所における原子力防災組織の体制について，

以下に説明する。 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

柏崎 6/7は，自社の福

島第一原子力発電所事

故の教訓を記載 

1.基本的な考え方

柏崎刈羽原子力発電所の原子力防災組織を図 5.11-1 に

示す。 

緊急時体制の構築に伴う基本的な考え方は以下のとお

り。 

・機能毎の整理

まず基本的な機能を以下の 4つに整理し，機能毎に責

任者として「統括」を配置する。さらに「統括」の下に

機能班を配置する。 

①情報収集・計画立案

②現場対応

③対外対応

④ロジスティック・リソース管理

１．基本的な考え方 

島根原子力発電所の原子力防災組織（参集要員招集後）

を第 5.9－1図に示す。 

緊急時対策本部の体制の構築に伴う基本的な考え方は以

下のとおり。 

・機能ごとの整理

まず基本的な機能を以下の６つに整理し，機能ごとに責

任者として「統括」を配置する。さらに「統括」の下に機

能班を配置する。 

①情報収集・計画立案

②復旧対応

③プラント監視対応

④対外対応

⑤情報管理

⑥ロジスティック・リソース管理

これらの統括の上に，組織全体を統括し，意思決定，指

揮を行う「本部長(所長)」を置く。 

このように役割，機能を明確に整理するとともに，階層

化によって管理スパンを適正な範囲に制限する。 

これらの統括の上に，組織全体を統括し，意思決定，指

揮を行う「本部長」を置く。 

このように役割，機能を明確に整理するとともに，階層

化によって管理スパンを適正な範囲に制限する。 
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・権限委譲と自律的活動

あらかじめ定める要領等に記載された手順の範囲内に

おいて，本部長の権限は各統括，班長に委譲されており，

各統括，班長は上位職の指示を待つことなく，自律的に

活動する。 

なお，各統括，班長が権限を持つ作業が人身安全を脅

かす状態となる場合においては，本部長へ作業の可否判

断を求めることとする。 

・戦略の策定と対応方針の確認

計画・情報統括は，本部長のブレーンとして事故対応

の戦略を立案し，本部長に進言する。また，こうした視

点から対応実施組織が行う事故対応の方向性の妥当性を

常に確認し，必要に応じて是正を提言する。 

・権限委譲と自律的活動

あらかじめ定める要領等に記載された手順の範囲内にお

いて，本部長の権限は各統括，班長に委譲されており，各

統括，班長は上位職の指示を待つことなく，自律的に活動

する。  

なお，各統括，班長が権限を持つ作業が人身安全を脅か

す状態となる場合においては,本部長へ作業の可否判断を

求めることとする。 

・戦略の策定と対応方針の確認

技術統括は，本部長のブレーンとして事故対応の戦略を

立案し，本部長に進言する。また，実施組織が行う事故対

応の方向性の妥当性を常に確認し，必要に応じて是正を助

言する。 

・申請号炉と長期停止号炉の分離

号炉毎に行う現場対応については，申請号炉である 6 

号及び 7 号炉と長期停止号炉である 1～5 号炉に対応す

る組織を分離する。 

・申請号炉の復旧操作対応

申請号炉である 6 号及び 7 号炉については，万一の

両プラント同時被災の場合の輻輳する状況にも適切に

対応できるようにするため，各号炉を統括する者をそれ

ぞれに置き(「6 号統括」と「7 号統括」)，統括以下，

号炉毎に独立した組織とすることで，要員が担当号炉に

専念できる体制とする。 

・復旧操作対応

原子力防災組織は，適切に緊急時対応ができるようにす

るため，緊急時対策本部内における機能ごとに責任者とし

て「統括」（技術統括，復旧統括，プラント監視統括，広報

統括，情報統括及び支援統括）を配置する。 

・申請号炉数の相違

【柏崎 6/7】 

・体制及び申請号炉数の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，全体の

統括管理を本部長が行

い，各機能の責任者とし

て統括を配置し対応を

実施 

439



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

・本部長の管理スパン

以上のように統括を配置すると，本部長は 1～7 号炉

の現場の対応について，1～5 号統括，6 号統括，7 号統

括の 3 名を管理することになる。 

本部長は各統括に基本的な役割を委譲していることか

ら，3 名の統括を通じて全号炉の管理をするが，プラン

トが事前の想定を超えた状況になり、2 基を超えるプラ

ントで本部長が統括に対して直接の指示を行う必要が生

じた場合には，本部長の判断により，本部長が指名した

者と本部長が役割を分割し，それぞれの担当号炉を分け

て管理する。(図 5.11-2) 

・発電所全体に亘る活動

発電所全体を所管する自衛消防隊は，火災の発生箇所，

状況に応じて，1～5号統括，6 号統括，7 号統括のいず

れかの指揮下で活動する。 

また，発電所全体を所管する保安班は，計画・情報統

括配下に配置する。 

・申請号炉と廃止措置号炉への対応

廃止措置号炉である１号炉は，全ての使用済燃料が１号炉

使用済燃料プールに保管され，十分な期間にわたり冷却され

た状態であり，対応作業までに時間的な余裕があるため，号

炉ごとに確立した指揮命令系統のもと，中央制御室に常駐し

ている運転員及び発電所外からの参集要員にて，１号炉の重

大事故等の対応にあたる。 

プラント監視対応：１号運転員及びプラント監視班員にて

確認 

復旧対応：復旧班員にて対応。復旧班長２名のうち１名が，

必要な指示を実施 

・本部長の管理スパン

以上のように，統括を配置することで，本部長は１，２

号炉の現場対応について，技術統括，復旧統括，プラント

監視統括の３名を管理することになる。 

本部長は各統括に基本的な役割を委譲していることか

ら，３名の統括を通じて１，２号炉の管理をする。 

・発電所全体に亘る活動

発電所全体を所管する自衛消防隊は，復旧統括の指揮

下で活動する。 

また，発電所全体を所管する放射線管理班は，技術統

括配下に配置する。 

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，廃止措

置中である１号炉の対

応方針について記載 

・体制の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は単号炉

申請のため，号機統括を

配置していない 

・体制及び申請号炉数の

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，自衛消

防隊は復旧統括の指揮

下で活動 
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2.役割・機能(ミッション) 

緊急時対策本部における各職位の役割・機能(ミッション)

を，表 5.11-１に示す。 

この中で，特に緊急時にプラントの復旧操作を担当する号

機班と復旧班，及び号機統括の役割・機能について，以下の

とおり補足する。 

 ２．役割・機能（ミッション） 

緊急時対策本部における各職位の役割・機能（ミッション）

を，第 5.9－1表に示す。 

この中で，特に緊急時にプラントの復旧操作を担当するプ

ラント監視班，復旧班，プラント監視統括及び復旧統括の役

割・機能について，以下のとおり補足する。 

 

 

 

 

 

 

○号機班：プラント設備に関する運転操作について，当直

による実際の対応を確認する。この運転操作に

は，常設設備を用いた対応まで含む。 

これらの運転操作の実施については，本部長か

ら当直副長にその実施権限が委譲されているた

め，号機班から特段の指示が無くても，当直が

手順に従って自律的に実施し，号機班へは実施

の報告が上がって来ることになる。万一，当直

の対応に疑義がある場合には，号機班長は当直

に助言する。 

 

 ○プラント監視班：プラント設備に関する運転操作につ

いて，運転員による実際の対応を確認する。

この運転操作には常設設備を用いた対応まで

含む。これらの運転操作の実施については，

本部長から当直長にその実施権限が委譲され

ているため，プラント監視班から特段の指示

がなくても，運転員が手順に従って自律的に

実施し，プラント監視班へは実施の報告が上

がって来ることになる。万一，運転員の対応

に疑義がある場合には，プラント監視班長は

運転員に助言する。 

 

 

 

 

 

 

○復旧班：設備や機能の復旧や，可搬型設備を用いた対応

を実施する。 

これらの対応の実施については，復旧班にその

実施権限が委譲されているため，復旧班が手順

に従って自律的に準備し，号機統括へ状況の報

告を行う。 

○号機統括：当直及び号機班と復旧班の実施するプラント

復旧操作に関する報告を踏まえて，担当号炉

における復旧活動の責任者として当該活動を

統括する。なお，あらかじめ決められた範囲

での復旧操作については当直及び復旧班にそ

の実施権限が委譲されているため，号機統括

は万一対応に疑義がある場合に是正の指示を

行う。また，当該号炉の火災の場合には，自

衛消防隊の指揮を行う。 

 ○復旧班：設備や機能の復旧や，可搬型設備を用いた対

応を実施する。これらの対応の実施について

は，復旧班にその実施権限が委譲されている

ため，復旧班が手順に従って自律的に準備し，

復旧統括への状況の報告を行う。 

○プラント監視統括：運転員及びプラント監視班の実施

するプラント運転操作に関する報告を踏まえ

て，プラント運転操作の責任者として当該活

動を統括する。なお，あらかじめ決められた

範囲での運転操作については運転員及びプラ

ント監視班にその実施権限が委譲されている

ため，プラント監視統括は万一対応に疑義が

ある場合に是正の指示を行う。 

○復旧統括：復旧班の実施するプラント復旧活動に関す

る報告を踏まえて，プラント復旧活動の責任

者として当該活動を統括する。なお，あらか

じめ決められた範囲での復旧活動については

復旧班にその実施権限が委譲されているた

め，復旧統括は万一対応に疑義がある場合に

是正の指示を行う。また，火災の場合には，

自衛消防隊の指揮を行う。 
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3.指揮命令及び情報の流れについて 

緊急時対策本部において，指揮命令は基本的に本部長を頭

に，階層構造の上位から下位に向かってなされる。一方，下

位から上位へは，実施事項等が報告される。これとは別に，

常に横方向の情報共有が行われ，例えば同じ号炉の号機班と

復旧班など，連携が必要な班の間には常に綿密な情報の共有

がなされる。 

なお，あらかじめ定めた手順の範囲内において，本部長の

権限は各統括，班長に委譲されているため，その範囲であれ

ば特に本部長や統括からの指示は要しない。複数号炉にまた

がる対応や，あらかじめ定めた手順を超えるような場合には，

本部長や統括が判断を行い，各班に実施の指示を行う。 

 

以上のような指揮命令及び情報の流れについて，具体例と

して以下の 2つのケースの場合を示す。 

 

 ３．指揮命令及び情報の流れについて  

緊急時対策本部において，指揮命令は基本的に本部長を頭

に，階層構造の上位から下位に向かってなされる。一方，下

位から上位へは，実施事項等が報告される。これとは別に，

常に横方向の情報共有が行われ，例えばプラント監視班と復

旧班等，連携が必要な班の間には常に綿密な情報の共有がな

される。 

なお，あらかじめ定めた手順の範囲内において，本部長の

権限は各統括，班長に委譲されているため，その範囲であれ

ば特に本部長や統括からの指示は要しない。複数号炉にまた

がる対応や，あらかじめ定めた手順を超えるような場合には，

本部長や統括が判断を行い，各班に実施の指示を行う。 

 

以上のような指揮命令及び情報の流れについて，具体例と

して以下の場合を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ケース 1)可搬型代替注水ポンプによる 6 号炉への注水(定

められた手順で対応が可能な場合の例：図 5.11-3) 

・復旧班長(6 号炉)の指示の下，6 号復旧班が自律的

に可搬型代替注水ポンプによる送水を準備，開始す

る。 

・復旧班長(6 号炉)は，6 号統括に状況を報告すると

ともに号機班(6 号炉)にも情報を共有する。 

 

・6 号炉当直副長の指示の下，当直が自律的に原子炉

圧力容器への注水ラインを構成する。 

・号機班長(6 号炉)は，6 号統括に状況を報告すると

ともに復旧班(6 号炉)にも情報を共有する。 

 

・号機班長(6 号炉)は復旧班から共有された情報をも

とに，原子炉圧力容器への注水の準備ができたこと

を当直に連絡する。 

・当直は原子炉圧力容器への注水を開始する。 

・号機班長(6 号炉)は 6 号統括に，原子炉圧力容器へ

の注水開始を報告する。 

 

 （具体例）大量送水車による原子炉圧力容器への注水（定められ

た手順で対応が可能な場合の例：第 5.9－2図） 

・復旧統括の指示の下，復旧班が自律的に大量送水車

による送水の準備を開始する。 

 

・復旧班長は，復旧統括に大量送水車の準備状況を報

告し，復旧統括はプラント監視統括に情報を共有す

る。 

・２号当直副長の指示の下，当直が自律的に原子炉圧

力容器への注水ラインを構成する。 

・プラント監視班長は，プラント監視統括に状況を報

告し，プラント監視統括は復旧統括に情報を共有す

る。 

・復旧班は，２号当直副長の指示により，大量送水車

の注水弁開操作を開始する。 

・復旧班は，２号当直副長に注水弁開操作完了を報告

する。 

・２号当直副長は，原子炉圧力容器への注水が開始さ

れたことをプラント監視班長に報告する。 

・プラント監視班長は，プラント監視統括へ注水弁開

操作完了した旨を報告し，プラント監視統括は，報

告を受け，本部内に情報を共有する。 

 

 

 

 

 

 

 

442



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(ケース 2)複数個所の火災発生(自衛消防隊の指揮権が委譲さ

れる場合の例：図 5.11-4) 

・6 号炉での火災消火のため，6 号統括が自分の指揮

下に入るよう自衛消防隊に命じ出動を指示する。 

・自衛消防隊が 6 号炉で活動中に 1 号炉で火災発生。

1 号炉当直副長は初期消火班にて対応する。 

・両火災の対応の優先度について 1～5 号統括と 6 号

統括を中心に本部にて協議し，本部長の判断にて「6 

号炉での消火活動の継続」を決定する。 

・6 号炉消火後，6 号統括は，自衛消防隊に 1 号炉へ

移動するよう指示し，自衛消防隊の指揮権を 1～5 号

統括に委譲する。 

・自衛消防隊は 1～5 号統括の指揮の下，1 号炉の消

火活動を実施する。 

・体制の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号機は単号炉

申請であり，自衛消防隊

は復旧統括の指揮下で

活動 

4.その他

(1)夜間・休日（平日の勤務時間帯以外）の体制

夜間・休日（平日の勤務時間帯以外）については，上述し

た体制をベースに，特に初動対応に必要な要員を中心に宿直

体制をとり，常に必要な要員数を確保することによって事故

に対処できるようにする。その後に順次参集する要員によっ

て徐々に体制を拡大していく。 

４．その他 

(1) 夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）の体制

夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）については，初

動対応に必要な要員を中心に宿日直体制をとり，常に必要

な要員数を確保することによって事故に対処できるように

する。その後に順次参集する要員によって徐々に体制を拡

大していく。 

(2)要員が負傷した際等の代行の考え方

特に夜間・休日（平日の勤務時間帯以外）において万一何

らかの理由で要員が負傷する等により役割が実行できなくな

った場合には，平日昼間のように十分なバックアップ要員が

いないことが考えられる。 

このような場合には，同じ機能を担務する下位の職位の要

員が代行するか，または上位の職位の要員が下位の職位の要

員の職務を兼務する(例：復旧班長が負傷した場合は復旧班副

班長が代行するか，または統括が兼務する)。 

具体的な代行者の選定については，上位職の者(例えば班長

の代行者については統括)が決定する。 

(2) 要員が負傷した際等の代行の考え方

特に夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）において万

一何らかの理由で要員が負傷する等により役割が実行でき

なくなった場合には，平日の勤務時間帯のように十分なバ

ックアップ要員がいないことが考えられる。 

こうした場合には，同じ機能を担務する下位又は同位の

職位の要員が代行するか，又は上位の職位の要員が下位の

職位の要員の職務を兼務する（例：連絡責任者が負傷した

場合は，連絡担当者が代行する）。 

具体的な代行者の選定については，上位職の者が決定す

る。 
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表 5.11-1 各職位のミッション 第 5.9－1表 各職位のミッション ・体制の相違
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図 5.11-1 柏崎刈羽原子力発電所 原子力防災組織 体制図 

(第 2次緊急時態勢・参集要員召集後 6，7 号炉とも運転中の場合) 第 5.9－1図 島根原子力発電所 原子力防災組織 体制図 

（参集要員招集後） 
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図 5.11-2 柏崎刈羽原子力発電所 緊急時対策本部体制(概要) 

・体制の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号機は単号炉

申請であるため，島根１

号機でトラブルが発生

した場合においても２

号単号炉体制で対応す

る 
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図 5.11-3 可搬型代替注水ポンプによる 6 号炉への注水が必要に

なった場合の情報の流れ 

第 5.9－2図 大量送水車による原子炉圧力容器への注水が必要

になった場合の情報の流れ（例） 
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図 5.11-4 火災発生時(2 箇所の場合)の対応と情報の流れ(例) 

・体制の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号機は単号炉

申請であるため，島根１

号機でトラブルが発生

した場合においても２

号単号炉体制で対応す

る 
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5.12 停止中の 1～5 号炉のパラメータ監視性について 

停止中の 1～5 号炉プラントの事故・異常状況への対処を

行うのは，基本的には運転員であることから，6 号炉，7 号

炉いずれかの格納容器ベント時には 6 号及び 7 号炉に加え，

1～5 号炉の運転員が中央制御室にとどまることが出来るよ

う放射線防護資機材等の配備を行うこととし，更に 5 号炉に

ついては緊急時対策所を設置する設計とし，人による監視を

継続して行うことで事態への対処を行うこととする。 

5.10 廃止措置中の１号炉のパラメータ監視性について 

廃止措置中の１号炉プラントの事故・異常状況への対処を

行うのは，基本的には運転員である。２号炉の格納容器ベン

ト時には，２号炉の運転員のうち一部※が中央制御室にとど

まることができるよう放射線防護資機材等の配備を行い，残

りの運転員は緊急時対策所に待避することとし，人による監

視を継続して行うことで事態への対処を行うこととする。 

なお，３号炉は，初装荷燃料装荷前のため，燃料からの崩

壊熱除去が不要であり，パラメータの監視は不要である。 

※重大事故等時の格納容器ベント時に，中央制御室にとど

まる要員は，当直長（１・２号炉）１名，２号当直副長

１名，２号運転員（中央制御室）１名，２号運転員（現

場）２名の合計５名である。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根では，廃止措置号

炉である１号炉につい

て記載する 

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，格納

容器フィルタベント実

施時において，運転員等

５名が中央制御室にと

どまることができるよ

う，中央制御室待避室を

設置しており，当該要員

にて，プラントパラメー

タ監視装置（中央制御室

待避室）にて１号炉のパ

ラメータ監視を行うこ

とができる。また，残り

の運転員（４名）につい

ては，緊急時対策所に待

避するが，緊急時対策所

でもＳＰＤＳデータ表

示装置により，１号炉の

パラメータ監視を行う

ことが可能な設計とし

ている 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

３号炉は初装荷燃料

装荷前のためパラメー

タの監視は不要

・設備及び運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の中央制

御室待避室は，炉心の著

しい損傷が発生した場

合の格納容器フィルタ

２号炉廃棄物処理建物

緊急時対策所

ＳＰＤＳ伝送
サーバ

ＳＰＤＳデータ
表示装置

２号炉原子炉建物

ＳＰＤＳデータ
収集サーバ

光ファイバ
通信伝送装置

光ファイバ
通信伝送装置

[凡例]
：有線系

：無線又は衛星系

光ファイバ
通信伝送装置

光ファイバ
通信伝送装置

無線

制御室建物

1号炉中央制御室

燃料プール
水位・温度計

ＳＰＤＳ
入出力制御装置

２号炉廃棄物処理建物

緊急時対策所

ＳＰＤＳ伝送
サーバ

ＳＰＤＳデータ
表示装置

２号炉原子炉建物

ＳＰＤＳデータ
収集サーバ

光ファイバ
通信伝送装置

光ファイバ
通信伝送装置

[凡例]
：有線系

：無線又は衛星系

光ファイバ
通信伝送装置

光ファイバ
通信伝送装置

無線

制御室建物

1号炉中央制御室

燃料プール
水位・温度計

ＳＰＤＳ
入出力制御装置
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一方，6 号炉，7 号炉が重大事故に伴い格納容器破損に至

った際には，放出される放射性物質により中央制御室内の居

住性環境がさらに悪化することが予想される。その際には，

各号炉の中央制御室からは一旦緊急時対策所に運転員を待避

させる。 

なお，プラントパラメータの遠隔監視に関して，6 号炉，7 

号炉ではプラント計測制御設備からプロセス信号を取り込

み，伝送するためのデータ伝送装置と，中央制御室内待避室

において表示するためのデータ表示装置を設置することで，

重大事故等時においても継続してプラント監視が可能な設計

としている一方で，申請前号炉である 1～5 号炉には上記の

ようなデータ伝送装置や表示装置をはじめとするプラント情

報を監視するための設備について工事計画途上である。 

そのため停止中の 1～5 号炉が 6 号炉，7 号炉と同時被災

し全交流動力電源喪失に至った際には，プラントパラメータ

を把握し，伝送･表示するための措置として 6 号炉，7 号炉

のような専用の設備には期待することが出来ない。 

したがって，プラント状況を把握するための設備について

設置が完了するまで自主対策の措置としては，各号炉の既設

の計測制御設備と，可搬の計測資機材類を組み合わせること

で，6 号炉，7 号炉の格納容器ベント時に 1～4 号炉中央制

御室及び 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所において各号炉の

運転員が自号炉の使用済燃料プール内の燃料健全性確認に必

要な監視を行うことが可能なようにする。以下にその概略を

示す。 

(1)監視対象

6 号炉，7 号炉申請時点で，申請前かつプラント停止中の

1～5 号炉においては，いずれも使用済燃料プールに使用済燃

料が保管・冷却されているため，使用済燃料プールの冷却状

態の把握が必要である。なお 1～5 号炉においては，いずれ

も使用済燃料の崩壊熱は低くなっているため,対応操作に対

する時間余裕も充分ある状況である（スロッシングによる漏

えいを考慮し，65℃から 100℃に達するまでに約 30 時間）。 

一方，２号炉が重大事故に伴い格納容器破損に至った際に

は，放出される放射性物質により，中央制御室内の居住性環

境がさらに悪化することが予想される。その際には，中央制

御室からは一旦緊急時対策所に運転員を待避させる。 

２号炉の格納容器ベント時は，中央制御室又は緊急時対策

所内において，運転員が１号炉の使用済燃料プール内の使用

済燃料の健全性確認に必要な監視を行うことが可能なように

する。以下にその概略を示す。 

(1) 監視対象

２号炉申請時点で，廃止措置中の１号炉においては，使用

済燃料プールに使用済燃料が保管・冷却されているため，使

用済燃料プ一ルの冷却状態の把握が必要である。なお，１号

炉においては，使用済燃料の崩壊熱は低くなっているため，

対応操作に対する時間余裕も充分ある状況である。（スロッシ

ングによる漏えいを考慮し，使用済燃料プール水温が 100℃

に達するのが約 11日後）。 

ベント系を作動させる

際の中央制御室内執務

の運転員及び現場操作

対応の運転員合計５名

を収容可能な設計とし

ている 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根では，中央制御室

待避室で１号炉のプラ

ントパラメータも監視

可能な設計としている 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根１号炉の使用済

燃料プールの容量およ

び使用済燃料の崩壊熱

より算出 

450



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(2)使用済燃料プールの冷却状態の把握方法

1～5 号炉の使用済燃料貯蔵プール水位・水温は，9 箇所に

設置した熱電対のうち，気相に露出している熱電対と，水中

にある熱電対を用いて電気信号として検出し，中央制御室に

指示・記録する設計としている（水中にある各検出点温度と

気相部の温度を比較することにより，間接的に水位を監視す

る）。使用済燃料ラック上端付近から使用済燃料プール上端付

近を計測範囲としている。 

図 5.12-1 使用済燃料貯蔵プール水位・水温 概要図 

(3)伝送方法

① 5 号炉中央制御室～5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所他

所内必要拠点 

5 号炉中央制御室のデジタル記録計に 5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策所付近に設置する仮設電源より給電を行

いつつ，デジタル記録計の信号出力を仮設の LAN ケーブ

ルにより，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所他所内必要

拠点に伝送することで，遠隔でプラントの状態を把握で

きる。なお，ケーブル敷設等作業は事故後に参集した要

員により，6 号炉，7 号炉のベント実施前に作業を完了

させることが可能となる様，必要な資機材類の配備や手

順の整備，要員の確保，タイムラインの明確化に努める。 

(2) 使用済燃料プールの冷却状態の把握方法

１号炉の使用済燃料プール水位・温度は，６箇所に設置し

た熱電対のうち，気相に露出している熱電対と，水中にある

熱電対を用いて電気信号として検出し，中央制御室に指示・

記録する設計としている(水中にある各検出点温度と気相部

の温度を比較することにより，間接的に水位を監視する)。使

用済燃料貯蔵ラック上端付近から使用済燃料プール上端付近

を計測範囲としている。 

第 5.10－1図 １号炉使用済燃料プール水位・温度計 概要図 

(3) 伝送方法

１号炉使用済燃料プール水位・温度計は，２号炉からの電

源融通又は高圧発電機車からの給電により，中央制御室での

監視が可能である。また，使用済燃料プール水位・温度計か

らの信号出力を２号炉廃棄物処理建物にあるＳＰＤＳデータ

収集サーバを経由して，緊急時対策所に伝送し，緊急時対策

所において，ＳＰＤＳデータ表示装置により使用済燃料プー

ルの冷却状態を遠隔監視することができる。

なお，建物間の通信は，通常時光ケーブルによって伝送す

るが，通常の通信経路に異常が生じた場合は，自動的に無線

のバックアップラインに切り替わる構成としている。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，ＳＰ

ＤＳにより１号炉使用

済燃料プール水位・温度

を緊急時対策所等に伝

送する設計としている 
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② 1～4 号炉中央制御室～5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

他所内必要拠点 

1～4 号炉中央制御室のデジタル記録計に仮設電源に

よる電源供給を行いつつ，デジタル記録計の信号出力を

仮設の伝送装置や光ケーブル等により 5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所他所内必要拠点に伝送することで，遠隔

でプラントの状態を把握できる。 

なお，ケーブル敷設等作業は上記①と同様。 

図 5.12-2 デジタル記録計と伝送装置とを組み合わせた 

使用済燃料プールパラメータの緊急時対策所からの遠隔監視 

概要図 

第 5.10－2図 使用済燃料プールパラメータの緊急時対策所 

からの遠隔監視概要図 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

設備構成の相違 
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光ファイバ
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光ファイバ
通信伝送装置

[凡例]
：有線系

：無線又は衛星系
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入出力制御装置
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ＳＰＤＳデータ
表示装置
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：有線系

：無線又は衛星系
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光ファイバ
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光ファイバ
通信伝送装置

[凡例]
：有線系

：無線又は衛星系
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ＳＰＤＳ
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5.13 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の構造及び耐震設計につ

いて 

(1) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の機能は，鋼

製の高気密室，及び緊急時対策所遮蔽により構成される。 

高気密室は，鋼製の柱を溶接した高気密室架構により必要な

構造強度を確保し，高気密室架構に設置する鋼鈑により必要な

気密性を確保可能な設計とする。鋼鈑は鋼製の胴縁を介して高

気密室架構の柱に溶接され，高気密室架構は柱と柱の間をブレ

ースにより補強することより剛性を高め，ベースプレート及び

基礎ボルトにより床面に支持する構造とする。 

ここで，高気密室は，常設重大事故等対処設備において「常

設耐震重要重大事故防止設備」及び「常設重大事故緩和設備」

に分類し，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」及

び「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」に

基づき，機器・配管系として耐震設計を行うこととする。 

また，緊急時対策所遮蔽は，5 号炉原子炉建屋を構成するコ

ンクリート躯体の一部であり，必要な構造強度を確保するとと

もに，対策要員の居住性を維持するための被ばく線量低減可能

な遮蔽厚さを確保する設計とする。 

ここで，緊急時対策所遮蔽は，常設重大事故等対処設備にお

いて「常設耐震重要重大事故防止設備」及び「常設重大事故緩

和設備」に分類し，「原子力発電所耐震設計技術指針

JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針 

JEAG4601-1991 追補版」に基づき，建物・構築物として耐震設

計を行うこととする。 

対策本部の各要求機能に対する許容限界（評価基準）につい

て表 5.13-1 に示す。 

また，対策本部内部の平面図を図 5.13-1 に，高気密室架構

のイメージを図 5.13-2 に，高気密室架構のブレース及び気密

パネル取付けイメージを図 5.13-3 に，高気密室の配置計画図

を図 5.13-4～6 に示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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表 5.13-1 対策本部の各要求機能に対する許容限界（評価基準） 

※1： 建屋全体としては，地震力をおもに耐震壁で負担する構造

となっており，柱，梁，間仕切壁等が耐震壁の変形に追従

すること，全体に剛性の高い構造となっており複数の耐震

壁の相対変形が小さく床スラブの変形が抑えられるため，

各層の耐震壁が最大せん断ひずみの許容限界を満足してい

れば，建物・構築物に要求される機能は維持される設計と

する。 

※2： 高気密室内に設置する機器・配管系等の設備は高気密室架

構の柱に設置される鋼製の胴縁から支持され，高気密室架

構の各部位はこれらの設備が胴縁に設置された状態におい

て許容限界を満足する設計とする。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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図 5.13-1 対策本部内部の平面図 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

図 5.13-2 高気密室架構のイメージ図 
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図 5.13-3 高気密室架構のブレース及び気密パネル取付け 

イメージ図

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

図 5.13-4 高気密室の配置計画図（平面図） 
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図 5.13-5 高気密室の配置計画図（断面図） 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

図 5.13-6 高気密室の配置計画図（床面構造概要図） 
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(2) 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）の機能は，待

機場所の空調バウンダリである躯体壁の気密性及び待機場所の

遮蔽壁が有する遮蔽性を担うコンクリート躯体，及び待機場所

内に設置する待避スペースの遮蔽性を担う室内遮蔽により構成

される。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）のコンクリー

ト躯体は，5 号炉原子炉建屋を構成するコンクリート躯体の一

部であり，必要な構造強度を確保するとともに，対策要員の居

住性を維持するための被ばく線量を低減できる遮蔽厚さを確保

するとともに，換気設備とあいまって対策要員の居住性を維持

するための気密性を有する設計とする。 

ここで，待機場所のコンクリート躯体は，常設重大事故等対

処設備において「常設耐震重要重大事故防止設備」及び「常設

重大事故緩和設備」に分類し，「原子力発電所耐震設計技術指針 

JEAG4601-1987」及び「原子力発電所耐震設計技術指針 

JEAG4601-1991 追補版」に基づき，建物・構築物として耐震設

計を行うこととする。 

室内遮蔽は，鋼製の柱をボルト締結した架構により必要な構

造強度を確保し，架構に設置する遮蔽材により必要な遮蔽性を

確保可能な設計とする。遮蔽材は待避スペースの架構の柱にボ

ルト締結され，架構は柱と柱の間をブレースにより補強するこ

とより剛性を高め，ベースプレート及び基礎ボルトにより床面

に支持する構造とする。 

ここで，室内遮蔽は，常設重大事故等対処設備において「常

設耐震重要重大事故防止設備」及び「常設重大事故緩和設備」

に分類し，「鋼構造設計規準 ―許容応力度設計法―（日本建築

学会）」に基づき，鋼構造の構造体として耐震設計を行うことと

する。 

待機場所の各要求機能とコンクリート躯体及び室内遮蔽に対

する許容限界（評価基準）について表 5.13-2 に示す。 

また，待機場所内部の配置図を図 5.13-7，室内遮蔽の構造図

を図 5.13-8 に示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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表 5.13-2 待機場所の各要求機能に対する許容限界（評価基準） 

 

［補足］ 

※1： 建屋全体としては，地震力をおもに耐震壁で負担する構造

となっており，柱，梁，間仕切壁等が耐震壁の変形に追従

すること，全体に剛性の高い構造となっており複数の耐震

壁の相対変形が小さく床スラブの変形が抑えられるため，

各層の耐震壁が最大せん断ひずみの許容限界を満足してい

れば，建物・構築物に要求される機能は維持される設計と

する。 

※2：室内遮蔽は，地震力を鋼構造物の構造体（底面部架構，柱架

構，ブレース架構）で負担する構造となるよう設計する。

また遮蔽体は構造体の変形に追従するため室内遮蔽に要求

される機能は維持される設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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図 5.13-7 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所） 配置図 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

図 5.13-8 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）室内遮

蔽の構造図 
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5.14 移動式待機所について 

 

(1)移動式待機所の役割と要件について 

当社柏崎刈羽原子力発電所は発電所構内が広い特徴を有する

ことから，事故発生後の敷地内の放射線量率分布やアクセス性

等に様々な事故後環境が考えられ，かつ，複数号機被災対応に

おける事象進展も号炉によって様々となることもあり得る。 

このため，固定施設としての緊急時対策所を設置するほかに，

移動式の現場要員待機所を設けることが，事故対応への柔軟性

と対応要員の放射線安全，労働環境向上に寄与することが期待

できる。ひいては事故対応の長期的，安定的取り組みへとつな

がるものと考える。 

 

(2)移動式待機所の居住性要件 

居住性に対する要件については，後述する被ばく評価の基本

想定シナリオにおいて以下を満足することとした。 

・プルーム通過時間（格納容器ベント実施後 10 時間）経過

後に，1mSv/h 以下の線量率となること。※1 

・事故発生後 7 日（168 時間）時点で 0.2mSv/h 以下の線量

率となること※2 

 

※1 設備の故障等の不測の事態にも対応できるよう 1 交替当た

り 8 時間待機するものと想定し，1 回の待機に伴う合計被

ばく量が 10mSv 以下となるよう 1mSv/h 以下と設定。 

 

※2 1 日あたり 8 時間の勤務時間を想定した場合，そのうち 2 

時間現場要員待機場所を使用すると考えられる（発電所外

ブリーフィング 1 時間→現場作業 1 時間→休憩 30 分→現

場作業 1 時間→休憩 1 時間→現場作業 1 時間→休憩 30 分

→現場作業 1 時間→発電所外ブリーフィング 1 時間）。従

って，発生後 8 日目から 30 日目までの 23 日間作業をし

た場合に合計 46 時間≒50 時間滞在すると想定し，休憩中

の合計被ばく量が 10mSv 以下となるよう 0.2mSv/h 以下と

設定。 

 

（被ばく評価の基本想定シナリオ） 

・6 号または 7 号炉のいずれか 1 つが「大破断 LOCA 時に非

常用炉心冷却系の機能及び全交流動力電源が喪失するシー

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 
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ケンス」（以下，「大 LCOA＋ECCS 全喪失＋SBO シナリオ」）

で格納容器圧力逃がし装置を用いた格納容器ベントを行

う。 

・6 号炉または 7 号炉の残る 1 つが「大 LCOA＋ECCS 全喪失

＋SBO シナリオ」で代替循環冷却系による事象収束を行う。 

(3) 移動式待機所の居住性以外の要件

居住性以外の要件については，(1) 移動式待機所の役割，で

記載の通り，要員が安全にとどまることができること，また現

場作業に迅速，かつ確実に出向できることができる設計とする。 

【移動式待機所の設備設計方針】 

ａ．機能 

・現場要員がとどまるための必要空間が確保できること

・遮蔽，気密及び換気設備による居住性の確保ができるこ

と 

（待機中の負担軽減のため，マスクを外して滞在出来るこ

と） 

（空気の取り込みを一時停止した場合においても，影響が

ないことを確認するための酸素濃度計，及び二酸化炭素

濃度計の配備） 

・現場要員と対策本部とが通信連絡を行うための設備を設

置すること 

・必要負荷設備へ代替電源設備から給電できること

・汚染の持ち込みを防止するためのモニタリング及び作業

服の着替え等を行う区画を設置すること 

・放射線防護装備資機材（マスク・着替え等），水・食料を

配備すること 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑧の相違
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ｂ．設計条件 

・地震により機能喪失しない，また津波による影響を受け

ない 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）と移動式待機

所の設備概要について，表 5.14-1 に示す。移動式待機所の設

備の設計方針は，移動可能な車両形態であることを除き，5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）と同等の機能を備え

るよう設計する。 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑧の相違 

表 5.14-1 現場要員待機に対する設備設計方針比較 
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2.移動式待機所の概要

移動式待機所の外観を図 5.14-1 に，収容スペース詳細を図

5.14-2 に示す。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑧の相違

図 5.14-1 移動式待機所 外観図 

図 5.14-2 移動式待機所 要員収容スペース概略図 

また，移動式待機所の保管場所及び使用場所は荒浜側高台保

管場所とする。なお，移動式待機所は車両構造を有しているこ

とから，その特徴を生かし，被災後に健全性が確認でき，かつ

放射線量率が低い場所があればその場所に移動して運用するこ

とも可能とする。保管・使用場所と，移動して使う際の想定候

補地を図 5.14-3 に示す。 
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図 5.14-3 移動式待機所の保管及び使用場所 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

⑧の相違
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5.15 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の耐震設計について 

 

緊急時対策所が設置される 5 号炉原子炉建屋については，基

準地震動による地震力に対して機能が喪失しない設計とする。 

以下では，5 号炉原子炉建屋の地震応答解析モデルについて

示すとともに，基準地震動 Ss による地震応答解析を実施し，

耐震成立性の見通しについて示す。 

 

なお，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所※1 の機能である，

居住性の確保，必要な情報の把握，通信連絡，電源の確保各々

についての設備の耐震性，及び地震を想定した場合の 5 号炉原

子炉建屋内緊急時対策所の屋内アクセスルートの成立性につい

ては，本補足説明資料「4. 耐震設計方針について」で示す。 

 

※1 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所（対策本部）及び 5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所（待機場所）とで構成される。なお以下では，

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）及び 5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）の両方をまと

めて扱う場合，単に 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所と

呼称する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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(1) 5号炉原子炉建屋の地震応答解析モデルについて

5 号炉原子炉建屋は，重大事故等対処施設において「常設耐

震重要重大事故防止設備及び常設重大事故緩和設備の間接支持

構造物」（以下「間接支持構造物」という。）に分類される。ま

た，5 号炉原子炉建屋を構成する壁及びスラブの一部は 5 号炉

原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽及び 5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽に該当し，これら遮蔽は

重大事故等対処施設において「常設耐震重要重大事故防止設

備」，「常設重大事故緩和設備」に分類される。 

5 号炉原子炉建屋は，柏崎刈羽原子力発電所 5 号炉の建設時

の工事計画認可申請書（以下「既工認」という。）において，地

震応答解析を実施しているが，今回工認においては地震応答解

析モデルを一部見直す予定である。 

以下では，今回工認で採用予定の地震応答解析モデル及び地

震応答解析モデルの既工認時からの変更点について示した上

で，妥当性及び適用性について説明する。 

a.構造概要

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所が設置される 5 号炉原子炉

建屋は，地下 4 階，地上 4階建てで，基礎底面からの高さは 75.0m 

である。平面は，地下部分では一辺 83.0m の正方形，最上階で

は 51.0m(NS)×53.0m(EW)のほぼ正方形をなしている。 

建屋の主体構造は鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンク

リート造）で，屋根トラスは鉄骨造である。原子炉建屋は原子

炉棟とその付属棟より構成されており，それら両棟は同一基礎

スラブ上に設置された一体構造である。その主たる耐震要素は，

原子炉格納容器の回りを囲んでいる原子炉一次遮蔽壁，原子炉

棟の外壁及び付属棟の外壁である。基礎は，泥岩上に直接設置

されている。5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所は，5 号炉原子

炉建屋の 3 階に設置されており，原子炉建屋躯体の一部が 5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽及び 5 号炉原子

炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽を構成している。 

建屋の概略平面図を図 5.15-1 に，建屋の断面図を図 5.15-2 

及び図 5.15-3 に，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の設置位

置を図 5.15-4 に示す。 
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図 5.15-1 5 号炉原子炉建屋概略平面図（基礎盤上） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

468



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

図 5.15-2 5 号炉原子炉建屋断面図（NS 方向） 
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図 5.15-3 5 号炉原子炉建屋断面図（EW方向） 
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図 5.15-4 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の設置位置 
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b. 地震応答解析モデル

地震応答解析に用いるモデルは，建屋を質点系とし地盤を等

価なばねで評価した建屋－地盤連成モデルとする。建屋の地震

応答解析モデル図及び諸元を図 5.15-5 に，地盤モデルを表

5.15-1 に示す。 

建屋は，曲げ変形とせん断変形をする質点系としてモデル化

しており，建屋側方の地盤は水平ばねで，また，建屋底面下の

地盤は水平ばね及び回転ばねで置換している。地下部分側面の

地盤水平ばねは，各質点の支配深さに従って地盤を水平に分割

し，波動論により評価している。なお，表層部分については，

基準地震動 Ss による地盤の応答レベルを踏まえ，ばね評価を

行わないこととする。 

また，基礎スラブ底面における地盤の水平及び回転ばねは，

それ以深の地盤を等価な半無限地盤とみなして，波動論により

評価している。 

復元力特性は，建屋の方向別に，層を単位とした水平断面形

状より，「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補

版」（以下「JEAG4601-1991」という。）に基づいて設定する。水

平方向の地震応答解析は，上記復元力特性を用いた弾塑性応答

解析とする。 

入力地震動は，解放基盤表面レベルに想定する基準地震動 Ss 

を用いることとする。埋め込みを考慮した水平モデルであるた

め，モデルに入力する地震動は，一次元波動論に基づき，解放

基盤表面レベルに想定する基準地震動 Ss に対する地盤の応答

として評価する。また，基礎底面レベルにおけるせん断力を入

力地震動に付加することにより，地盤の切り欠き効果を考慮す

る。 
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図 5.15-5 5 号炉原子炉建屋質点系モデル図及び諸元 
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表 5.15-1 5 号炉原子炉建屋 地盤モデル ・設備の相違
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c. 既工認モデルからの変更点

(a) 既工認モデルからの変更点について

5 号炉原子炉建屋については，既工認で耐震計算書を添付

しているが，今回工認においては地震応答解析モデルを一部

見直す予定である。地震応答解析モデルにおける主要な変更

点を表 5.15-2 に示す。 

採用予定の項目のうち，補助壁については，設計時には耐

震要素として考慮していなかった壁のうち，規格規準に適合

する壁を新たな耐震要素として選定するものであることか

ら，5 号炉原子炉建屋の地震応答解析モデルにも適用可能な

項目であると考えられる。詳細については後述する。 

また，5 号炉原子炉建屋は，既工認時は設計基準強度に基

づくコンクリート剛性を用いていたが，今回工認では，6 号

及び 7 号炉と同様に強度試験データに基づく実強度を採用す

る。ただし，5 号炉原子炉建屋は 6 号及び 7 号炉各建屋とは

設計基準強度が異なるため，5 号炉原子炉建屋としての強度

試験データを整理した上で，コンクリート実剛性算出に使用

する実強度の数値を検討する。 

なお，建屋地盤相互作用効果を考慮するための地震応答解

析モデルとして，既工認では，格子型モデル（多質点系並列

地盤モデル）を採用していたが，今回工認では，埋め込み SR 

モデルを採用する。埋め込み SR モデルは，「JEAG4601-1991」

に基づき設定するものであり，かつ柏崎刈羽原子力発電所 3 

号，4 号，6 号及び 7 号炉原子炉建屋等の既工認で採用実績

のあるモデルであることから，技術的な論点とはならない変

更点であると考えている。 

また，表 5.15-2 で示した主要な変更点以外の変更点とし

ては，「建屋の弾塑性解析」及び「表層地盤の埋め込み効果の

無視」が挙げられる。「建屋の弾塑性解析」については，既工

認では採用していないが，「JEAG4601-1991」に基づき採用す

るものであり，妥当性・適用性が確認されている項目である

と判断している。また，「表層地盤の埋め込み効果の無視」に

ついては，地震動レベルの増大を踏まえその効果を無視する

としたものである。これらの 2 項目については，6 号及び 7 

号炉の地震応答解析モデルで採用を予定しており，主要な論

点とはなっていないことから，ここでも主要な変更点として

は抽出しないこととした。 
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表 5.15-2 5 号炉原子炉建屋 地震応答解析モデルの主要な変更点 
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(b) 考慮する補助壁について

補助壁の選定基準の設定に当たっては，先行審査を含む既

工認で適用実績のある規準である，日本建築学会：「原子力施

設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（2005）」（以下「RC-N 

規準」という。）を参考とし，表 5.15-3 に示す選定条件を設

定することとする。 

また，地震応答解析で用いる解析モデルへの反映方針とし

ては，「JEAG4601-1991」におけるスケルトン評価法のベース

となった実験の内容や耐震壁と補助壁の違い（鉄筋比，直交

壁の有無）を踏まえ，補助壁のせん断スケルトンカーブとし

ては第１折点で降伏する完全弾塑性型とし，曲げスケルトン

としては補助壁の剛性を無視する保守的な設定とする。 

なお，実際の地震応答解析は，複数の耐震壁と補助壁のス

ケルトンカーブを軸ごとに集約した合算後のスケルトンカー

ブを用いて解析を実施している。スケルトンカーブの集約方

法を図 5.15-6 に示す。 

今回の評価では，補助壁を考慮した地震応答解析を実施し，

「JEAG4601-1991」に基づくせん断ひずみの許容限界を下回っ

ていることを確認する方針である。補助壁は前述したとおり，

RC-N 規準を参考にして，原子力発電所建屋の耐震要素として

考慮可能な壁を選定していることから，既往の耐震壁と同様

の許容限界が適用可能であると考えられる。また，せん断力

は耐震壁と補助壁で負担するため，層としての変形量は同一

となることから，耐震壁と補助壁を軸ごとに集約した解析モ

デルにより求まるせん断ひずみを用いた評価を行えば，補助

壁に要求される機能が維持されることが確認できるものと考

えられる。 

以上で説明した補助壁の選定方針及び地震応答解析モデル

への反映方針は，6 号及び 7 号炉原子炉建屋等で採用する補

助壁の取り扱いと同一であり，全ての既設建屋に適用可能な

手法であると考えられることから，5 号炉原子炉建屋に対し

て適用することは妥当であると判断した。 

なお，柏崎刈羽原子力発電所では，鉄筋コンクリート造建

物の躯体について，躯体の健全性維持の観点から，社内マニ

ュアル※に基づく定期点検を実施しており，補助壁を含めた

全ての壁が維持管理の対象となっていることから，耐震要素

として補助壁を新たに考慮した場合についてもこれまでと同 
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様の維持管理を実施することで特段の支障は生じないもの

と考えられる。 

 

※NE-55-7「原子力発電所建築設備点検マニュアル」 
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表 5.15-3 補助壁の選定条件 
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図 5.15-6 スケルトンカーブの算定フロー 
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表 5.15-3 で示した考え方に基づき，耐震要素として考慮

する補助壁の選定を実施した。既工認で考慮していたせん断

断面積（耐震壁のみ）と今回工認で考慮するせん断断面積（耐

震壁＋補助壁）について整理した結果を表 5.15-4 に示す。 
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表 5.15-4 5 号炉原子炉建屋 既工認と今回工認のせん断断面積の

整理表（単位：m2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

480



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.18版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

(c)5号炉原子炉建屋の地震応答解析に採用するコンクリ－ト実

剛性について 

今回工認においては，6 号及び 7 号炉原子炉建屋，同ター

ビン建屋，コントロール建屋，廃棄物処理建屋について，地

震応答解析においてコンクリート実剛性を採用する予定であ

る。5 号炉原子炉建屋についても，地震応答解析においてコ

ンクリート実剛性を採用する予定であるが，6 号及び 7 号炉

原子炉建屋等とは設計基準強度が異なることから，5 号炉原

子炉建屋としての建設時の強度試験データを整理した上で，

コンクリート実剛性算出に使用する実強度の数値を検討す

る。 

5 号炉原子炉建屋の 28 日強度の統計値を表 5.15-5 に示

す。本統計値は，5 号炉原子炉建屋の各階，各部位ごとに打

設の際に採取した供試体から得られており，十分な数のデー

タから算出されているため，建屋コンクリートの平均的な 28

日強度を推定する統計値として妥当性・信頼性を有している

と考えられる。コンクリートは一般的に強度が安定した後も

緩やかに強度が増進する傾向があると言われているが，ここ

では保守的に 28 日以降の経年によるコンクリート強度の増

進効果を無視することとし，地震応答解析で採用するコンク

リート実剛性の設定に当たっては，28 日強度の平均値である

328kg/cm2 を保守的に評価して有効数字 3 桁を切り下げ，

320kg/cm2（31.3N/mm2）という値を用いることとした。地震

応答解析に採用するコンクリート物性値を表 5.15-6 に示す。 

なお，本項目で設定したコンクリート実強度は，解析で用

いるコンクリート部の剛性算出のために使用する値であり，

応力解析で用いるコンクリートの許容値としては，従来の計

算と同様に設計基準強度を採用する方針である。 
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表 5.15-5 5号炉原子炉建屋の 28日強度統計値 
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表 5.15-6 地震応答解析に採用するコンクリート物性値 

 

 

   

（2）5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の耐震評価の見通しについ

て 

(a) 影響検討の方針 

本検討では，前述した地震応答解析モデルを用いて，基準

地震動 Ss による地震応答解析を実施し，5 号炉原子炉建屋

の耐震安全性を概略的に確認する。本検討は概略検討である

ため，検討に用いる地震動としては，図 5.15-7 に示す基準

地震動 Ss-1～8 の応答スペクトルを踏まえ，建屋応答への影

響が大きいと考えられる基準地震動 Ss-1 を代表波として選

定する。基準地震動 Ss-1 の加速度時刻歴波形を図 5.15-8 に

示す。 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）遮蔽及び 5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽の耐震安全性

への影響確認に当たっては，最大接地圧が地盤の極限支持力

を超えないことを確認する。構造強度については，最大せん

断ひずみが許容限界を超えないことを確認する。また，気密

性，遮蔽性及び支持機能の維持については，最大せん断ひず

みが許容限界を超えないことを確認する。 

各要求機能に対する許容限界は表 5.15-7 のとおり設定す

る。 
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図 5.15-7 基準地震動の応答スペクトル（大湊側・水平方向） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

図 5.15-8 加速度時刻歴波形（基準地震動 Ss-1H） 
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表 5.15-7 地震応答解析による評価における許容限界（重大事故

等対処施設としての評価） 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

（注 1）5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の気密性

については，原子炉建屋のコンクリート躯体とは別に設

置される鋼製の高気密室により機能を維持する方針であ

る。5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）につ

いては，原子炉建屋のコンクリート躯体（5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所（待機場所）遮蔽）により換気機能

とあいまって機能を維持する方針である。気密性の維持

の確認に当たって，最大応答がせん断スケルトン曲線上

の第一折点を下回っている場合はおおむね弾性範囲にあ

ると判断し，気密性が維持されているものと評価する。

また，せん断スケルトン曲線上の第一折点を上回ってい

る場合は，許容限界として設定した最大せん断ひずみに

よる空気漏えい量を算定し，設置する換気設備の性能と

比較することにより，必要な気密性が維持されることを

確認する。 
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（注 2）建屋全体としては，地震力を主に耐震壁で負担する構造

となっており，柱，梁，間仕切壁等が耐震壁の変形に追

従すること，全体に剛性の高い構造となっており複数の

耐震壁間の相対変形が小さく床スラブの変形が抑えられ

るため，各層の耐震壁が最大せん断ひずみの許容限界を

満足していれば，建物・構築物に要求される機能は維持

される。 

（注 3）「支持機能」の確認には，「内包する設備に対する波及的

影響」の確認が含まれる。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

b. 地震応答解析結果

基準地震動 Ss-1 による最大応答値を，それぞれ図 5.15-9～

14 に示す。 

図 5.15-9 最大応答加速度 NS 方向 
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図 5.15-10 最大応答加速度 EW 方向 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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図 5.15-11 最大応答せん断力 NS 方向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 
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図 5.15-12 最大応答せん断力 EW方向 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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図 5.15-13 最大応答曲げモーメント NS 方向 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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図 5.15-14 最大応答曲げモーメント EW方向 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

c. 耐震安全性評価結果 

基準地震動 Ss-1 による地震応答解析結果に基づく接地圧

は NS 方向で 2,121kN/m2，EW 方向で 2,121kN/m2 であり，設

置地盤の極限支持力 4,412kN/m2（450tf/m2）に対して十分な

余裕がある。 

基準地震動 Ss-1 による最大応答せん断ひずみ一覧を図

5.15-15 及び図 5.15-16 に，最大応答をせん断スケルトン曲

線上にプロットした結果を図 5.15-17～図 5.15-25 に示す。

これより，建屋各階の応答は，評価基準値(2.0×10-3)を満足

することが確認できる。また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所遮蔽に該当する部位を含む層（3 階：T.M.S.L.27.8m～

T.M.S.L.33.0m）の応答はせん断スケルトン曲線上の第 1 折

点以下であり，おおむね弾性状態であることが確認できる。 
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図 5.15-15 最大応答ひずみ NS 方向 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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図 5.15-16 最大応答ひずみ EW 方向 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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図 5.15-17 せん断スケルトン曲線上へのプロット（CRF） 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

図 5.15-18 せん断スケルトン曲線上へのプロット（4F） 
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図 5.15-19 せん断スケルトン曲線上へのプロット（3F※） 

※緊急時対策所遮蔽を含む部位

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

図 5.15-20 せん断スケルトン曲線上へのプロット（2F） 
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図 5.15-21 せん断スケルトン曲線上へのプロット（1F） 

 

  ・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

図 5.15-22 せん断スケルトン曲線上へのプロット(B1F) 
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図 5.15-23 せん断スケルトン曲線上へのプロット(B2F) 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

図 5.15-24 せん断スケルトン曲線上へのプロット(B3F) 
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図 5.15-25 せん断スケルトン曲線上へのプロット(B4F) 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

（3）まとめ 

建屋内に緊急時対策所が設置される予定の柏崎刈羽原子力発

電所 5 号炉原子炉建屋について，今回工認の耐震評価に用いる

動解モデルを示した上で，既工認モデルからの変更点を整理し，

その妥当性を確認した。 

また，基準地震動 Ss に対する 5 号炉原子炉建屋の耐震成立

性を確認することを目的として，基準地震動 Ss-1 による地震

応答解析を実施した。その結果，5 号炉原子炉建屋の応答が評

価基準値を満足することを確認した。 

詳細な評価結果は，今回工認の時点で示すこととするが，今

回の地震応答解析結果からは，重大な課題が存在するとは考え

られない。 
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参考資料-1 

5 号炉原子炉建屋 埋め込み効果を考慮することの妥当性確認 

はじめに 

5 号炉原子炉建屋の地下部建屋側面と地盤の接触面積比を確

認することで，動解モデルにおいて埋め込み効果（側面水平ば

ね）を考慮することの妥当性を確認する。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違

地盤接触面積比による埋め込み効果を考慮することの妥当性確認 

参表 5.15-1 に，図面を元に計算した 5 号炉原子炉建屋の地

盤と建屋の接触面積比率を示す。4 面の建屋-地盤の接触面積比

（地盤と接している壁面積/地中外壁面積）を平均化した場合の

接触地盤面積比は 86.0%であった。 

「JEAG4601-1991」において引用されている「建屋埋込み効果

の評価法の標準化に関する調査報告書」※1 によると埋め込み

を見込むためには，建屋は少なくとも三面が埋め込まれている

ことが必要であるとされている。また，「JEAC4601-2008」※２

において引用されている，「埋め込み基礎の接触状況が構造物の

応答に与える影響について」※3 等の文献では，建物・構築物

の地下部分の大部分（3 面又は面積で 75%以上）が周辺地盤と

接している場合には，全埋め込みと同様な埋め込み効果が期待

できるものとされている。 

5 号炉原子炉建屋は 86.0%が地盤と接していることから，埋

め込み効果を考慮することは妥当であると考えられる。 
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参表 5.15-1 地盤と建屋の接触面積比率 

※1：社団法人日本電気協会 電気技術基準調査委員会 建屋埋込み

効果の評価法の標準化に関する調査報告書：昭和 62 年 6 月 

※2：社団法人日本電気協会 原子力発電所耐震設計技術規定

JEAC4601-2008，2009 

※3：吉田ほか：埋め込み基礎の接触状況が構造物の応答に与える

影響について 第 11 回日本工学シンポジウム，

pp1287-1292,2002 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

①の相違
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5.16 大湊側緊急時対策所の設置計画について 

本申請において，柏崎刈羽原子力発電所の緊急時対策所とし

て，5号炉原子炉建屋内に「5号炉原子炉建屋内緊急時対策所」

を設置することとするが，より確実な災害対応を行うため，新

たに「大湊側緊急時対策所」を新設し，平成 32年 7月に竣工を

予定している。以下に，大湊側緊急時対策所の設置計画につい

て概略を記す。 

（１）大湊側緊急時対策所の特徴 

柏崎刈羽原子力発電所の緊急時対策所として，耐震構造の建

屋内に「5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所」を設置することと

しており，6 号及び 7 号炉に係る重大事故等への対処は可能で

あると考えている。 

一方，柏崎刈羽原子力発電所は，7 プラントを有すると共に

敷地も広大であることから，将来的には荒浜側に設置している

1～4 号炉に係る重大事故等が発生した場合の対処なども考慮

し，大湊側の高台に大湊側緊急時対策所を新設することで，事

故対応への柔軟性を向上させる設計とする。 

大湊側緊急時対策所は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の

機能を最大限生かしつつ以下の特徴を有するものとする。 

・建屋を耐震構造とする。

・配置場所を耐津波対策も考慮し大湊側高台とする。

（設置高さ T.M.S.L.+15m 以上とする。） 

・放射線被ばく上有利となるよう，緊急時対策室（指揮所）

を地下に設ける。 

2 拠点の緊急時対策所の設置場所及び特徴を，図 5.16-1 及

び表 5.16-1 に示す。 

・方針の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，

EL50m の高台に設置す

る緊急時対策所に一本

化している
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図 5.16-1 緊急時対策所の設置場所 

・方針の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，

EL50m の高台に設置す

る緊急時対策所に一本

化している 

表 5.16-1 緊急時対策所の特徴 

※1：共通要因による電源喪失しないよう常用電源を別系統とし，

かつ，異なる代替電源方式とする。 

※2：5 号炉起動時においては，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

は 5 号炉中央制御室機能との干渉により使用出来ないため, 

基本的な考え方を保持しつつ，大湊側での拠点の拡充等につ

いて，引き続き検討していく。 

※3：大湊側緊急時対策所は詳細設計中であり，変更となる可能性

がある。 
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（２）大湊側緊急時対策所の概要 

大湊側緊急時対策所は，鉄筋コンクリート造の地上 2 階地下

2 階の耐震構造の建屋とし，緊急時対策所の機能を内包させ，

屋外に非常用発電機，軽油タンク等を配置する。 

以下に，大湊側緊急時対策所の各フロアの構成について示す。

また，大湊側緊急時対策所の建屋概要を図 5.16-2～5 に示す。 

地上 2 階：空調機，フィルタ室等の設備機械フロア 

地上 1 階：電気品室，出入管理等を行う放射線管理フロア等 

地下 1 階：電気品室，通信機械室等の通信機械フロア 

地下 2 階：緊急時対策所，会議室等の緊急時対策所フロア 

・方針の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，

EL50m の高台に設置す

る緊急時対策所に一本

化している 

図 5.16-2 大湊側緊急時対策所建屋概要（断面図） 

図 5.16-3 大湊側緊急時対策所の建屋概要（2 階・屋上平面図） 
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図 5.16-4 大湊側緊急時対策所の建屋概要 

（1 階・地下 1 階平面図） 

・方針の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，

EL50m の高台に設置す

る緊急時対策所に一本

化している 

図 5.16-5 大湊側緊急時対策所の建屋概要 

（地下 2 階・地下ピット平面図） 
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〔参考〕各拠点の緊急時対策所の仕様について 

各拠点の緊急時対策所の仕様について比較したものを表

5.15-3 に示す。 

大湊側緊急時対策所は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の

機能を最大限生かしつつ，以下のとおり設備を設置する予定で

ある。 

・方針の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，

EL50m の高台に設置す

る緊急時対策所に一本

化している 

表 5.16-3 各拠点の緊急時対策所の仕様について※1 

※1 大湊側緊急時対策所は詳細設計中であり，変更となる可能性

がある。 

※2 基準津波高さ T.M.S.L.+8.3m
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61-10

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について 

61－10 

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について 

61-10

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について 
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目 次 

1.5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

1.1 新規制基準への適合状況 

1.2 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の居住性

に係る被ばく評価について 

・添付資料 1 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）の居住性に係る被ば

く評価条件 

・添付資料 2 被ばく評価に用いた気象資料の

代表性について 

・添付資料 3 被ばく評価に用いる大気拡散評

価について 

・添付資料 4 地表面への沈着速度の設定につ

いて 

・添付資料 5 エアロゾル粒子の乾性沈着速度

について 

・添付資料 6 原子炉建屋内の放射性物質から

のガンマ線による被ばくの評価

方法について 

・添付資料 7 放射性雲中の放射性物質からの

ガンマ線による被ばくの評価方

法について 

・添付資料 8 地表面に沈着した放射性物質か

らのガンマ線による被ばくの評

価方法について 

・添付資料 9 外気から取り込まれた放射性物

質による被ばくの評価方法につ

いて 

・添付資料 10 陽圧化装置による陽圧化開始が遅

延することによる影響について 

・添付資料 11 可搬型陽圧化空調機のフィルタの

除去効率の設定について 

61-10-1- 3

61-10-1- 3

61-10-1- 5

61-10-1-13

61-10-1-27

61-10-1-32

61-10-1-36

61-10-1-39

61-10-1-47

61-10-1-52

61-10-1-58

61-10-1-66

61-10-1-69

61-10-1-78

目 次 

1. 新規制基準への適合状況

2. 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価につ

いて

・添付資料 1  緊急時対策所の居住性に係る被ば

く評価条件 

・添付資料 2  被ばく評価に用いた気象資料の代

表性 

・添付資料 3  線量評価に用いる大気拡散評価 

 ・添付資料 4  地表面への沈着速度の設定につい  

て 

 ・添付資料 5  エアロゾルの乾性沈着速度につい

て 

・添付資料 6  グランドシャインの評価方法 

・添付資料 7  事故発生時の換気系運転モードに

ついて 

61－10－1 

61－10－3 

61－10－12 

61－10－37 

61－10－68 

61－10－70 

61－10－76 

61－10－84 

61－10－89 

目 次 

１．新規制基準への適合状況 

２．緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価につ

いて 

・添付資料１ 緊急時対策所の居住性に係る被ば

く評価条件 

・添付資料２ 被ばく評価に用いた気象資料の代

表性 

・添付資料３ 被ばく評価に用いる大気拡散評価

・添付資料４ 地表面への沈着速度の設定につい

て 

・添付資料５ エアロゾルの乾性沈着速度につい

て 

・添付資料６ 原子炉建物内の放射性物質からの

ガンマ線による被ばくの評価方

法について 

・添付資料７ 放射性雲中の放射性物質からのガ

ンマ線による被ばくの評価方法

について 

・添付資料８ 地表面に沈着した放射性物質から

のガンマ線による被ばくの評価

方法について 

・添付資料９ 外気から取り込まれた放射性物質

による被ばく 

・添付資料 10 緊急時対策所正圧化装置による正

圧化開始が遅延することによる

影響について 

・添付資料 11 緊急時対策所空気浄化フィルタユ

ニットの除去効率の設定につい

て 

61-10- 3

61-10-13

61-10-31

61-10-34

61-10-36

61-10-39

61-10-47

61-10-53

61-10-58

61-10-66

61-10-67

61-10-80
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・添付資料 12 使用済燃料プール等の燃料等によ

る影響について 

・添付資料 13 コンクリートの施工誤差の影響に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・添付資料 14 審査ガイド※1 への適合状況 

 

 

 

 

61-10-1-82  

 

61-10-1-96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-10-1-101 

 

（※1） 実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急

時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイ

ド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・添付資料 8  放射性物質の放出継続時間につい     

       て 

・添付資料 9  コンクリート密度の根拠について 

 

・添付資料 10 審査ガイド※１への適合状況につい 

        て 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61－10－93 

61－10－94 

 

61－10－97 

 

 

※1 実用発電用原子炉に係る重大事故等の制御室及び緊急時対

策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド 

 

・添付資料 12 燃料プ－ルの使用済燃料による影

響について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・添付資料 13 審査ガイド※１への適合状況につい

て 

 

 

61-10-84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61-10-95 

 

※１：実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及び緊急時対

策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は外部被

ばく評価においてコン

クリート施工公差を差

し引いて評価を実施し

ている（以下，⑨の相違） 

・東海第二固有コメント

に関する回答資料 
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1. 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

1.1 新規制基準への適合状況 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則第六十一条（緊急時対策所），実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則第七十六条（緊急時対策

所） 

 

～抜粋～ 

新規制基準の項目 適合状況 

1 第三十四条の規定により設

置される緊急時対策所は、重

大事故等が発生した場合に

おいても当該重大事故等に

対処するための適切な措置

が講じられるよう、次に掲げ

るものでなければならない。 

一 重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う

要員がとどまることがで

きるよう、適切な措置を講

じたものであること。 

二 重大事故等に対処する

ために必要な指示ができ

るよう、重大事故等に対処

するために必要な情報を

把握できる設備を設けた

ものであること。 

三 発電用原子炉施設の内

外の通信連絡をする必要

のある場所と通信連絡を

行うために必要な設備を

設けたものであること。 

重大事故等が発生した場

合においても，5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所により，

当該重大事故等に対処する

ための 適切な措置を講じる

ことができるようにしてい

る。 

2 緊急時対策所は、重大事故

等に対処するために必要な

数の要員を収容することが

できるものでなければなら

ない。 

 

－ 

 

 

 

1. 新規制基準への適合状況 

  実用発電用原子炉及びその付属施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則第六十一条（緊急時対策所），実用発電用原子炉及

びその付属施設の技術基準に関する規則 第七十六条（緊急時対策

所） 

 

～抜粋～ 

新規制基準の項目 適合状況 

1 

第三十四条の規定により設置さ

れる緊急時対策所は,重大事故等

が発生した場合においても当該

重大事故等に対処するための適

切な措置が講じられるよう,次に

掲げるものでなければならない。 

 

一 重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員がとど

まることができるよう,適切な

措置を講じたものであること。 

 

二 重大事故等に対処するために

必要な指示ができるよう,重大

事故等に対処するために必要

な情報を把握できる設備を設

けたものであること。 

 

三 発電用原子炉施設の内外の通

信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うために必要

な設備を設けたものであるこ

と。 

重大事故等が発生

した場合においても,

緊急時対策所により,

当該重大事故等に対

処するための適切な

措置を講じることが

できる。 

2 

緊急時対策所は,重大事故等に

対処するために必要な数の要員

を収容することができるもので

なければならない。 

 

 

 

 

1. 新規制基準への適合状況 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則第六十一条（緊急時対策所），実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則 第七十六条（緊急時対策

所） 

 

～抜粋～ 

新規制基準の項目 適合状況 

1 第三十四条の規定により設置

される緊急時対策所は、重大

事故等が発生した場合におい

ても当該重大事故等に対処す

るための適切な措置が講じら

れるよう、次に掲げるもので

なければならない。 

一 重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員

がとどまることができるよ

う、適切な措置を講じたも

のであること。 

二 重大事故等に対処するた

めに必要な指示ができるよ

う、重大事故等に対処する

ために必要な情報を把握で

きる設備を設けたものであ

ること。 

三 発電用原子炉施設の内外

の通信連絡をする必要のあ

る場所と通信連絡を行うた

めに必要な設備を設けたも

のであること。 

重大事故等が発生した場

合においても，緊急時対策

所により，当該重大事故等

に対処するための適切な

措置を講じることができ

るようにしている。 

2 緊急時対策所は、重大事故

等に対処するために必要な数

の要員を収容することができ

るものでなければならない。 

― 
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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則第六十一条（緊急時対策所），実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則第七十六条（緊急時対策

所） 

～抜粋～ 

新規制基準の項目 適合状況 

1,2 【解釈】 

１ 第１項及び第２項の要件を

満たす緊急時対策所とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置を

行うための設備を備えたもの

をいう。 

e) 緊急時対策所の居住性

については、次の要件を満

たすものであること。 

① 想定する放射性物質の

放出量等は東京電力株式

会社福島第一原子力発電

所事故と同等とするこ

と。 

② プルーム通過時等に特

別な防護措置を講じる場

合を除き、対策要員は緊

急時対策所内でのマスク

の着用なしとして評価す

ること。 

③ 交代要員体制、安定ヨ

ウ素剤の服用、仮設設備

等を考慮してもよい。た

だし、その場合は、実施

のための体制を整備する

こと。 

④ 判断基準は、対策要員

の実効線量が７日間で

100mSv を超えないこと。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

の居住性については，「実用発電用

原子炉に係る重大事故時の制御室

及び緊急時対策所の居住性に係る

被ばく評価に関する審査ガイド」に

基づき評価し，対策要員の実効線量

が 7 日間で 100mSv を超えないこ

とを確認している（約 58mSv/7 日

間）。なお，想定する放射性物質の

放出量等は東京電力株式会社福島

第一原子力発電所事故と同等と想

定し，マスク着用なし，交替要員な

し及びヨウ素剤の服用なしとして

評価し た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその付属施設の位置，構造及び設備の基

準に関する規則第六十一条（緊急時対策所），実用発電用原子炉及

びその付属施設の技術基準に関する規則 第七十六条（緊急時対策

所） 

～抜粋～ 

新規制基準の項目 適合状況 

1,2 

【解釈】 

1 第1項及び第2項の要件を満た

す緊急時対策所とは,以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うため

の設備を備えたものをいう。 

ｅ）緊急時対策所の居住性に

ついては,次の要件を満た

すものであること。 

① 想定する放射性物質の放

出量等は東京電力株式会

社福島第一原子力発電所

事故と同等とすること。 

 

② プルーム通過時等に特別

な防護措置を講じる場合

を除き,対策要員は緊急時

対策所内でのマスクの着

用なしとして評価するこ

と。 

③ 交代要員体制,安定ヨウ

素剤の服用,仮設設備等を

考慮してもよい。ただし,

その場合は,実施のための

体制を整備すること。 

④ 判断基準は,対策要員の

実 効 線 量 が 7 日 間 で

100mSvを超えないこと。 

 

緊急時対策所の居住性につ

いては,実用発電用原子炉に

係る重大事故時の制御室及び

緊急時対策所の居住性に係る

被ばく評価に関する審査ガイ

ドに基づき評価した。結果,

対策要員の実効線量が 7 日間

で 100mSv を超えないことを

確認している（約 35mSv／7日

間）。なお,想定する放射性物

質の放出量等は東京電力ホー

ルディングス株式会社福島第

一原子力発電所事故と同等と

想定し,マスクの着用なし,交

替要員体制なし及び安定ヨウ

素剤の服用なしとして評価し

た。 

 

 

 

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基

準に関する規則第六十一条（緊急時対策所），実用発電用原子炉及

びその附属施設の技術基準に関する規則 第七十六条（緊急時対策

所） 

～抜粋～ 

新規制基準の項目 適合状況 

1,2 【解釈】 

1 第 1項及び第 2項の要件を

満たす緊急時対策所とは、

以下に掲げる措置又はこれ

らと同等以上の効果を有す

る措置を行うための設備を

備えたものをいう。 

 e) 緊急時対策所の居住性

については、次の要件を

満たすものであること。 

① 想定する放射性物質

の放出量等は東京電力

株式会社福島第一原子

力発電所事故と同等と

すること。 

② プルーム通過時等に

特別な防護措置を講じ

る場合を除き、対策要

員は緊急時対策所内で

のマスクの着用なしと

して評価すること。 

③ 交代要員体制、安定

ヨウ素剤の服用、仮設

設備等を考慮してもよ

い。ただし、その場合

は、実施のための体制

を整備すること。 

④ 判断基準は、対策要

員の実効線量が７日間

で 100mSv を超えない

こと。 

緊急時対策所の居住性について

は，「実用発電用原子炉に係る重大

事故時の制御室及び緊急時対策所

の居住性に係る被ばく評価に関す

る審査ガイド」に基づき評価し，対

策要員の実効線量が７日間で

100mSv を超えないことを確認して

いる（約 1.7mSv/７日間）。なお，

想定する放射性物質の放出量等は

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所事故と同等と想定し，マスク

着用なし，交代要員なし及びヨウ素

剤の服用なしとして評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 
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1.2 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価

について 

重大事故等時の 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所の居住性に

係る被ばく評価に当たっては，「実用発電用原子炉に係る重大事

故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関

する審査ガイド」（以下「審査ガイド」という。）に基づき評価

を行った。 

 

 

 

なお，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）と 5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）は同等の遮蔽性能及

び空調設備を有しているため，重大事故等の発生を想定する号

炉（6 号及び 7 号炉）に，より近接した 5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所（対策本部）を代表として評価を行った。 

 

（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の

解釈 第 76条抜粋） 

緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすものである

こと。 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第

一原子力発電所事故と同等とすること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対

策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしとして評価

すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮して

もよい。ただし、その場合は、実施のための体制を整備する

こと。 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が７日間で 100mSv を超え

ないこと。 

 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の対策要員の被

ばく評価の結果，実効線量は 7 日間で約 58mSv であり，対策要

員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないことを確認した。 

 

 

 

2. 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について 

   

設計基準事故を超える事故時の緊急時対策所の居住性評価

に当たっては，「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室

及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガ

イド」（以下「審査ガイド」という）に基づき，評価を行った。

審査ガイドへの適合状況について添付資料 10に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  緊急時対策所の対策要員の被ばく評価の結果，実効線量で約

35mSv／7 日間であり，対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv

を超えないことを確認した。 

 

 

 

２. 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価について 

 

重大事故当時の緊急時対策所の居住性評価に係る被ばく評価

に当たっては，「実用発電用原子炉に係る重大事故時の制御室及

び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に関する審査ガイ

ド」（以下，「審査ガイド」という）に基づき評価を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の

解釈 第 76 条抜粋） 

緊急時対策所の居住性については、次の要件を満たすものである

こと 

① 想定する放射性物質の放出量等は東京電力株式会社福島第

一原子力発電所事故と同等とすること。 

② プルーム通過時等に特別な防護措置を講じる場合を除き、対

策要員は緊急時対策所内でのマスクの着用なしとして評価

すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素剤の服用、仮設設備等を考慮して

もよい。ただし、その場合は、実施のための体制を整備する

こと。 

④ 判断基準は、対策要員の実効線量が７日間で 100mSv を超え

ないこと。 

 

 

緊急時対策所の対策要員の被ばく評価の結果，実効線量は７

日間で約 1.7mSvであり，対策要員の実効線量が７日間で 100mSv

を超えないことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・島根２号炉は添付資料

13 に記載 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

①の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 
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（1） 想定する事象

想定する事象は，「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事

故と同等」とした。なお，想定する放射性物質等に関しては審

査ガイドに基づき評価を行った。 

（2） 大気中への放出量

大気中へ放出される放射性物質の量は，柏崎刈羽原子力発電

所 6号及び 7号炉の発災を想定し評価した。なお，放出時期及

び放射性物質の放出割合は審査ガイドに従った。評価に用いた

放出放射能量を表 1-1 に示す。 

表 1-1 大気中への放出放射能量（gross 値） 

核種類 
放出放射能量[Bq] 

6 号及び 7 号炉の和 

希ガス類 約 1.8×1019

よう素類 約 6.3×1017

Cs 類 約 5.6×1016

Te 類 約 1.6×1017

Ba 類 約 6.1×1015

Ru 類 約 2.8×1010

Ce 類 約 1.9×1014

La 類 約 2.8×1013

(1) 想定する事象

想定する事象については，「東京電力ホールディングス株式

会社福島第一原子力発電所事故と同等」とした。なお，想定

する放射性物質等に関しては，審査ガイドに基づき評価を行

った。 

(2) 大気中への放出量

大気中へ放出される放射性物質の量は，東海第二発電所が発

災するものとし，放出時期及び放射性物質の放出割合は審査ガ

イドに従った。評価に用いた放出放射能量を第 1－1表に示す。

また，放出量評価条件については，添付資料 1 第 1－1－1 表に

示す。 

第 1－1表 大気中への放出量（gross値） 

核種グループ 放出放射能量（Bq） 

希ガス類 約 8.4×10１８ 

よう素類 約 2.9×10１７ 

Ｃｓ類 約 2.4×10１６ 

Ｔｅ類 約 7.1×10１６ 

Ｂａ類 約 2.6×10１５ 

Ｒｕ類 約 1.3×10１０ 

Ｃｅ類 約 8.7×10１３ 

Ｌａ類 約 1.2×10１３ 

(1) 想定する事象

想定する事象については，「東京電力株式会社福島第一原子力

発電所事故と同等」とした。なお，想定する放射性物質等に関

しては，審査ガイドに基づき評価を行った。 

(2) 大気中への放出量

大気中へ放出される放射性物質の量は，島根原子力発電所２

号炉の発災を想定し評価した。なお，放出時期及び放射性物質

の放出割合は審査ガイドに従った。評価に用いた放出放射能量

を表 1－1に示す。 

表 1－1 大気中への放出量（gross値） 

核種グループ 放出放射能量（Bq） 

希ガス類 約 6.3×1018 

よう素類 約 2.2×1017 

Ｃｓ類 約 1.8×1016 

Ｔｅ類 約 5.3×1016 

Ｂａ類 約 2.0×1015 

Ｒｕ類 約 1.0×1010 

Ｃｅ類 約 6.5×1013 

Ｌａ類 約 9.2×1012 

・評価結果の相違

【柏崎 6/7，東海第二】
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（3） 大気拡散の評価  

被ばく評価に用いる相対濃度と相対線量は，大気拡散の評価に

従い実効放出継続時間を基に計算した値を年間について小さいほ

うから順に並べて整理し，累積出現頻度 97%に当たる値を用いた。

評価においては，柏崎刈羽原子力発電所敷地内において観測した 

1985 年 10 月～1986 年 9 月の 1 年間における気象データを使

用した。 

相対濃度及び相対線量の評価結果を表 1-2 に示す。 

 

 

 

表 1-2 相対濃度及び相対線量 

評価対象 放出号炉 
相対濃度 

χ/Q[s/m3] 

相対線量 

D/Q[Gy/Bq] 

5号炉原子炉建屋

内緊急時対策所 

（対策本部） 

6 号炉 3.6×10-4 1.7×10-18 

7 号炉 9.8×10-5 8.1×10-19 
 

 (3) 大気拡散の評価 

   被ばく評価に用いる相対濃度及び相対線量は，大気拡散の

評価に従い実効放出継続時間を基に計算した値を，年間につ

いて小さい方から順に並べた累積出現頻度 97％に当たる値を

用いた。評価においては，2005年 4月～2006年 3月の 1年間

における気象データを使用した。気象データの代表性につい

ては，添付資料 2に示す。 

   相対濃度及び相対線量の評価結果は，第 1－2表に示すとお

りである。また，大気拡散評価条件については，添付資料 1

第 1－1－2表及び添付資料 3に示す。 

 

第 1-2表 相対濃度及び相対線量 

評価対象 
相対濃度 

χ／Ｑ（s／m３） 

相対線量 

Ｄ／Ｑ（Gy／Bq） 

緊急時対策所 約 1.1×10－４ 約 6.1×10－１９ 
 

(3) 大気拡散の評価 

被ばく評価に用いる相対濃度と相対線量は，大気拡散の評価に

従い実効放出継続時間を基に計算した値を，年間について小さい

方から順に並べた累積出現頻度 97％にあたる値を用いた。評価に

おいては，島根原子力発電所敷地内において観測した 2009年１月

～2009年 12月の１年間における気象データを使用した。 

相対濃度及び相対線量の評価結果を表 1－2に示す。 

 

 

 

 

表 1－2 相対濃度及び相対線量 

評価対象 
相対濃度 

χ／Q（s/m3） 

相対線量 

D／Q（Gy/Bq） 

緊急時対策所 7.2×10－５ 8.5×10－19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 
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・評価結果の相違 
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（4） 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に

係る被ばく評価 

被ばく評価に当たっては，対策要員は 7 日間 5 号炉原子炉建屋

内緊急時対策所（対策本部）に滞在するものとして実効線量を評

価した。 

考慮した被ばく経路と被ばく経路のイメージを図 1-1 及び図

1-2に示す。また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

の居住性に係る被ばく評価の主要条件を表 1-4 に，被ばく評価に

係る換気空調設備の概略図を図 1-3に示す。 

a.原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による 5 号炉原子炉

建屋内緊急時対策所（対策本部）内での被ばく（経路①）

事故期間中に原子炉建屋内に存在する放射性物質からの直接ガ

ンマ線及びスカイシャインガンマ線による 5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所（対策本部）内での外部被ばく は，原子炉建屋内の放

射性物質の積算線源強度，施設の位置，遮蔽構造，地形条件等を 踏

まえて評価した。 

直接ガンマ線については QAD-CGGP2Rコードを用い，スカイシャ

インガンマ線については ANISN コード及び G33-GP2R コードを用

いて評価した。 

b.放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による 5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策所（対策本部）内での被ばく（経路②）

放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による 5 号炉原子炉建

屋内緊急時対策所（対策本部）内での外部被ばくは，事故期間中

の大気中への放射性物質の放出量を基に，大気拡散効果と建屋に

よるガンマ線の遮蔽効果を踏まえて評価した。 

なお，遮蔽厚さとして，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）を囲む 6 面（天井面，床面，側面）のうちで最も薄い遮

蔽壁厚さを参照した。これにより，本被ばく経路の評価結果は，5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）に隣接する区画内に

浮遊する放射性物質からの影響を包含する。 

(5) 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価

   被ばく評価に当たっては，放射性物質の放出が事故発生後 24時

間から 34時間まで継続し，事故初期の放射性物質の影響が支配的

となることから 7 日間緊急時対策所に滞在するものとして実効線

量を評価した。考慮している被ばく経路は，第 1－1図に示す①～

④のとおりである。被ばく経路のイメージ図を第 1－2図に示す。

また，緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の主要条件を第 1

－4表に示す。 

ａ．原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線（直接ガンマ線及

びスカイシャインガンマ線）による緊急時対策所での外部被

ばく（経路①） 

事故期間中に原子炉建屋内に存在する放射性物質からの直接ガ

ンマ線及びスカイシャインガンマ線による緊急時対策所での対策

要員の外部被ばくは，前述(4)の方法で実効線量を評価した。評価

条件については，添付資料 1 第 1－1－6 表及び第 1－1－7 表に示

す。 

(4) 原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線評価

原子炉建屋内の放射性物質からの直接ガンマ線及びスカイシャ

インガンマ線による対策要員の実効線量は，施設の位置，建屋の

配置及び形状等から評価した。直接ガンマ線は点減衰核積分コー

ドＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒ，スカイシャインガンマ線は一次元輸送

計算コードＡＮＩＳＮ及び 1 回散乱計算コードＧ３３－ＧＰ２Ｒ

を用いて評価した。 

ｂ．大気中へ放出された放射性雲中の放射性物質からのガンマ線

（クラウドシャイン）による緊急時対策所での外部被ばく（経

路②） 

 大気中へ放出された放射性雲中の放射性物質からの，ガンマ線

による緊急時対策所での外部被ばくは，事故期間中の大気中への

放射性物質の放出量を基に，大気拡散効果と緊急時対策所の建屋

によるガンマ線の遮蔽効果を踏まえて対策要員の実効線量を評価

した。評価条件については，添付資料 1第 1－1－3表に示す。 

(4) 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価

被ばく評価に当たっては，対策要員は７日間緊急時対策所に滞

在するものとして実効線量を評価した。 

考慮した被ばく経路と被ばく経路のイメージを図 1－1及び図 1

－2 に示す。また，緊急時対策所の居住性評価に係る被ばく評価

の主要条件を表 1－4に，被ばく評価に係る換気設備の概略図を図

1－3に示す。 

ａ．原子炉建物内の放射性物質からのガンマ線による緊急時対策

所内での被ばく（経路①） 

事故期間中に原子炉建物内に存在する放射性物質からの，直接

ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による緊急時対策所内での

外部被ばくは，原子炉建物内の放射性物質の積算線源強度，施設

の位置，遮蔽構造，地形条件等を踏まえて評価した。 

直接ガンマ線についてはＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒコードを用い，

スカイシャインガンマ線についてはＡＮＩＳＮコード及びＧ33－

ＧＰ２Ｒコードを用いて評価した。 

ｂ．大気中へ放出された放射性雲中の放射性物質からのガンマ線

による緊急時対策所内での被ばく（経路②） 

大気中へ放出された放射性雲中の放射性物質からの，ガンマ線

による緊急時対策所内での外部被ばくは，事故期間中の大気中へ

の放射性物質の放出量を基に，大気拡散効果と建物によるガンマ

線の遮蔽効果を踏まえて評価した。 

なお，遮蔽厚さとして，緊急時対策所を囲む５面（天井面，側

面×４）のうちで最も薄い遮蔽壁厚さからコンクリート壁のマイ

ナス側許容公差を差し引いた値（コンクリート mm）を使用し

た。 

・設備及び評価モデルの

相違 
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島根２号炉の緊急時 

対策所は地上に直接設 
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c.外気から取り込まれた放射性物質による 5号炉原子炉建屋内緊

急時対策所（対策本部）内での被ばく（経路③） 

外気から 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）内に取

り込まれた放射性物質による被ばくは，5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（対策本部）内の放射性物質濃度を基に，放射性物質か

らのガンマ線による外部被ばく及び放射性物質の吸入摂取による

内部被ばくの和として評価した。なお，内部被ばくの評価に当た

っては，マスクの着用及びヨウ素剤の服用はないものとして評価

した。また，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）内の

放射性物質濃度の計算に当たっては，以下の(a).及び(b).の効果

を 考慮した。 

 

(a). 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧

化空調機による 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本

部）の陽圧化 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）を 5 号炉原子

炉建屋内緊急時対策所（対策本部）可搬型陽圧化空調機（以下

「可搬型陽圧化空調機」という。）により陽圧化することで，5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）へのフィルタを経

由しない外気の侵入を防止する効果を考慮した。 

 

(b).5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置

による 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の陽

圧化 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）を 5 号炉原子

炉建屋内緊急時対策所（対策本部）陽圧化装置（以下「陽圧化

装置」という。）により陽圧化することで，5号炉原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）への外気の侵入を防止する効果を考

慮した。 

 

d. 地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による 5 号炉原

子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）内での被ばく（経路④）  

 

地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による 5 号炉原子

炉建屋内緊急時対策所（対策本部）内での外部被ばくは，事故期

間中の大気中への放射性物質の放出量を基に，大気拡散効果，地

表面沈着効果及び建屋によるガンマ線の遮蔽効果を踏まえて評価

した。 

ｃ．外気から取り込まれた放射性物質による緊急時対策所での被

ばく（経路③） 

 事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の一部は，外気か

ら緊急時対策所に取り込まれる。緊急時対策所及び浄化エリアに

取り込まれた放射性物質のガンマ線による外部被ばく及び吸入摂

取による内部被ばくの和として実効線量を評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緊急時対策所及び浄化エリアの放射性物質濃度の計算に当たっ

ては，緊急時対策所加圧設備により緊急時対策所を正圧にするこ

とで，プルーム通過中及びプルーム通過後の 1 時間は，緊急時対

策所への放射性物質の侵入を防止する効果を考慮した。また，浄

化エリアは，換気設備により正圧にすることで，フィルタを通ら

ない外気の侵入を防止する効果を考慮した。なお，マスクの着用

なしとして評価した。評価条件については，添付資料 1第 1－1－

4表，第 1－1－8表及び第 1－1－9表に示す。 

 また，事象発生時の換気系の運転モードについて添付資料 7 に

示す。 

 

 

 

 

 

ｄ．大気中に放出され地表面に沈着した放射性物質からのガンマ

線（グランドシャイン）による緊急時対策所での外部被ばく

（経路④） 

 大気中へ放出され地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線

による緊急時対策所での外部被ばくは，事故期間中の大気中への

放射性物質の放出量を基に大気拡散効果，地表面沈着効果及び建

屋によるガンマ線の遮蔽効果を踏まえて対策要員の実効線量を評

価した。評価条件については，添付資料 1第 1－1－5表，添付資 

ｃ．外気から取り込まれた放射性物質による緊急時対策所内での

被ばく（経路③） 

外気から緊急時対策所内に取り込まれた放射性物質による被ば

くは，緊急時対策所内の放射性物質濃度を基に，放射性物質から

のガンマ線による外部被ばく及び放射性物質の吸入摂取による内

部被ばくの和として評価した。なお，内部被ばくの評価に当たっ

ては，マスクの着用及び安定ヨウ素剤の服用はないものとして評

価した。また，緊急時対策所内の放射性物質濃度の計算に当たっ

ては，以下の(a)及び(b)の効果を考慮した。 

 

 

 

(a) 緊急時対策所換気空調設備による緊急時対策所の正圧化 

 

 

緊急時対策所を緊急時対策所空気浄化送風機により正圧化す

ることで，緊急時対策所への緊急時対策所空気浄化フィルタユ

ニットを経由しない外気の侵入を防止する効果を考慮した。 

 

 

 

(b) 緊急時対策所正圧化装置による緊急時対策所の正圧化 

 

プルーム通過中に緊急時対策所を緊急時対策所正圧化装置に

より正圧化することで，緊急時対策所への外気の侵入を防止す

る効果を考慮した。 

 

 

 

 

ｄ．大気中に放出され地表面に沈着した放射性物質からのガンマ

線による緊急時対策所内での外部被ばく（経路④） 

 

大気中に放出され地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線

による緊急時対策所内での外部被ばくは，事故期間中の大気中へ

の放射性物質の放出量を基に，大気拡散効果，地表面沈着効果及

び建物によるガンマ線の遮蔽効果を踏まえて対策要員の実効線量

を評価した。 

置するため床面の遮蔽

は設置しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【東海第二】 

④の相違 
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（5） 被ばく評価結果

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の対策要員の被

ばく評価結果を表 1-3 に示す。対策要員の 7 日間の実効線量は約

58mSv となった。また，遮蔽モデル上のコンクリート厚を許容さ

れる施工誤差分だけ薄くした場合は，対策要員の 7 日間の実効線

量は約 66mSv となった。 

したがって，評価結果は判断基準の「対策要員の実効線量が 7

日間で 100mSvを超えないこと」を満足している。 

料 4及び添付資料 6に示す。 

(6) 被ばく評価結果

緊急時対策所の対策要員の被ばく評価結果は，第 1－3表に

示すとおり，実効線量で約 35mSv／7日間であり，実効線量が

7日間で 100mSvを超えないことを確認した。 

(5) 被ばく評価結果

緊急時対策所の対策要員の被ばく評価結果を表 1－3に示す。対

策要員の７日間の被ばく評価結果は，遮蔽モデル上のコンクリー

ト厚を許容されるマイナス側施工公差分だけ薄くした場合の実効

線量で約 1.7mSvとなった。 

したがって，評価結果は判断基準の「対策要員の実効線量が７

日間で 100mSvを超えないこと」を満足している。 

・島根２号炉は添付資料

８に記載 

・評価結果の相違

【柏崎 6/7，東海第二】
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表 1-3 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性

に係る被ばく評価結果 

被ばく経路 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（対策本部） 

7 日間での実効線量[mSv] 

6 号炉 7 号炉 合計 

室内 

作業 

時 

①原子炉建屋内の放射性

物質からのガンマ線に

よる5号炉原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本

部）内での被ばく

約 1.9×100 約 3.2×10-1 
約 2.3×100 

(約 2.9×100) 

②放射性雲中の放射性物

質からのガンマ線によ

る 5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本

部）内での被ばく

約 2.7×101 約 1.3×101 
約 4.1×101 

(約 4.6×101) 

③外気から取り込まれた

放射性物質による 5号炉

原子炉建屋内緊急時対

策所（対策本部）内での被

ばく

0.1 以下 

0.1 以下 

0.1 以下 

0.1 以下 

0.1 以下 

(0.1以下) 

（内訳）内部被ばく 

外部被ばく 0.1 以下 0.1 以下 

0.1 以下 

(0.1以下) 

0.1 以下 

(0.1以下) 

④地表面に沈着した放射

性物質からのガンマ線

による 5 号炉原子炉 建

屋内 緊 急時 対 策所（対

策本部）内での被ばく

約 1.2×101 約 3.1×100 
約 1.5×101 

(約 1.7×101) 

合計（①＋②＋③＋④） 約 4.1×101 約 1.7×101 
約 58 

(約 66) 

※1 括弧内：遮蔽モデル上のコンクリート厚を許容される

施工誤差分だけ薄くした場合の被ばく線量 

第 1－3表 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価結果 

被ばく経路 
実効線量 

（mSv） 

① 原子炉建屋の放射性物質からのガン

マ線（直接ガンマ線及びスカイシャ

インガンマ線）による緊急時対策所

での被ばく 

約 1.1×10－３ 

② 放射性雲中の放射性物質からのガン

マ線（クラウドシャイン）による緊

急時対策所での外部被ばく 

約 4.9×10－２ 

③外気から取り込まれた放射性物質に

よる緊急時対策所での被ばく
約 3.5×10１ 

（内訳）内部被ばく 

 外部被ばく 

（約 1.1×10１） 

（約 2.3×10１） 

④ 大気中に放出され地表面に沈着した

放射性物質からのガンマ線（グラン

ドシャイン）による緊急時対策所で

の外部被ばく

約 1.8×10－１ 

合計（①＋②＋③＋④） 約 35 

表 1－3 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価結果 

被ばく経路 

緊急時対策所 

実効線量 (mSv) 

２号炉 

室内 

作業

時 

①原子炉建物内の放射性物

質からのガンマ線による

緊急時対策所内での外部

被ばく

約 3.6×10－３ 

②放射性雲中の放射性物質

からのガンマ線による緊

急時対策所内での外部被

ばく

約 6.1×10－２ 

③外気から取り込まれた放

射性物質による緊急時対

策所内での被ばく

‐ 

④大気中に放出され地表面

に沈着した放射性物質か

らのガンマ線による緊急

時対策所内での外部被ば

く

約 1.6×100 

合計（①＋②＋③＋④） 約 1.7×100 

・評価結果の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

・評価条件の相違

【柏崎 6/7】 

⑨の相違
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図 1-1 被ばく経路（5号炉原子炉建屋内緊急時対策所 

（対策本部）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1-2 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部） 

の対策要員の被ばく経路イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－1図 被ばく経路 

 

 

 

 

 

第 1－2図 緊急時対策所の対策要員の被ばく経路イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－1 被ばく経路（緊急時対策所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1－2 緊急時対策所の対策要員の被ばく経路イメージ図 
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表 1-4 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の 

居住性に係る被ばく評価の主要条件 

 

項目 評価条件 

 

放出量評

価 

発災プラント 6号及び 7号炉 

ソースターム 福島第一原子力発電所事故と同等 

 

大気拡散

条 

放出継続時間 10時間 

放出源高さ 地上放出 

気象データ 
1985.10～1986.9 の 1年間の気象

データ 

着目方位 
6号炉：4方位（NNW,N,NNE,NE） 

7号炉：2方位(N,NNE) 

建屋巻き込み 巻込みを考慮 

累積出現頻度 小さい方から 97% 

重ね合わせ 
号炉ごとに評価し被ばく線量を足

し合わせる 

防護措置 

事故発生からの経過

時間[h] 
0～24 24～34 34～168 

可搬型陽圧化空調機 

による陽圧化 
加圧 － 加圧 

陽圧化装置 

による陽圧化 
－ 加圧 － 

マスクの着用 考慮しない 

ヨウ素剤の服用 考慮しない 

要員の交替 考慮しない 

結果 合計線量（7 日間） 約 58mSv(約 66mSv)※1 

※1 括弧内：遮蔽モデル上のコンクリート厚を許容される施工誤差
分だけ薄くした場合の被ばく線量 

 

 

図 1-3 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の

被ばく評価に係る 換気空調設備の概略図（陽圧

化装置による陽圧化時） 

 

第 1－4表 緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価の主要条件 

 

 

 

 

 

 

 

表 1－4 緊急時対策所の居住性評価に係る被ばく評価の主要条件 

 

 

項目 評価条件 

放出量

評価 

発災プラント ２号炉 

ソースターム 
福島第一原子力発電所事故と同

等 

大気拡

散 

条件 

放出継続時間 10時間 

放出源高さ 地上放出 

気象 
2009.１～2009.12の１年間の気

象データ 

着目方位 ２方位(Ｅ，ＥＳＥ) 

建物巻き込み 巻き込みを考慮 

累積出現頻度 小さい方から 97％ 

防護措

置 

時間[h] ０～24 24～34 34～168 

緊急時対策所空

気浄化送風機に

よる正圧化 

加圧 － 加圧 

緊急時対策所正

圧化装置による

正圧化 

― 加圧 ― 

マスク 着用なし 

要員交代，ヨウ素

剤 
考慮しない 

結果 
合計線量（７日

間） 
約 1.7mSv※1 

※１ 遮蔽モデル上のコンクリート厚を許容される施工公差分だ

け薄くした場合の被ばく線量 

 

図 1-3 緊急時対策所換気空調設備 系統概略図 

（プルーム通過中：緊急時対策所正圧化装置による正圧化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，代表性

の確認された 2009 年の

気象データを用いる 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はプルー

ム通過中空気ボンベの

みで緊急時対策所内を

加圧する。 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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添付資料１ 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に係る 

被ばく評価条件 

表添 1-1-1 大気中への放出放射能量評価条件（1/2） 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの記載 

発災プラン

ト 
6号及び 7号炉 

運 転号炉を 

想定。 

号炉ごとに

評価し被ば

く線量を足

し合わせた。 

4.2(3)h. 同じ敷地内に

複数の原子炉施設が設置

されている場合、全原子

炉施設について同時に事

故が起きたと想定して評

価を行うが、各原子炉施

設から被ばく経路別に個

別に評価を実施して、そ

の結果を合算することは

保守的な結果を与える。 

評価事象 

東京電力株式会社 

福島第一原子力発電

所事故と同等 

審査ガイド

に示された

とおり設定 

4.1(2)a.緊急時制御室又

は緊急時対策所の居住性

に係る被ばく評価では、

放射性物質の大気中への

放出割合が東京電 力株

式会社福島第一原子力発 

電所事故と同等と仮定し

た事 故に対して、放射性

物質の大気中への放出割

合及び炉心内蔵量から大

気中への放射性物質放出

量を計算する。 

炉心熱出力 3926MW 定格熱出力 － 

運転時間 1 サイクル：10000h 

(約 416 日) 

2 サイクル：20000h 

3 サイクル：30000h 

4 サイクル：40000h 

5 サイクル：50000h 

（平均燃焼度：約 

30GWd/t） 

1 サイクル 13 

ヶ月(395 日）

を考慮して，

燃料の最高

取出燃焼度

に余裕を持

たせ長めに

設定 

－ 

取替

炉心の

燃料 

装荷

割合 

1 サイクル：0.229（200 

体） 

2 サイクル：0.229（200 

体） 

3 サイクル：0.229（200 

体） 

4 サイクル：0.229（200 

体） 

5 サイクル：0.084（72 体） 

取替炉心の

燃料装荷割

合に基づき

設定 

－ 

 

 

 

添付資料 1 

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価条件 

 

第 1－1－1表 大気中への放出放射能量評価条件（1／2） 

 

添付資料１ 

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価条件 

 

表添 1－1－1 大気中への放出放射能量評価条件（１／２） 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの記

載 

発災プラ

ント 
島根原子力発電所２号炉 

運転号炉を

想定 

4.1(2)a. 緊急時

制御室又は緊急時

対策所の居住性に

係る被ばく評価で

は、放射性物質の

大気中への放出割

合が東京電力株式

会社福島第一原子

力発電所事故と同

等と仮定した事故

に対して、放射性

物質の大気中への

放出割合及び炉心

内蔵量から大気中

への放射性物質放

出量を計算する。 

評価事象 

東京電力株式会社 

福島第一原子力発電所事

故と同等 

審査ガイド

に示された

とおり設定 

炉心熱出

力 
2,436MW 定格熱出力 － 

運転時間 

１サイクル：10,000h(約

416日) 

２サイクル：20,000h 

３サイクル：30,000h 

４サイクル：40,000h 

５サイクル：50,000h 

１サイクル

13ヶ月（約

395 日）を

考慮して，

燃料の最高

取出燃焼度

に余裕を持

たせ長めに

設定 

－ 

取替炉心 

の燃料 

装荷割合 

１サイクル：0.229（200

体） 

２サイクル：0.229（200

体） 

３サイクル：0.229（200

体） 

４サイクル：0.229（200

体） 

５サイクル：0.084（72体） 

取替炉心の

燃料装荷割

合に基づき

設定 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・熱出力の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違 
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表添 1-1-1 大気中への放出放射能量評価条件（2/2） 

 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの

記載 

放射性

物質の

大気中

への放

出割合 

希ガス類：97% 

よう素類：2.78% 

Cs 類：2.13% 

Te 類：1.47% 

Ba 類：0.0264% 

Ru 類：7.53×10-8% 

Ce 類：1.51×10-4% 

La 類：3.87×10-5% 

審査ガイ

ドに示さ

れたとお 

り設定 

4.4（1）a.事故直前の炉

心内蔵量 に対 する 放

射性物 質の大気中へ

の放出割合は、原子炉格

納容器が破損したと

考えられる福島第一

原子力発電所事故並

みを想定する。 

希ガス類：97% 

ヨウ素類：2.78% 

（CsI：95%、無機ヨウ素：

4.85%、有機ヨウ素：

0.15%) 

(NUREG-1465 を参考に設

定） 

Cs 類：2.13% 

Te 類：1.47% 

Ba 類：0.0264% 

Ru 類：7.53×10-8% 

Ce 類：1.51×10-4% 

La 類：3.87×10-5% 

よう素の形

態 

粒子状よう素：95% 

無機よう素：4.85% 

有機よう素：0.15% 

同上 同上 

放出 

開始時刻 

事故発生から 

24 時間後 

審査ガイ

ドに 示さ

れたとお 

り設定 

4.4(4)a.放射性物

質の大気中への放出

開始時刻は、事故（原

子炉スクラム）発生 24 

時間後と仮定する。 

放出 

継続時間 
10 時間 同上 

4.4(4)a.放射性物

質の大気中 への放

出継続時間は、保守的

な 結果となるように

10時間と仮定する。 

事故の 

評価期間 
7 日 同上 

3.判断基準は、対策要

員の実効 線量が 7 日

間で 100mSv を超えな

いこと。 

 

 

 

第 1－1－1表 大気中への放出放射能量評価条件（2／2） 

 

 

 

表添 1－1－1 大気中への放出放射能量評価条件（２／２） 

 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの記載 

放射性物質

の大気中へ

の放出割合 

希ガス類：97％ 

よう素類：2.78％ 

Ｃｓ類：2.13％ 

Ｔｅ類：1.47％ 

Ｂａ類：0.0264％ 

Ｒｕ類：7.53×10－８％ 

Ｃｅ類：1.51×10－４％ 

Ｌａ類：3.87×10－５％ 

審査ガイ

ドに示さ

れたとお

り設定 

4.4(1)a.事故直前の炉

心内蔵量に対する放

射性物質の大気中へ

の放出割合は、原子炉

格納容器が破損した

と考えられる福島第

一原子力発電所事故

並みを想定する。 

希ガス類：97％ 

ヨウ素類：2.78％ 

（CsI：95％、無機ヨ

ウ素：4.85％、有機ヨ

ウ素：0.15％） 

(NUREG-1465 を参考に

設定） 

Cs 類：2.13％ 

Te 類：1.47％ 

Ba 類：0.0264％ 

Ru 類：7.53×10-8％ 

Ce類：1.51×10-4％ 

La類：3.87×10-5％ 

よう素の形

態 

粒子状よう素：95％ 

無機よう素：4.85％ 

有機よう素：0.15％ 

同上 同上 

放出 

開始時刻 
24時間後 同上 

4.4(4) a．放射性物質

の大気中への放出開

始時刻は、事故（原子

炉スクラム）発生 24 

時間後と仮定する。 

放出 

継続時間 
10時間 同上 

4.4(4) a．放射性物質

の大気中への放出継

続時間は、保守的な結

果となるように 10 時

間と仮定する。 

事故の 

評価期間 
７日間 同上 

3. 判断基準は、対策

要員の実効線量が 7日

間で 100mSv を超えな

いこと。 
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表添 1-1-2 大気中への放出放射能量 

 

核種類 
放出放射能量[Bq]（gross 値） 

6 号炉 7 号炉 合計 

希ガス類 約 8.8×1018 約 8.8×1018 約 1.8×1019 

よう素類 約 3.2×1017 約 3.2×1017 約 6.3×1017 

Cs 類 約 2.8×1016 約 2.8×1016 約 5.6×1016 

Te 類 約 7.8×1016 約 7.8×1016 約 1.6×1017 

Ba 類 約 3.1×1015 約 3.1×1015 約 6.1×1015 

Ru 類 約 1.4×1010 約 1.4×1010 約 2.8×1010 

Ce 類 約 9.7×1013 約 9.7×1013 約 1.9×1014 

La 類 約 1.4×1013 約 1.4×1013 約 2.8×1013 

 

表添 1-1-3 大気拡散評価条件（1/3） 

 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの記載 

大気拡散

評価モデ

ル 

ガウスプルーム

モデル 

審査ガイドに示さ

れたとおり設定 

4.2(2)a.放射性物質の

空気中濃度は、放出源

高さ及び気象条件に

応じて、空間濃度分布

が水平方向及び鉛直

方向ともに正規分布

になると仮定したガ

ウスプルームモデル

を適用して計算する。 

気象データ 

柏崎刈羽原子

力発電所にお

ける 1年間の気

象データ(1985 

年 10月～1986 

年 9月)（地上

約 10m） 

建屋影響を受ける

大気拡散評価を行

うため保守的に地

上風（地上約 10m）の

気象データを使用

審査ガイドに示さ

れたとおり，発電

所において観測さ

れた 1年間の気象デ

ータを使用（添付資

料 2参照） 

4.2(2)a.風向、風速、大

気安定度及び降雨の

観測項目を、現地に

おいて少なくとも 1年

間観測して得られた

気象資料を大気拡散

式に用いる。 

 

実効放出

継続時間 
10 時間 

審査ガイド

に示された

とおり設定 

4.2(2)c.相対濃度は、

短時間放出又は長時

間放出に応じて、毎時

刻の気象項目と実効

的な放出継続時間を

基に評価点ごとに計算

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1-1-2表 大気拡散条件（1／3） 

 
 

 

 

 

 

 

 

表添 1－1－2 大気中への放出放射能量 

 

核種グループ 放出放射能量（Bq） 

希ガス類 約 6.3×1018 

よう素類 約 2.2×1017 

Ｃｓ類 約 1.8×1016 

Ｔｅ類 約 5.3×1016 

Ｂａ類 約 2.0×1015 

Ｒｕ類 約 1.0×1010 

Ｃｅ類 約 6.5×1013 

Ｌａ類 約 9.2×1012 

 

 

表添 1－1－3 大気拡散条件（１／３） 

 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの記載 

大気拡散 

評価モデ

ル 

ガウスプルーム

モデル 

審査ガイドに示さ

れたとおり設定 

4.2(2) a．放射性物質

の空気中濃度は、放出

源高さ及び気象条件

に応じて、空間濃度分

布が水平方向及び鉛

直方向ともに正規分

布になると仮定した

ガウスプルームモデ

ルを適用して計算す

る。 

気象デー

タ 

島根原子力発電

所における１年

間の気象データ

（2009年１月～

2009年 12月） 

建物影響を受ける

大気拡散評価を行

うため保守的に地

上風（地上約 20m）

の気象データを使

用。審査ガイドに

示されたとおり発

電所において観測

された１年間の気

象データを使用

（添付資料 2 参

照） 

4.2(2) a. 風向、風速、

大気安定度及び降雨

の観測項目を、現地に

おいて少なくとも 1年

間観測して得られた

気象資料を大気拡散

式に用いる。 

実効放出 

継続時間 
10時間 

審査ガイドに示さ

れとおり設定 

4.2(2)c. 相 対 濃 度

は、短時間放出又は長

時間放出に応じて、毎

時刻の気象項目と実

効的な放出継続時間

を基に評価点ごとに

計算する。 

 

 

 

・評価結果及び申請号炉

数の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

評価に用いる気象デ

ータの相違 
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表添 1-1-3 大気拡散評価条件（2/3） 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの記

載 

放出源及び

放出源高さ 

放出源： 

6号炉原子炉建屋 

及び 7号炉原子炉

建屋 

 

放出源高さ：地上 0m 

 

放出エネルギーによ

る影響：未考慮 

審査ガイ

ドに示さ

れたとお

り設定 

4.4(4)b. 放 出 源

高さは、地上放出

を仮定する。放出

エネルギーは、保

守的な結果とな

るように考慮し

ないと仮定する。 

累積出現頻

度 

小さい方から累積

して 97% 

審査ガイド

に示された

とおり設定

（添付資料

３参照） 

4.2(2)c.評価点

の相対濃 

度又は相対線量

は、毎時 

刻 の 相 対 濃 度

又 は 相 対 線 量

を 年 間 に つ い

て 小 さ い 方 か

ら 累 積 し た 場

合、その累積出

現頻度が 97%に

当たる値とする。 

建屋巻き込

み 
考慮する 

放出点か

ら近距離

の建屋の

影響を受

けるため，

建屋によ

る巻き込

み現象を

考慮 

4.2(2)a. 原 子 炉

制御室／ 

緊急時制御室／

緊急時対策所の

居住性評価で特

徴的な放出点か

ら近距離の建屋

の影響を受ける

場合には、建屋

による巻き込み

現象を考慮した

大気拡散による

拡散パラメータ

を用いる。 

 

 

 

 

第 1-1-2表 大気拡散条件（1／3） 

 

 

 

 

 

第 1-1-2表 大気拡散条件（2／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－1－3 大気拡散条件（２／３） 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの記載 

放出源及

び放出源

高さ 

放出源： 

２号炉原子炉建

物南東端 

 

放出源高さ：地

上０m 

 

放出エネルギー

による影響：未

考慮 

 

審査ガイ

ドに示さ

れたとお

り設定 

 

4.4(4)b.放出源高さ

は、地上放出を仮定

する。放出エネルギ

ーは、保守的な結果

となるように考慮し

ないと仮定する。 

累積出現

頻度 

小さい方から 

累積して 97％ 

審査ガイ

ドに示さ

れたとお

り設定（添

付資料３

参照） 

4.2(2)c. 評価点の

相対濃度又は相対線

量は、毎時刻の相対

濃度又は相対線量を

年間について小さい

方から累積した場

合、その累積出現頻

度が97％に当たる値

とする。 

 

 

建物巻き

込み 
考慮する 

放出点か

ら近距離

の建物の

影響を受

けるため，

建物によ

る巻き込

み現象を

考慮 

4.2(2)a.原子炉制御

室／緊急時制御室／

緊急時対策所の居住

性評価で特徴的な放

出点から近距離の建

屋の影響を受ける場

合には、建屋による

巻き込み現象を考慮

した大気拡散による

拡散パラメータを用

いる。 
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表添 1-1-3 大気拡散評価条件（3/3） 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの記載 

 

巻き込みを

生じる代表

建屋 

 

6 号炉原子炉

建屋及び 7号

炉原子炉建屋 

放出源であ

り，巻き込

みの影響が

最も大きい

建屋として

設定 

4.2(2)b.巻き込みを生じる建屋

として、原子炉格納容器、原子

炉建屋、原子炉補助建屋、ター

ビン建屋、コントロール建屋及

び燃料取り扱い建屋等、原則と

して放出源の近隣に存在するす

べての建屋が対象となるが、巻

き込みの影響が最も大きいと考

えられる一つの建屋を代表建屋

とすることは、保守的な結果を与

える。 

放射性物質

濃度の評価

点 

5 号炉原子炉

建屋内緊急時

対策所 

（対策本部）中

心 

審査ガイド

に示された

とおり設定 

4.2(2)b.屋上面を代表とする場

合、例えば原子炉制御室／緊急

時制御室／緊急時対策所の中心

点を評価点とするのは妥当であ

る。 

着目方位 

6号炉：4方位 

（NNW,N,NNE,NE

） 

7号炉：2

方位

(N,NNE) 

 

 

審査ガイド

に示された

評価方法に

基づき設定

（添付資料

３参照） 

4.2(2)a.原子炉制御室／緊急時

制御室／緊急時対策所の居住性

に係る披ばく評価では、建屋の風

下後流側での広範囲に及ぶ乱流

混合域が顕著であることから、放

射性物質濃度を計算する当該着

目方位としては、放出源と評価点

とを結ぶラインが含まれる1方位

のみを対象とするのではなく、図

5に示すように、建屋の後流側の

拡がりの影響が評価点に及ぶ可

能性のある複数の方位を対象と

する。 

建屋投影面

積 
1931m2 

審査ガイド

に示された

とおり設定

風向に垂直

な投影面積

のうち最も

小さいもの 

4.2(2)b.風向に垂直な代表建屋の

投影面積を求め、放射性物質の濃

度を求めるために大気拡散式の入

力とする。 

形状係数 1/2 

「原子力発

電所中央制

御室の居住

性に係る被

ばく評価手

法について

（内規）」

に示された

とおり設定 

4.2(2)a.放射性物質の大気拡

散の詳細は、「原子力発電所

中央制御室の居住性に係る被

ば く評価手 法につい て（ 内

規）」による。 

 

 

第 1-1-2表 大気拡散条件（2／3） 

 

第 1－1－2表 大気拡散条件（3／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－1－3 大気拡散条件（３／３） 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの記載 

巻き込みを

生じる代表

建物 

２号炉原子

炉建物 

放 出 源 で あ

り，巻き込み

の影響が最も

大きい建物と

して選定 

4.2(2)b.巻き込みを生じる建

屋として、原子炉格納容器、

原子炉建屋、原子炉補助建屋、

タービン建屋、コントロ－ル

建屋及び燃料取り扱い建屋

等、原則として放出源の近隣

に存在するすべての建屋が対

象となるが、巻き込みの影響

が最も大きいと考えられる一

つの建屋を代表建屋とするこ

とは、保守的な結果を与える。 

放射性物質

濃度の評価

点 

緊急時対策

所中心 

審査ガイドに

示されたとお

り設定 

4.2(2)b.3) 屋上面を代表と

する場合、例えば原子炉制御

室／緊急時制御室／緊急時対

策所の中心点を評価点とする

のは妥当である。 

着目方位 

２方位 

（Ｅ，ＥＳ

Ｅ） 

 

審査ガイドに

示された評価

方法に基づき

設定（添付資

料３参照） 

4.2(2)a. 原子炉制御室／緊

急時制御室／緊急時対策所の

居住性に係る被ばく評価で

は、建屋の風下後流側での広

範囲に及ぶ乱流混合域が顕著

であることから、放射性物質

濃度を計算する当該着目方位

としては、放出源と評価点と

を結ぶラインが含まれる１方

位のみを対象とするのではな

く、図５に示すように、建屋

の後流側の拡がりの影響が評

価点に及ぶ可能性のある複数

の方位を対象とする。 

建物 

投影面積 
2,600m2 

審査ガイドに

示されたとお

り設定 

風向に垂直な

投影面積のう

ち最も小さい

もの 

4.2(2)b. 風向に垂直な代表

建屋の投影面積を求め、放射

性物質の濃度を求めるために

大気拡散式の入力とする。 

 

 

 

 

形状係数 １／２ 

「原子力発電

所中央制御室

の居住性にか

かる被ばく評

価手法につい

て（内規）」に

示されたとお

り設定 

4.2(2)a.放射性物質の大気拡

散の詳細は、「原子力発電所中

央制御室の居住性に係る被ば

く評価手法について（内規）」

による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の評価点

はガイド通り中心点と

している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違 
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表添 1-1-4 相対濃度（χ/Q）及び相対線量（D/Q） 

 

 

評価点 

 

放出点 

放出点から

評価点までの

距離[km] 

相対

濃度 

χ/Q[

s/m3] 

相対

線量

D/Q[G

y/Bq] 

5 号炉原子
炉建屋内
緊急時対
策所（対策
本部）中心 

6 号炉原
子炉建屋
中心 

0.146 3.6×10-4 1.7×10-18 

7 号炉原
子炉建屋
中心 

0.278 9.8×10-5 8.1×10-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－1－4 相対濃度（χ／Ｑ）及び相対線量（Ｄ／Ｑ） 

 

評価点 放出点 

放出点から

評価点まで

の距離[km] 

相対濃度 

χ／Q

（s/m3） 

相対線量 

D／Q

（Gy/Bq） 

緊急時対

策所 

中心 

２号炉原

子炉建物

南東端 

0.430 7.2×10－５ 8.5×10－19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 
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第 1－1－3表 クラウドシャインによる被ばくの評価条件 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は添付資

料７に記載 
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第 1－1－4表 緊急時対策所建屋内の放射性物質からのガンマ線

による被ばくの評価条件 

 

第 1－1－5表 グランドシャインの評価条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉では，添

付資料８に記載 
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表添 1-1-5 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価条件 

 

項目 評価条件 選定理由 
審査ガイドで

の記載 

線

源

強

度 

原子炉建

屋（内線源

強度分布 

 

放出された

放射性物質

が自由空間

容積に均一

に分布する

とし，事故後

7 日間の積算

線源強度を

計算 

審査ガイドに示されたと

おり設定 

4.4(5)a. 原 子

炉建屋内の放

射性物質は、自

由空間容積に

均一に分布す

るものとして、

事故後7日間の

積算線源強度

を計算する 

事故の評

価期間 
7日 同上 同上 

 

計

算

モ

デ

ル 

原子炉建

屋遮蔽厚

さ 
図添 1-1-1 の

とおり 

（評価点高さ） 

スカイシャ

インガンマ

線： 

天井高さ 

直接ガンマ

線： 

床 面 上

1.5m 

審査ガイドに示された評

価方法に基づき設定（コ

ンクリート厚の施工誤差

の影響については，添付

資料 13を参照） 

4.4(5)a. 原 子

炉建屋内の放

射性物質から

のスカイシャ

インガンマ線

及び直接ガン

マ線による外

部被ばく線量

は、積算線源強

度、施設の位

置、遮へい構造

及び地形条件

から計算する。 

5号炉原子

炉建屋内

緊急時対

策所（対策

本部）遮蔽

厚さ 

評価点 
線源となる建屋に近い壁

側を選定 
― 

 

 

 

評

価

コ 

|

ド 

直接ガンマ線： 

QAD-CGGP2R コード 

 

スカイシャインガンマ線： 

ANISN コード，G33-GP2R

コード 

直接ガンマ線の線量評価

に用いる QAD-CGGP2R コ

ードは三次元形状を，ス

カイシャインガンマ線の

線量評価に用いる ANISN

コード及び G33-GP2R コ

ードはそれぞれ一次元，

三次元形状を扱う遮蔽解

析コードであり，ガンマ

線の線量を計算すること

ができる。計算に必要な

主な条件は，線源条件，

遮蔽体条件であり，これ

らの条件が与えられれば

線量評価は可能である。

したがって，重大事故等

時における線量評価に適

用 可 能 で あ る 。

QAD-CGGP2Rコード，ANISN

コード及び G33-GP2R コ

ードはそれぞれ許認可で

の使用実績がある。 

― 

 

 

第 1－1－6表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の 

評価条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－1－5 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による

被ばく評価条件 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの

記載 

線
源
強
度 

原子炉建

物（二次

格 納 施

設）内線

源強度分

布 

放出された

放射性物質

が自由空間

容積に均一

に分布する

とし，事故

後７日間の

積算線源強

度を計算 

審査ガイドに示された

とおり設定 

4.4(5)a. 原 子

炉建屋内の放射

性物質は、自由

空間容積に均一

に分布するもの

として、事故後

７日間の積算線

源強度を計算す

る。 

事故の 

評価期間 
７日間 同上 同上 

計
算
モ
デ
ル 

原子炉建

物遮蔽厚

さ 

図添 1－1－

1，図添 1－1

－2 のとお

り（評価点

高さ）スカ

イシャイン

ガンマ線：

天井高さ 

 

直接ガンマ

線： 

床面上 2.8m 

審査ガイドに示された

評価方法に基づき設定

（遮蔽厚さは施工誤差

を差し引いて評価） 

4.4(5)a. 

・原子炉建屋内の

放射性物質から

のスカイシャイ

ンガンマ線及び

直接ガンマ線に

よる外部被ばく

線量は、積算線源

強度、施設の位

置、遮へい構造及

び地形条件から

計算する。 

緊急時対

策所遮蔽

厚さ 

評価点 
線源となる建物に近い

壁面を選定 

評
価
コ
ー
ド 

直接ガンマ線の線量評

価： 

ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒ 

 

スカイシャインガンマ

線の線量評価： 

ＡＮＩＳＮ及び 

Ｇ33－ＧＰ２Ｒ 

直接ガンマ線の線量評価

に用いるＱＡＤ－ＣＧＧ

Ｐ２Ｒは三次元形状を，ス

カイシャインガンマ線の

線量評価に用いるＡＮＩ

ＳＮ及びＧ33－ＧＰ２Ｒ

はそれぞれ一次元，三次元

形状を扱う遮蔽解析コー

ドであり，ガンマ線の線量

を計算することができる。

計算に必要な主な条件は，

線源条件，遮蔽体条件であ

り，これらの条件が与えら

れれば線量評価は可能で

ある。従って，設計基準事

故を超える事故における

線量評価に適用可能であ

る。ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２

Ｒ, ＡＮＩＳＮ及びＧ33

－ＧＰ２Ｒはそれぞれ許

認可での使用実績がある。 

4.1② 実験等を

基に検証され、

適用範囲が適切

なモデルを用い

る。 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 
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表添 1-1-6 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価に 

用いる原子炉建屋内の積算線源強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－1－7表 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の 

評価に用いる原子炉建屋内の積算線源強度※１ 

 

※1 ビルドアップ係数等については，代表エネルギ毎に評価し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－1－6 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の 

評価に用いる原子炉建物内の積算線源強度 

群 

エネル

ギ 

（MeV） 

積算線源強度

（photons） 
群 

エネル

ギ 

（MeV） 

積算線源強度

（photons） 

1 0.01 1.5×1022 22 1.5 1.1×1022 

2 0.02 1.6×1022 23 1.66 1.2×1021 

3 0.03 7.4×1022 24 2.0 2.5×1021 

4 0.045 3.8×1022 25 2.5 1.6×1021 

5 0.06 7.5×1021 26 3.0 7.8×1019 

6 0.07 5.0×1021 27 3.5 1.9×1017 

7 0.075 4.4×1021 28 4.0 1.9×1017 

8 0.1 2.2×1022 29 4.5 4.8×1011 

9 0.15 1.3×1022 30 5.0 4.8×1011 

10 0.2 3.3×1022 31 5.5 4.8×1011 

11 0.3 6.6×1022 32 6.0 4.8×1011 

12 0.4 9.7×1022 33 6.5 5.5×1010 

13 0.45 4.9×1022 34 7.0 5.5×1010 

14 0.51 6.9×1022 35 7.5 5.5×1010 

15 0.512 2.3×1021 36 8.0 5.5×1010 

16 0.6 1.1×1023 37 10.0 1.7×1010 

17 0.7 1.2×1023 38 12.0 8.4×10９ 

18 0.8 5.0×1022 39 14.0 0.0×10０ 

19 1.0 9.9×1022 40 20.0 0.0×10０ 

20 1.33 2.3×1022 41 30.0 0.0×10０ 

21 1.34 6.8×1020 42 50.0 0.0×10０ 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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第 1－1－1図 クラウドシャインによる被ばくの計算モデル 

 

 

 

第 1－1－2図 緊急時対策所建屋内の放射性物質からの 

ガンマ線による被ばくの計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は添付資

料８に記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は添付資

料６に記載 
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第 1－1－3図 グランドシャインによる被ばくの計算モデル 

（1／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は添付資料

４に記載 
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第 1－1－3図 グランドシャインによる被ばくの計算モデル 

（2／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は添付資料

４に記載 
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図添 1-1-1 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の 

評価モデル(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－1－4図 直接ガンマ線の計算モデル（1／5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－1－1 緊急時対策所の直接ガンマ線計算モデル（１／３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物及び緊急時対策所

の外壁を遮蔽評価に用

いている。 
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図添 1-1-1 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の 

評価モデル(2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－1－4図 直接ガンマ線の計算モデル（2／5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－1－1 緊急時対策所の直接ガンマ線計算モデル 

（２／３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価モデルの相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，原子炉

建物の最小壁厚さとな

る南側に緊急時対策所

があるものとして評価 
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第 1－1－4図 直接ガンマ線の計算モデル（3／5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－1－1 緊急時対策所の直接ガンマ線計算モデル 

（３／３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は緊急時

対策所の外壁を遮蔽評

価に用いている。評価点

の水平位置は最短距離

となる北壁中心位置，評

価点高さは緊急時対策

所内の高さの中心とし，

原子炉建物の最小壁厚

さの中心位置と合うよ

うに緊急時対策所の位

置を想定している 
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第 1－1－4図 直接ガンマ線の計算モデル（4／5） 
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第 1－1－4図 直接ガンマ線の計算モデル（5／5） 
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第 1－1－5図 直接ガンマ線の計算モデル 

（緊急時対策所－原子炉建屋） 
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図添 1-1-1 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の 

評価モデル(1/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－1－6図 スカイシャインガンマ線の計算モデル（1／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－1－2 緊急時対策所のスカイシャインガンマ線 

計算モデル（１／３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価モデルの相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，原子

炉建物屋上階の床のコ

ンクリート厚さが十分

厚く，下層階からの放射

線の影響が十分小さい

と考えられることから

スカイシャイン線の線

源領域として原子炉建

物屋上階のみを考慮す

る 
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図添 1-1-1 直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の 

評価モデル(2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

第 1－1－6図 スカイシャインガンマ線の計算モデル（2／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－1－2 緊急時対策所のスカイシャインガンマ線 

計算モデル（２／３） 

 

 

 

・評価モデルの相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，緊急時

対策所の遮蔽が最も薄

くなるような放射線の

入射角度となるように

原子炉建物の南側に緊

急時対策所があるもの

として評価 
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図添 1－1－2 緊急時対策所のスカイシャインガンマ線 

計算モデル（３／３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は緊急時

対策所の外壁を遮蔽評

価に用いている。評価点

の水平位置は最短距離

となる北壁中心位置，評

価点高さは緊急時対策

所天井面としている 
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第 1－1－8表 緊急時対策所換気設備条件（1／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載箇所の相違 

【東海第二】 

島根２号炉の緊急時

対策所の防護措置の評

価条件(１/２)及び同

(２／２)に記載 
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表添 1-1-7 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の 

防護措置の評価条件（1/2） 

 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの

記載 

空 気 ボ ン

ベ 陽 圧 化

装 置 の 空

気供給量 

0～24h： 

0m3/h 

24 ～ 34h ：

52m3/h 

34～168h： 

0m3/h 

 

 

運用を基に設定 

4.2(2)e.原子炉制

御室／緊急時制御

室／緊急時対策所

内への外気取入に

よる放射性物質の

取り込みについて

は、非常用換気空

調設備の設計及び

運転条件に従って

計算する。 

可 搬 型 陽

圧 化空調機

の風量 

0 ～ 24h ：

600m3/h 

24～34h： 

0m3/h 

34～168h： 

600m3/h 

同上 同上 

可 搬 型 陽

圧 化 空 調

機 の 高 性

能 粒 子 フ

ィ ル タ の

除去効率 

希ガス：0% 

無機よう素：0% 

有機よう素：0% 

エアロゾル粒

子：99.9% 

設計値を基に設定 

（添付資料 11参

照） 

4.2(1)a.ヨウ素類

及びエアロゾルの

フィルタ効率は、

使用条件での設計

値を基に設定す

る。なお、フィル

タ効率の設定に際

し、ヨウ素類の性

状を適切に考慮す

る。 

可 搬 型 陽

圧 化 空 調

機 の チ ャ

コール・フィ

ルタの除去

効率 

希ガス： 

0% 

無機よう素： 

99.9% 

有機よう素： 

99.9% 

エアロゾル粒子 

：0% 

同上 同上 

 

 

 

 

第 1－1－8表 緊急時対策所換気設備条件（2／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－1－7 緊急時対策所の防護措置の評価条件(１/２) 

 

 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの記載 

緊急時対

策所空気

浄化送風

機風量 

０ ～ 24h ：

1,500m3/h 

24～34h：0m3/h 

34 ～ 168h ：

1,500m3/h 

審査ガイドに

示されたとお

り設計値を設

定 

4.2(2)e.原子炉制御

室／緊急時制御室／

緊急時対策所内への

外気取入による放射

性物質の取り込みに

ついては、非常用換

気空調設備の設計及

び運転条件に従って

許算する。 

緊急時対

策所正圧

化装置の

空気供給

量 

０～24h：0m3/h 

24 ～ 34h ：

330m3/h 

34 ～ 168h ：

0m3/h 

同上 

同上 

緊急時対

策所空気

浄化フィ

ルタユニ

ットの高

性能粒子

フィルタ

の除去効

率 

希ガス： 

0％ 

無機よう素： 

0％ 

有機よう素： 

0％ 

エアロゾル粒

子： 

99.99% 

設計上期待で

きる値を設定 

4.2(1)a.ヨウ素類及

びエアロゾルのフィ

ルタ効率は、使用条

件での設計値を基に

設定する。なお、フ

ィルタ効率の設定に

際し、ヨウ素類の性

状を適切に考慮す

る。 

緊急時対

策所空気

浄化フィ

ルタユニ

ットのよ

う素用チ

ャコール

フィルタ

の除去効

率 

希ガス：0％ 

無機よう素： 

99.99％ 

有機よう素： 

99.75％ 

エアロゾル粒

子： 

0% 

同上 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

③及び⑧の相違 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7,東海第二】 

③及び⑧の相違 
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項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの

記載 

 

5 号炉原子

炉建屋内 緊

急 時 対 策

所（対策本

部）への外

気 の 直 接

流入量 

0～168h：0m3/h 

重大事故等時に

は，陽圧化装置又

は可搬型陽圧化

空調機により 5号

炉原子炉建屋内

緊急時対策所（対

策本部）を陽圧化

し，フィルタを経

由しない外気の

流入を防止でき

る設定としてい

る。 

 

4.2(l)b.既設の

場合で 

は、空気流入率

は、空気流入率測

定試験結果を 

基に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－1－8表 緊急時対策所換気設備条件（2／3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの記載 

緊急時対

策所への

空気流入

率 

０回/h 

【 0～ 24h,34h

～168h】 

緊急時対策所

空気浄化送風

機により，緊急

時対策所内は

正圧化されて

いるため，空気

流入はない。 

【24h～34h】 

緊急時対策所

正圧化装置に

より，緊急時対

策所内は正圧

化されている

ため，空気流入

はない。 

4.2(1)b． 新設の場

合では、空気流入率

は、設計値を基に設

定する。（なお、原子

炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所

設置後、設定値の妥

当性を空気流入率測

定試験によって確認

する。） 
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表添 1-1-7  5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の 

防護措置の評価条件（2/2） 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの

記載 

5 号炉原子

炉建屋内緊

急時対策所

（ 対 策 本

部）の空調

バウンダリ

体積 

610m3 設計値を基に設定 

4.2(2)e.原子炉制御

室／緊急時制御室／

緊急時対策所内に取

り込まれる放射性物

質の空気流入量は、

空気流入率及び原子

炉制御室／緊急時制

御室／緊急時対策所

バウンダリ体積（容

積）を用いて計算す

る。 

ガンマ線に

よる全身に

対する外部

被ばく線量

評価時の自

由体積 

610m3 同上 同上 

マスクの着用 未考慮 
保守的に考慮しな

いものとした 

3.プルーム通過時

等に特別な防護措

置を講じる場合を

除き、対策要員は緊

急時対策所内での

マスクの着用なし

として評価するこ

と。 

ヨウ素剤の服

用 
未考慮 

保守的に考慮しな

いものとした 

3.交代要員体制、安

定ヨウ素剤の服用、

仮設設備等を考慮

してもよい。ただし

その場合は、実施の

ための体制を整備

すること。 

要員の交替 未考慮 運用を基に設定 同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－1－8表 緊急時対策所換気設備条件（2／3） 

 

 
 

 

 

第 1－1－8表 緊急時対策所換気設備条件（3／3） 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－1－7 緊急時対策所の防護措置の評価条件(２/２) 

 

項目 評価条件 選定理由 審査ガイドでの記載 

外部ガンマ

線による全

身に対する

線量評価時

の自由体積 

正圧化バウ

ンダリ体 

積：2,150m3 

審査ガイド

に示された

とおり設定 

4.2(2)e. 原子炉制御

室／緊急時制御室／

緊急時対策所内に取

り込まれる放射性物

質の空気流入量は、空

気流入率及び原子炉

制御室／緊急時制御

室／緊急時対策所バ

ウンダリ体積（容積）

を用いて計算する。 

マスクに

よる防護

係数 

考慮しない 

保守的に考

慮しない 

ものとした 

3. プルーム通過時等

に特別な防護措置を

講じる場合を除き、対

策要員は緊急時対策

所内でのマスク着用

なしとして評価する

こと。 

ヨウ素剤

の服用 
考慮しない 

保守的に考

慮しない 

ものとした 

3. 交代要員体制、安

定ヨウ素剤の服用、仮

設設備等を考慮して

もよい。ただしその場

合は、実施のための体

制を整備すること。 

交代要員

の考慮 
考慮しない 

居住環境上

の被ばく低

減措置を優

先し，評価に

おける交代

を考慮しな

いものとし

た。 

同上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違によ

るバウンダリ体積の相

違 
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表添 1-1-8 線量換算係数及び地表面への沈着速度の条件 

 

項目 評価条件 選定理由 
審査ガイドで

の記載 

線

量

換

算

係

数 

成 人 実 効 線 量 換 算 係 数 使

用  

(主な核種を以下に示す) 

I-131：2.0×10-8Sv/Bq 

I-132：3.1×10-10Sv/Bq 

I-133：4.0×10-9Sv/Bq 

I-134：1.5×10-10Sv/Bq 

I-135：9.2×10-10Sv/Bq 

Cs-134：2.0×10-8Sv/Bq 

Cs-136：2.8×10-9Sv/Bq 

Cs-137：3.9×10-8Sv/Bq 

上記以外の核種は 

ICRP Publication71 び ICRP 

Publication72 に基づく 

ICRP 

Publication71 

及び 

ICRP 

Publication72 

に基づく 

－ 

呼 吸

率 
1.2m3/h 

ICRP 

Publication71 に

基づく成人活動

時の呼吸率を設

定 

－ 

地

表

面

へ

の

沈

着

速

度 

エアロゾル粒子：1.2cm/s 

無機よう素：1.2cm/s 

有機よう素：沈着なし※1 

希ガス：沈着なし 

※1 有機よう素はエアロゾ

ル粒子や無機よう素に比べ大

気中への放出割合及び地表面

への沈着速度が小さいことか

ら，地表面への沈着分からの

影響は無視できるものと考

え，評価対象外とした。 

線量目標値評価

指針（降水時にお

ける沈着率は乾

燥時の 2～3 倍大

きい）を参考に，

湿性沈着を考慮

して乾性沈着速

度(0.3cm/s)の 4

倍を設定。乾性沈

着速度は 

NUREG/CR-4551Vo

l.2※2 

より設定。（添付

資料 4 及び添付

資料 5 を参照） 

4.2.(2)d.放射

性物質の地表

面への沈着評

価では、地表面

への乾性沈着

及び降雨によ

る湿性沈着を

考慮して地表

面沈着濃度を

計算する。 

 
※2 NUREG/CR-4551 Vol.2 “Evaluation of Severe Accident 

Risks: Quantification of Major Input Parameters” 

 

 

第 1－1－9表 線量換算係数，呼吸率及び地表面への 

沈着速度の条件 

 

 

※１： NUREG／CR 4551 Vol.2“Evaluation of Severe Accident 

Risks：Quantification of Major Input Parameters” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－1－8 線量換算係数及び地表面への沈着速度の条件 

 

項目 評価条件 選定理由 
審査ガイド

での記載 

線量換算

係数 

成人実効線量換算係数使用(主な

核種を以下に示す) 

Ｉ‐131：2.0×10－８ Sv/Bq 

Ｉ‐132：3.1×10－10 Sv/Bq 

Ｉ‐133：4.0×10－９ Sv/Bq 

Ｉ‐134：1.5×10－10 Sv/Bq 

Ｉ‐135：9.2×10－10 Sv/Bq 

Cs‐134：2.0×10－８ Sv/Bq 

Cs‐136：2.8×10－９ Sv/Bq 

Cs‐137：3.9×10－８ Sv/Bq 

上記以外の核種は 

ICRP Publication71 及び 

ICRP Publication72 に基づく 

ICRP 

Publication71 

及び 

ICRP 

Publication72 

に基づく 

－ 

呼吸率 1.2m3/h 

ICRP 

Publication71 

に基づく成人 

活動時の呼吸 

率を設定 

－ 

地表面へ

の沈着速

度 

エアロゾル粒子：1.2cm/s 

無機よう素：1.2cm/s 

有機よう素：沈着なし※１ 

希ガス：沈着なし 

※１ 有機よう素はエアロゾル

粒子や無機よう素に比べ大気中

への放出割合及び地表面への沈

着速度が小さいことから，地表面

への沈着分からの影響は無視で

きるものと考え，評価対象外とし

た。 

線量目標値評価

指針（降水時に

おける沈着率は

乾燥時の２～３

倍大きい）を参

考に，湿性沈着

を考慮して乾性

沈 着 速 度

(0.3cm/s) の ４ 

倍を設定。 

乾性沈着速度は

ＮＵＲＥＧ／Ｃ

Ｒ－4551 Vol.2

※２より設定 

4.2(2) d．放

射性物質の

地表面への

沈着評価で

は、地表面へ

の乾性沈着

及び降雨に

よる湿性沈

着を考慮し

て地表面沈

着濃度を計

算する。 

※２：NUREG/CR－4551 Vol.2 “Evaluation of Severe Accident 

Risks : Quantification of Major Input Parameters” 
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添付資料 2 

 

被ばく評価に用いた気象資料の代表性について 

 

 

柏崎刈羽原子力発電所敷地内において観測した 1985年 10月か

ら1986年9月までの１年間の気象データを用いて評価を行うに当

たり，当該１年間の気象データが長期間の気象状態を代表してい

るかどうかの検討をＦ分布検定により実施した。 

以下に検定方法及び検討結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 2 

 

被ばく評価に用いた気象資料の代表性 

 

1．はじめに 

新規制基準適合性に係る設置変更許可申請に当たっては，東海

第二発電所敷地内で 2005年度に観測された風向，風速等を用い

て線量評価を行っている。本補足資料では，2005年度の気象デ

ータを用いて線量評価することの妥当性について説明する。 

 

2．設置変更許可申請において 2005年度の気象データを用いた理 

  由 

新規制基準適合性に係る設置変更許可申請に当り，添付書類十

に新たに追加された炉心損傷防止対策の有効性評価で，格納容器

圧力逃がし装置を使用する場合の敷地境界における実効線量の

評価が必要となった。その際，添付書類六に記載している 1981

年度の気象データの代表性について，申請準備時点の最新気象デ

ータを用いて確認したところ，代表性が確認できなかった。この

ため，平常時線量評価用の風洞実験結果（原子炉熱出力向上の検

討の一環で準備）※が整備されている 2005 年度の気象データにつ

いて，申請時点での最新気象データにて代表性を確認した上で，

安全解析に用いる気象条件として適用することにした。これに伴

い，添付書類九（通常運転時の線量評価），添付書類十（設計基

準事故時の線量評価）の安全解析にも適用し，評価を見直すこと

とした(補足 1参照)。 

※：線量評価には「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指

針」（以下，気象指針という。）に基づき統計処理された気象

データを用いる。また，気象データのほかに放射性物質の放

出量，排気筒高さ等のプラントデータ，評価点までの距離，

排気筒有効高さ（風洞実験結果）等のデータが必要となる。 

風洞実験は平常時，事故時の放出源高さで平地実験，模型

実験を行い排気筒の有効高さを求めている。平常時の放出源

高さの設定に当たっては，吹上げ高さを考慮しており，吹上

げ高さの計算に 2005年度の気象データ（風向別風速逆数の平

均）を用いている。 

これは，2011年 3月以前，東海第二発電所において，次の

ように 2005年度の気象データを用いて原子炉熱出力の向上

 

添付資料２ 

 

被ばく評価に用いた気象資料の代表性 

 

 

島根原子力発電所敷地内において観測した 2009 年１月から

2009 年 12 月までの１年間の気象データを用いて評価を行うに当

たり，当該１年間の気象データが長期間の気象状態を代表してい

るかどうかの検討をＦ分布検定により実施した。 

以下に検定方法及び検定結果を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は代表の

確認された 2009 年の気

象データを用いる 

・申請書気象データの相

違 

【東海第二】 

島根２号炉は，2013

年 12 月の設置変更許可

申請時点において，気象

データの代表性が確認

できていたため，評価に

用いる気象データを変

更していない。 
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について検討していたことによる。 

原子炉熱出力向上に伴い添付書類九の通常運転時の線量評

価条件が変更になること（主蒸気流量の 5％増による冷却材

中のよう素濃度減少により，換気系からの気体状よう素放出

量の減少等，補足 2参照），また，南南東方向（常陸那珂火力

発電所方向），北東方向（海岸方向）の線量評価地点の追加も

必要であったことから，中立の大気安定度の気流条件での風

洞実験を新たに規定した「（社）日本原子力学会標準 発電用

原子炉施設の安全解析における放出源の有効高さを求めるた

めの風洞実験実施基準：2003」に基づき，使用済燃料乾式貯

蔵建屋，固体廃棄物作業建屋等の当初の風洞実験（1982年）

以降に増設された建屋も反映し，2005年度の気象データを用

いて風洞実験(補足 3参照)を実施した。 

東海第二発電所の添付書類九では，廃止措置中の東海発電

所についても通常運転状態を仮定した線量評価を行ってい

る。この評価においては，1981年度と 2005年度の気象デー

タから吹上げ高さを加えて評価した放出源高さの差異が，人

の居住を考慮した線量評価点のうち線量が最大となる評価点

に向かう風向を含む主要風向において僅かであったため，従

来の風洞実験(1982年)の結果による有効高さを用いることに

した(補足 4参照)。 

 

3．2005年度の気象データを用いて線量評価することの妥当性 

  線量評価に用いる気象データについては，気象指針に従い統計

処理された 1年間の気象データを使用している。気象指針（参考

参照）では，その年の気象がとくに異常であるか否かを最寄の気

象官署の気象資料を用いて調査することが望ましいとしている。 

  以上のことから，2005年度の気象データを用いることの妥当

性を最新の気象データと比較し，以下の(1)(2)について確認す

る。 

(1)想定事故時の線量計算に用いる相対濃度 

(2)異常年検定 

 

4．想定事故時の線量計算に用いる相対濃度と異常年検定の評価結 

 果 

（1）想定事故時の線量計算に用いる相対濃度の最新の気象との比 

  較 

想定事故時の線量計算に用いる相対濃度について，線量評価に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請書気象データの相

違 

【東海第二】 

島根２号炉は，2013

年 12 月の設置変更許可

申請時点において，気象

データの代表性が確認

できていたため，評価に

用いる気象データを変

更していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，異常年

検定により気象の代表

性を確認 
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1. 検定方法 

(1) 検定に用いた観測データ 

気象資料の代表性を確認するに当たっては，通常は被ばく評価

上重要な排気筒高風を用いて検定するものの，被ばく評価では保

守的に地上風を使用することもあることから，排気筒高さ付近を

代表する標高 85ｍの観測データに加え，参考として標高 20ｍの

観測データを用いて検定を行った。 

(2) データ統計期間 

統計年：2004 年 04 月～2013 年 03 月 

検定年：1985 年 10 月～1986 年 09 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 検定方法 

不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手順に従って検定を

行った。 

2.検定結果 

検定の結果，排気筒高さ付近を代表する標高 85ｍの観測デー

タについては，有意水準 5%で棄却されたのは 3 項目（風向：E，

SSE，風速階級：5.5～6.4m/s）であった。 

棄却された 3 項目のうち，風向（E，SSE）についてはいずれ

も海側に向かう風である こと及び風速（5.5～6.4m/s）について

用いる気象（2005年度）と最新の気象（2015 年度）との比較を行

った。その結果，2005年度気象での相対濃度※は 2.01×10－６s／

m３，2015年度気象では 2.04×10－６s／m３である。2005年度に対

し 2015年度の相対濃度は約 1％の増加（気象指針に記載の相対濃

度の年変動の範囲 30％以内）であり，2005年度の気象データに特

異性はない。 

※：排気筒放出における各方位の 1時間毎の気象データを用

いた年間の相対濃度を小さい方から累積し，その累積頻

度が 97％に当たる相対濃度を算出し，各方位の最大値

を比較 

（2）異常年検定 

a．検定に用いた観測記録 

検定に用いた観測記録は第 1－2－1表のとおりである。 

なお，参考として，最寄の気象官署（水戸地方気象台，

小名浜特別地域気象観測所）の観測記録についても使用し

た。 

第 1－2－1表 検定に用いた観測記録 

 

※1：2006年度は気象データの欠測率が高いため統計年から除外 

※2：敷地内観測地点地上 81mは東海発電所の排気筒付近のデー

タであるが，気象の特異性を確認するため評価 

 

b．検定方法 

不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手順により異

常年検定を行った（補足 5参照）。 

c．検定結果（①～⑯ 棄却検定表参照） 

検定結果は第 1－2－2表のとおりであり，最新の気象デ

ータ（2004年 4月～2016年 3月）を用いた場合でも，有

意水準（危険率）5％での棄却数は少なく，有意な増加は

ない。また，最寄の気象官署の気象データにおいても，有

意水準（危険率）5％での棄却数は少なく，2005年度の気

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１． 検定方法 

ａ．検定に用いた観測データ 

気象資料の代表性を確認するに当たっては，通常は被ばく評価上

重要な排気筒高所風を用いて検定するものの，本居住性評価では

保守的に地上風を使用することから，排気筒高さ付近を代表する

標高 130ｍの観測データに加え，参考として標高 28.5ｍの観測デ

ータを用いて検定を行った。 

ｂ．データ統計期間 

統計年：2008年１月～2018年 12月 

検定年：2009年１月～2009年 12月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．検定方法 

不良標本の棄却検定に関するＦ分布検定の手順に従って検定

を行った。 

２．検定結果 

検定結果は表添 1－2－1 のとおりである。検定の結果，排気

筒高さ付近を代表する標高 130m及び標高 28.5mの観測データに

ついては，有意水準５％で棄却された項目は無かった（０項目）

ことから，評価に使用している気象データは，長期間の気象状

態を代表しているものと判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，代表性

の確認された 2009 年の

気象データを使用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検定結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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は，棄却限界をわずかに超えた程度であることから，評価に使用

している気象データは，長期間の気象状態を代表しているものと

判断した。 

なお，標高 20ｍの観測データについては，有意水準 5%で棄却

されたのは 11 項目であ ったものの，排気筒高さ付近を代表す

る標高 85ｍの観測データにより代表性は確認できていることか

ら，当該データの使用には特段の問題はないものと判断した。 

検定結果を表添 1-2-1 から表添 1-2-4 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

象データは異常年とは判断されない。 

 

第 1－2－2表 検定結果 

 

※1：①：2001年 4月～2013年 3月（申請時最新 10年の気象デ

ータ） 

②：2004年 4月～2016年 3月（最新 10年の気象データ） 

2006年度は気象データの欠測率が高いため統計年から除外 

※2：敷地内観測地点地上 81mは東海発電所の排気筒付近のデー

タであるが，気象の特異性を確認するため評価 

 

 

5．異常年検定による棄却項目の線量評価に与える影響 

  異常年検定については，風向別出現頻度 17項目，風速階級別

出現頻度 10項目についてそれぞれ検定を行っている。 

線量評価に用いる気象（2005年度）を最新の気象データ（2004

年 4月～2016年 3月）にて検定した結果，最大の棄却数は地上

高 140mの観測地点で 27項目中 4個であった。棄却された項目に

ついて着目すると，棄却された項目は全て風向別出現頻度であ

り，その方位はＥＮＥ，Ｅ，ＥＳＥ，ＳＳＷである。 

ここで，最新の気象データを用いた場合の線量評価への影響を

確認するため，棄却された各風向の相対濃度について，2005年

度と 2015年度を第 1－2－3表のとおり比較した。 

ＥＮＥ，Ｅ，ＥＳＥについては 2005年度に対し 2015年度は

0.5～0.9倍程度の相対濃度となり，2005 年度での評価は保守的

な評価となっており，線量評価結果への影響を与えない。なお，

ＳＳＷについては 2005年度に対し 2015年度は約 1.1倍の相対濃

度とほぼ同等であり，また，ＳＳＷは頻度が比較的低く相対濃度

の最大方位とはならないため線量評価への影響はない。  

 

 

検定結果を表添 1－2－2から表添 1－2－5に示す。 

 

表添 1－2－1 検定結果 
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第 1－2－3表 棄却された各風向の相対濃度の比較結果 

 
※：燃料集合体落下事故を想定した排気筒放出における，各

方位の 1時間毎の気象データを用いた年間の相対濃度を小さ

い方から累積し，その累積頻度が 97％に当たる相対濃度を算

出 

 

 

6．結 論 

2005年度の気象データを用いることの妥当性を最新の気象デ

ータとの比較により評価した結果は以下のとおり。 

(1)想定事故時の線量計算に用いる相対濃度について，線量評

価に用いる気象（2005年度）と最新の気象（2015年度）

での計算結果について比較を行った結果，気象指針に記載

されている相対濃度の年変動（30％以内）の範囲に収まり，

2005年度の気象データに特異性はない。 

(2)2005年度の気象データについて申請時の最新気象データ

（2001年 4月～2013年 3月）及び最新気象データ（2004

年 4月～2016年 3月）で異常年検定を行った結果，棄却数

は少なく，有意な増加はない。また，気象指針にて調査す

ることが推奨されている最寄の気象官署の気象データにお

いても，2005年度の気象データは棄却数は少なく，異常年

とは判断されない。 

(3)異常年検定にて棄却された風向の相対濃度については，最

新気象データと比べて保守的，あるいは，ほぼ同等となっ

ており，線量評価結果への影響を与えない。 

以上より，2005年度の気象データを線量評価に用いること

は妥当である。 
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表添 1－2－2 標高 28.5mの棄却検定表（風向） 

観測場所 ：露場（標高 28.5m，地上高 20m）（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検定結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

地上風に関する比較

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1-2-1 棄却検定表（風向） 
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表添 1－2－3 標高 28.5mの棄却検定表（風速分布） 

観測場所 ：露場（標高 28.5m，地上高 20m）（％） 

 

 

 

 

 

 

 

・検定結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

地上風に関する比較

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1-2-2 棄却検定表（風速） 
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表添 1－2－4 標高 130mの棄却検定表（風向） 

観測場所：管理事務所屋上（標高 130m，地上高 115m）（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検定結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

高所風に関する比較

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1-2-3 棄却検定表（風向） 
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表添 1－2－5 標高 130mの棄却検定表（風速分布） 

観測場所：管理事務所屋上（標高 130m，地上高 115m）（％） 

 

 

 

 

 

・検定結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

高所風に関する比較

結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1-2-4 棄却検定表（風速） 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，高所風

と地上風について検定

を実施 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，構内で

の測定データに関して

検定を実施 
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・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，構内で

の測定データに関して
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（参考） 

「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」の解説

X.での記載 

 

1．気象現象の年変動 

気象現象は，ほぼ1年周期でくり返されているが，年による変

動も存在する。このため，想定事故時の線量計算に用いる相対濃

度についてその年変動を比較的長期にわたって調査してみると，

相対濃度の平均値に対する各年の相対濃度の偏差の比は，30％以

内であった。 

このことから，1年間の気象資料にもとづく解析結果は，気象

現象の年変動に伴って変動するものの，その程度はさほど大きく

ないので，まず，1年間の気象資料を用いて解析することとした。 

その場合には，その年がとくに異常な年であるか否かを最寄の

気象官署の気象資料を用いて調査することが望ましい。また，2

年以上の気象資料が存在する場合には，これを有効に利用するこ

とが望ましい。 
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補足 1 

安全解析用気象データ及び風洞実験結果変更経緯について 
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補足 2 

平常時の気体状よう素放出量について 

 

 平常時の気体状よう素放出量の主要な放出経路である換気系か

らの放射性よう素放出量は，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線

量目標値に対する評価指針」に基づき，換気系の漏えい係数に冷

却材中の放射性よう素濃度を乗じて求めている。 

 一方，冷却材中の放射性よう素濃度は，次式により求めている。

例えば，ここで主蒸気流量ＦＳが増加した場合γが増加するため，

放射性よう素濃度は減少する。 

       ・ ・  ・  
    

   
  

         
 

Ｉi:核種 iの炉心燃料からの漏えい率（Bq／s) 

ｆ :全希ガス漏えい率（1.11×10１０） 

Ｙi:核種 iの核分裂収率（％） 

λi:核種 iの崩壊定数（s－１） 

Ａi:核種 iの冷却材中濃度（Bq／g) 

Ｍ :冷却材保有量（g） 

β :原子炉冷却材浄化系のよう素除去率（s－１） 

β  (  
 

  
)・

  

 
 

 

ＤＦ:原子炉冷却材浄化系の除染係数 

ＦＣ:原子炉冷却材浄化系流量（g／s) 

γ :よう素の主蒸気への移行率（s－１） 

γ    ・
  

 
 

 

ＣＦ:よう素の主蒸気中への移行割合 

ＦＳ:主蒸気流量（g／s) 

 前述の換気系の漏えい係数は変わらないため，放射性よう素濃

度の減少に伴い気体状よう素放出量は減少する。 
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補足 3 

東海第二発電所風洞実験結果の概要について 

 

風洞実験結果は，参考文献「東海第二発電所大気拡散風洞実験

報告書」（平成 25年 12月，三菱重工業株式会社）で公開してい

る。風洞実験結果の概要を以下に示す。 

なお，風洞実験は「（社）日本原子力学会標準 発電用原子炉

施設の安全解析における放出源の有効高さを求めるための風洞実

験実施基準」（2003年 6月，社団法人 日本原子力学会）に基づ

き実施している。 

その後，風洞実験実施基準:2003は改訂され風洞実験実施基

準:2009が発刊されているが，実験の要求事項は変更されておら

ず，複雑地形の発電所で風洞実験で求めた有効高さを用いて大気

拡散評価を行う際の留意点，野外拡散実験結果と野外拡散条件を

模擬した風洞実験結果を用いて平地用の基本拡散式（ガウスプル

ーム拡散式）で評価した結果の比較等の参考事項が追加されたも

ので，2005年に実施した風洞実験結果は風洞実験実施基準:2009

も満足している。 

1. 実験手順 

(1)大気安定度で中立（Ｃ～Ｄ）注）に相当する条件になるよう

に風洞実験装置(第 1図参照)内の気流（風速分布，乱流強

度分布）を調整する（第 2図参照）。 

(2)排気筒有効高さを決定するスケールを作成するため，風洞

実験装置内に縮尺模型を入れないで高度を変えて模型排気

筒からトレーサガス 

（ＣＨ４）を放出し，地表濃度を測定する平地実験を実施す

る（第 3図参照）。 

(3)風洞実験装置内に縮尺模型（1／2,000，風下 10Km）を入れ，

所定の高度の模型排気筒からトレーサガスを放出し，地表

濃度を測定する模型実験を行い平地実験結果と照合し，排

気筒源有効高さを求める（第 4図参照）。これにより，建

屋，地形の大気拡散に及ぼす影響を把握する。 
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第 1図 風洞実験装置 

 

注）風洞実験の気流条件を大気安定度で中立相当にする効果に

ついて 

 風洞実験装置内の気流は，風洞測定部入口付近に設置した表

面粗度模型で調整している。初期の風洞実験では，アングル鋼

等を用いて気流の乱れを与えており，中立よりも安定側の気流

状態になっていたが，風洞実験の知見が蓄積されるに従い専用

の表面粗度模型（スパイア）が製作，採用されるようになり，

風洞実験実施基準を制定した時期には中立相当の気流状態に調

整できるようになった。 

このため，放出源高さが同じ事故時の排気筒有効高さを比較

すると，1987年の風洞実験の 80～110mに対し，今回は 95～115m

と高く評価されている。今回の風洞実験では中立の大気安定度

（Ⅽ～Ｄ）を再現したしたため，建屋模型がない平地の気流の

乱れが大きくなり，建屋模型の追加により生じる気流の乱れの

影響が相対的に小さく，見掛け上の放出源高さの減少が小さく

なったためと推定される。前回は，Ｄ～Ｅの大気安定度に相当

する気流の乱れであり，建屋模型の追加で生じる気流の乱れが

大きく作用して，見掛け上の放出源高さの減少が大きくなった

と考えられる。 

一方，平常時の排気筒有効高さを比較すると，1987年の風洞

実験の 120～180mに対し，今回は 150～220mと高く評価されて

いる。これは，上記の気流の調整方法の違いよる影響に加え，

気象データの変更及び吹出し速度の増加（14m／sから 16m／s

に増加）により模型実験時の放出源高さが大きくなった影響に

よると推定される。 

図 5及び図 6に 1987年の平地実験の結果，模型実験結果の一

例を示す。 
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2. 放出源高さ 

  放出源高さは，事故時は通常の換気系は運転されないと想定

し，排気筒実高Ｈ01=Ｈs，平常時は換気系の運転による吹上げ効

果を考慮し，次式のように排気筒実高に吹上げ高さを加えた放出

高さＨ02とする。ここで，1/Ｕには，2005 年度の気象データを用

いた。第 1表に風洞実験の放出源高さを示す。 

    Ｈ02＝Ｈs＋ΔＨ         

 

 

Ｈs ：排気筒実高（m） 

         Ｄ ：排気筒出口の内径（m） 

         Ｗ ：吹出し速度（m／s） 

        1/Ｕ ：風速逆数の平均（s／m） 
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3. 排気筒有効高さ 

縮尺模型を入れない平地実験と縮尺模型を入れた模型実験（平

常時及び事故時）の結果から，第 4図のように求めた排気筒有効

高さを第 2表に示す。 
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補足 4 

東海発電所の排気筒有効高さについて 

 

東海第二発電所の添付書類九では，廃止措置中の東海発電所に

ついても通常運転状態を仮定した線量評価を行っている。ここで

は，排気筒有効高さは 1982年に実施した風洞実験結果を使用して

いる。 

風洞実験実施基準:2003 の解説「2.原子炉増設の際の実験の必

要性について」※１では，建屋配置から増設建屋の影響が大きいと

考えられる，既設・増設建屋の並びに直角な風向と，既設排気筒

と増設建屋を結ぶ風向で風洞実験を行い，有効高さの変動が 10％

以内であれば従来の風洞実験結果を継続使用できるとしている。

これを参考に，平常時の線量評価にあたり人の居住を考慮した希

ガスによる線量評価点のうち線量が最大となる評価点(ＳＷ方向)

に向かう風の風向を含む主要風向において，風洞実験で用いる放

出源高さを 1981 年度と 2005 年度気象データから求め比較した結

果＋5～－3％と変動が 10％以内であった。放出源高さと有効高さ

はほぼ比例である※２ため有効高さの変動も 10％以内に収まると

推定されることから，1987年に実施した風洞実験結果を用いるこ

とにした。これに対し，東海第二発電所は＋6～＋14％と 10％を

超えていた（下図参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

・資料構成の相違 
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（参考) 

 

 

 

※１ 風洞実験実施基準:2003解説抜粋 
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※2 1982年東海発電所風洞実験時の放出源高さと有効高さの関  

   係 

 

 平常時風洞実験時の放出源高さと有効高さは，下図のようにほ

ぼ比例関係にあると認められる。これから，放出源高さが 10％変

動したとしても，有効高さの変動は 10％以内に収まると推定され

る。 
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補足 5 

異常年検定法の概要について 

 

 Ｆ分布検定の手順により異常年検定を行った。 

この検定方法は，正規分布をなす母集団から取り出した標本の

うち，不良標本と見られるものを X０(検定年)，その他のものを X

１，X２，X３，…Xi，…Xn(比較年)とした場合，X０を除く他のｎ個

の標本の平均をX̅  ∑ 𝑋 /𝑛
𝑛
 =1 として，標本の分散から見て X０と�̅�

との差が有意ならば X０を棄却とする方法である。検定手順を以下

に示す。 

(1)仮説:不良標本 X0と他の標本（その平均値） �̅�との間に有意

な差はないとする。 

𝐻 : 𝑋  �̅� �̅�  ∑ 𝑋 /𝑛
𝑛

 =1
  

(2)分散比 F0を計算する。 

   
 𝑛     𝑋  �̅�  

 𝑛      
 

   ∑  𝑋  �̅�  /𝑛𝑛
 =1   

(3)検定年は 1年，比較年は 10年，有意水準（危険率）は 5％

として，Ｆ分布表の F境界値（  
1           ）を求める。 

(4)F0と F境界値を比較して，F0＜F境界値であれば仮説は採択

する。具体的には，次のように棄却限界の上限値と下限値

を求め，その範囲に検定年 X0が収まっているかを確認して

検定している。 
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添付資料 3 

 

被ばく評価に用いる大気拡散評価について 

 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に係る

被ばく評価で用いる相対濃度及び相対線量は，実効放出継続時間

を基に計算した値を年間について小さい値から順に 並べて整理

し，累積出現頻度 97%に当たる値としている。 

着目方位と評価結果を図添 1-3-1 及び図添 1-3-2 並びに表添 

1-3-1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1-3-1 着目方位 

（放出点：6 号炉原子炉建屋中心，評価点：5 号

炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）中心） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1-3-2 着目方位 

（放出点：7 号炉原子炉建屋中心，評価点：5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）中心） 

 

添付資料 3 

 

線量評価に用いる大気拡散評価 

 

線量評価に用いる大気拡散の評価は，実効放出継続時間を基に

計算した値を年間について小さい値から順に並べて整理し，累積

出現頻度 97％に当たる値としている。 

 

また，注目方位は，第 1－3－1 図に示すとおり，建屋による拡

がりの影響を考慮している。評価対象方位を第 1－3－1表に示す。

本評価では着目方位は 2方位となる。 

 

 

 

第 1－3－1図 評価対象方位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料３ 

 

線量評価に用いる大気拡散評価 

 

被ばく評価に用いる大気拡散の評価は，実効放出継続時間を基

に計算した値を年間について小さい値から順に並べて整理し，累

積出現頻度 97％にあたる値としている。 

 

また，着目方位は，図添 1－3－1 に示すとおり，建物による拡

がりの影響を考慮している。評価対象方位を表添 1－3－1に示す。

本評価では着目方位は２方位となる。 

 

 

 

図添 1－3－1 評価対象方位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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表添 1-3-1 着目方位並びに相対濃度及び相対線量 

 

 

 

 

相対濃度及び相対線量の評価に当たっては，年間を通じて 1時

間ごとの気象条件に対して，相対濃度及び相対線量を算出し，小

さい値から順に並べて整理した。 

評価結果を表添 1-3-2 及び表添 1-3-3 に示す。 

 

 

表添 1-3-2 相対濃度及び相対線量の値（6 号炉） 

 

 

 

表添 1-3-3 相対濃度及び相対線量の値（7 号炉） 

 

 

 

 

 

第 1－3－1表 評価対象方位 

 

 

 

第 1－3－2表 相対濃度の値（実効放出継続時間 10時間） 

 

 

 

相対濃度（χ／Ｑ）の評価にあたっては，年間を通じて 1 年間

ごとの気象条件に対して相対濃度を算出し，小さい値から順に並

べて整理した。評価結果を第 1-3-2表に示す。累積出現頻度 97％

にあたる相対濃度は約 1.1×10－４s／m３となった。 

 

 

 

表添 1－3－1 着目方位ならびに相対濃度及び相対線量 

 

 

 

 

 

 

相対濃度及び相対線量の評価に当たっては，年間を通じて 1時

間ごとの気象条件に対して，相対濃度及び相対線量を算出し，小

さい値から順に並べて整理した。 

評価結果を表添 1－3－2に示す。 

 

 

表添 1－3－2 相対濃度及び相対線量の値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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添付資料 4 

 

地表面への沈着速度の設定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に係

る被ばく評価において，エアロゾル粒子及び無機よう素の地表

面への沈着速度として，乾性沈着速度 0.3cm/s※1の 4 倍である

1.2cm/sを用いている。 

「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指

針」（昭和 51 年 9 月 28 日原子力委員会決定，一部改訂平成 13

年 3月 29日）の解説において，葉菜上の放射性よう素の沈着率

を考慮するときに，「降水時における沈着率は，乾燥時の 2～3 

倍大きい値となる」と示されている。これを踏まえ，湿性沈着

を考慮した沈着速度は，乾性沈着によ る沈着も含めて 乾性沈

着速度の 4倍と設定した。 

湿性沈着を考慮した沈着速度を，乾性沈着速度の 4 倍として

設定した妥当性の検討結果を 以下に示す。 

※1 乾性沈着速度の設定根拠については添付資料 5を参照 

 

添付資料 4 

 

地表面への沈着速度の設定について 

 

地表面への放射性物質の沈着は，第 1－4－1 図に示すように乾

性沈着と湿性沈着によって発生する。乾性沈着は地上近くの放射

性物質が，地面状態等によって決まる沈着割合（沈着速度）に応

じて地表面に沈着する現象であり，放射性物質の地表面濃度に沈

着速度をかけることで計算される。湿性沈着は降水によって放射

性物質が雨水に取り込まれ，地表面に落下・沈着する現象であり，

大気中の放射性物質の濃度分布と降水強度及び沈着の割合を示す

ウォッシュアウト係数によって計算される。 

 

 

第 1－4－1図 地表面沈着のイメージ 

 

 緊急時対策所の居住性評価において，地表面への沈着速度とし

て，乾性沈着速度 0.3cm／s の 4 倍である 1.2cm／s※１を用いてい

る。 

※1 有機よう素の地表面への沈着速度としては 4.0×10－３cm／s 

 「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」

（昭和 51年 9月 28日原子力委員会決定，一部改訂 平成 13年 3

月 29日）の解説において，葉菜上の放射性よう素の沈着率を考慮

するときに，「降水時における沈着率は，乾燥時の 2～3 倍大きい

値となる」と示されている。これを踏まえ，湿性沈着を考慮した

沈着速度は，乾性沈着による沈着も含めて乾性沈着速度の 4 倍と

設定した。 

 以下では，湿性沈着を考慮した沈着速度を，乾性沈着速度の 4

倍として設定した妥当性を検討した。 

 

 

添付資料４ 

 

地表面への沈着速度の設定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所の居住性評価において，エアロゾル粒子及び無機

よう素の地表面への沈着速度として，乾性沈着速度 0.3cm/s※1 の

４倍である 1.2cm/sを用いている。 

 

「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指

針」（昭和 51 年 9 月 28 日原子力委員会決定，一部改訂平成 13 年

3月 29日）の解説において，葉菜上の放射性よう素の沈着率を考

慮するときに，「降水時における沈着率は，乾燥時の２～３倍大き

い値となる」と示されている。これを踏まえ，湿性沈着を考慮し

た沈着速度は，乾性沈着による沈着も含めて乾性沈着速度の４倍

と設定した。 

湿性沈着を考慮した沈着速度を，乾性沈着速度の４倍として設

定した妥当性の検討結果を以下に示す。 

※１ 乾性沈着速度の設定根拠については添付資料５を参照 
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1.検討手法 

湿性沈着を考慮した沈着速度の妥当性は，乾性沈着率と湿性

沈着率を合計した沈着率の累積出現頻度 97%値と，乾性沈着率

の累積出現頻度 97%値の比が 4 倍を超えていないこと によっ

て示す。乾性沈着率及び湿性沈着率は以下のように定義される 

 

 

 

 

(1) 乾性沈着率 

乾性沈着率は，「日本原子力学会標準 原子力発電所の確率

論的安全評価に関する実施 基準（レベル 3PSA 編）：2008」

（社団法人 日本原子力学会）（以下「学会標準」という。） 解

説 4.7 を参考に評価した。「学会標準」解説 4.7 では，使用

する相対濃度は地表面高さ 付 近としているが，ここでは「原

子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法 につ 

いて（内規）」（原子力安全・保安院 平成 21 年 8 月 12 日）

[【解説 5.3】(1)]に 従い評価 した，放出点高さの相対濃度

を用いた。 

 

(χ/ )
 
            χ          ⁄ ・・・① 

 

(χ/ )
 
        ：時刻 iでの乾性沈着率[1/m２] 

χ          ⁄     ：時刻 iでの相対濃度[s/m３] 

  ：沈着速度[m/s](0.003NUREG/CR-4551 Vol.2より) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 評価手法 

  湿性沈着を考慮した沈着速度の適用性は，乾性沈着率と湿性

沈着率を合計した沈着率の累積出現頻度 97％値を求め，乾性沈

着率の累積出現頻度 97％値との比を求める。その比と乾性沈着

速度（0.3cm／s，添付資料 5参照）の積が 1.2cm／sを超えてい

ないことを確認する。乾性沈着率及び湿性沈着率は以下のよう

に定義される。乾性沈着率及び湿性沈着率は以下のように定義

される。 

   

 (1) 乾性沈着率 

   乾性沈着率は，「日本原子力学会標準 原子力発電所の確率

論的安全評価に関する実施基準（レベル 3PSA編）：2008」（社

団法人 日本原子力学会）（以下「学会標準」という。）解説

4.7 を参考に評価した。学会標準解説 4.7 では，使用する相

対濃度は地表面高さ付近としているが，ここでは内規[【解説

5.3】①]に従い，地上高さの相対濃度を用いた。 

 

 

 

 

(χ/ )
 
           ・χ/          ・・・・・① 

 

 (χ/ )
 
         ：時刻 iでの乾性沈着率[1／m２] 

    χ/            ：時刻 iでの相対濃度[s／m３] 

  ：沈着速度[m／s]（0.003 NUREG/CR-4551 Vol.2より） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.検討手法 

湿性沈着を考慮した沈着速度の妥当性は，乾性沈着率と湿性沈

着率を合計した沈着率の累積出現頻度 97％値と，乾性沈着率の累

積出現頻度 97％値の比が４倍を超えていないことを確認すること

によって示す。乾性沈着率及び湿性沈着率は以下のように定義さ

れる。 

 

 

 

(1) 乾性沈着率 

乾性沈着率は，「日本原子力学会標準 原子力発電所の確率論

的リスク評価に関する実施基準（レベル 3PRA編）：2018」（一般

社団法人 日本原子力学会）（以下「学会標準」という。）附属

書 F.1を参考に評価した。「学会標準」附属書 F.1では，使用す

る相対濃度は地表面高さ付近としているが，ここでは「原子力

発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内

規）」（原子力安全・保安院 平成 21年 8月 12日）[【解説 5.3】

(1)]に従い評価した，放出点高さの相対濃度を用いた。 

 

 

  /                         ⁄ ・・・① 

 

  /           ：時刻 iでの乾性沈着率[1/m２] 

          ⁄     ：時刻 iでの相対濃度[s/m３] 

  ：沈着速度[m/s]（0.003 NUREG/CR-4551 Vol.2より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価式の変更はない

が，最新の参考文献を引

用したことによる文献

名及び参照先の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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(2) 湿性沈着率 

降雨時には，評価点上空の放射性核種の地表への沈着は，降

雨による影響を受ける。湿性沈着(χ  ⁄ )
 
      は「学会標準」

解説 4.11より以下のように表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 湿性沈着率 

   降雨時には，評価点上空の放射性核種の地表への沈着は，

降雨による影響を受ける。湿性沈着率（χ/Ｑ)w(x,y)iは学会

標準[解説 4.11]より以下のように表される。 

 

 

 

2. 地表面沈着率の累積出現頻度 97％値の求め方 

  地表面沈着率の累積出現頻度は，気象指針に記載されているχ

／Ｑの累積出現頻度 97％値の求め方※２に基づいて計算した。具

体的には以下の手順で計算を行った（第 1－4－2図参照）。 

（1）各時刻における気象条件から，式①及び式②を用いてχ／

Ｑ，乾性沈着率，湿性沈着率を 1 時間毎に算出する。なお，

評価対象方位以外に風が吹いた時刻については，評価対象方

位におけるχ／Ｑがゼロとなるため，地表面沈着率（乾性沈

着率＋湿性沈着率）もゼロとなる。 

   第 1－4－2 図の例は，評価対象方位をＳＷとした場合であ

り，χ／Ｑによる乾性沈着率及び降水による湿性沈着率から

地表面沈着率を算出する。評価対象方位ＳＷ以外の方位に風

(2) 湿性沈着率 

降雨時には，評価点上空の放射性核種の地表への沈着は，降

雨による影響を受ける。湿性沈着(χ  ⁄ )
 
      は「学会標準」

附属書 F.5より以下のように表される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価式の変更はない

が，最新の参考文献を引

用したことによる参照

先の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(χ Q⁄ )
w
 x, y i = Λ

i
・ χ Q x, y, z i⁄

∞

0

dz 

＝ χ Q x, y, 0 i⁄ ・Λi 
π

2
Σzi exp  

h2

2Σzi
2  ・・・② 

 

   ⁄  𝑤  ,   𝑖  ：時刻 i での湿性沈着率[1/m２] 

    ,  , 0 𝑖⁄  ：時刻 i での地表面高さでの相対濃度[s/m３] 

𝛬𝑖   ：時刻 i でのウォッシュアウト係数[1/s] 

𝛴 𝑖  ：時刻 i での建物影響を考慮した放射性雲の鉛直方向の 

 拡散幅[m] 

ℎ  ：放出高さ[m] 

 

 

 

乾性沈着率と湿性沈着率を合計した沈着率の累計出現頻度 97%値と，乾性

沈着率の累積出現頻度 97%値の比は以下で定義される。 

 

 

[ / ]   ,  ,   𝑖 +   /  𝑊  ,   𝑖
[ / ]   , ,   𝑖

 

 Vd  χ／Q(x, y, z)i + χ Q x, y, 0 i⁄ ・Λ
i
 π

2
Σ

zi
exp  

h2

2Σ
zi

2   

97%

 

(Vd  χ/Q(x, y, z)
i
)

97%
 

 

  97% ：括弧内の値の年間の累積出現頻度 97%値  

= ・・・③ 
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が吹いた時刻については，地表面沈着率はゼロとなる。 

（2）上記（1）で求めた 1時間毎の地表面沈着率を値の大きさ順

に並びかえ，小さい方から数えて累積出現頻度が 97％値を超

えたところの沈着率を，地表面沈着率の 97％値とする（地表

面沈着率の累積出現頻度であるため，χ／Ｑの累積出現頻度

と異なる）。 

 

※2 （気象指針解説抜粋） 

 VI．想定事故時等の大気拡散の解析方法 

1．線量計算に用いる相対濃度 

（2）着目地点の相対濃度は，毎時刻の相対濃度を年間について

小さい方から累積した場合，その累積出現頻度が 97％に当

たる相対濃度とする。 

 

 

 

 

第 1－4－2図 地表面沈着率の累積出現頻度 97％値の求め方 

（評価対象方位がＳＷの場合） 
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2.評価結果 

表添 1-4-1 に 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

の評価点における評価結果を示す。 

乾性沈着率に放出点と同じ高さの相対濃度を用いたとき，乾

性沈着率と湿性沈着率を合計した沈着率の累積出現頻度 97%値

と，乾性沈着率の累積出現頻度 97%値の比は 1.1程度となった。 

 

以上より，湿性沈着を考慮した沈着速度を乾性沈着速度の 4 

倍と設定することは保守的であるといえる。 

 

表添 1-4-1 沈着率評価結果 

 

 

 

3. 評価結果 

  第 1－4－1 表に緊急時対策所の評価点についての検討結果を

示す。 

乾性沈着率に放出点と同じ高さの相対濃度を用いたとき，乾

性沈着率と湿性沈着率を合計した沈着率の累積出現頻度 97％値

と，乾性沈着率の累積出現頻度 97％値の比は 1.3程度となった。 

 

  以上より，湿性沈着を考慮した沈着速度を乾性沈着速度の 4

倍と設定することは保守的であるといえる。 

 

第 1－4－1表 沈着率評価結果 

 

 

 

２．評価結果 

表添 1－4－1 に緊急時対策所の評価点における湿性沈着率評価

結果を示す。 

乾性沈着率に放出点と同じ高さの相対濃度を用いたとき，乾性

沈着率と湿性沈着率を合計した沈着率の累積出現頻度 97%値と，

乾性沈着率の累積出現頻度 97%値の比は 1.4 程度となり，４倍を

下回る結果が得られた。 

以上より，湿性沈着を考慮した沈着速度を乾性沈着速度の４倍

と設定することは保守的であるといえる。 

 

表添 1－4－1 緊急時対策所における湿性沈着率評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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添付資料 5 

エアロゾル粒子の乾性沈着速度について 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性

に係る被ばく評価では，エアロゾル粒子の地表面への沈

着速度を乾性沈着速度の 4 倍と想定しており，乾性沈着

速度として 0.3cm/s を用いている。乾性沈着速度の設定

の考え方を以下に示す。 

エアロゾル粒子の乾性沈着速度は，NUREG/CR-4551※１に

基づき 0.3cm/s と設定した。 NUREG/CR-4551 では郊外を

対象としており，郊外とは道路，芝生及び木々で構成さ

れるとしている。原子力発電所内は舗装面が多く，建屋

屋上はコンクリートであるため，この沈着速度が適用で

きると考えられる。また，NUREG/CR-4551 では 0.5µm～5µm

の粒径に対して検討されているが，原子炉格納容器内の

除去過程で，相対的に粒子径の大きなエアロゾル粒子は原

子炉格納容器内に十分捕集されるため，粒径の大きなエア

ロゾル粒子の放出はされにくいと考えられる。 

また，W.G.N.Slinn の検討※ 2 によると，草や水，小石

といった様々な材質に対する粒径に応じた乾性の沈着速

度を整理しており，これによると 0.1µm～5µm の粒径では

沈着速度は 0.3cm/s 程度（図添 1-5-1）である。以上のこ

とから，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の

居住性に係る被ばく評価におけるエアロゾル粒子の乾性

の沈着速度として 0.3cm/s を適用できると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 5 

エアロゾルの乾性沈着速度について 

 

 緊急時対策所の居住性評価に係る被ばく評価では，地表面への

放射性物質の沈着速度を乾性沈着速度の 4 倍と想定しており，沈

着速度の評価に当たっては，乾性沈着速度として 0.3cm／sを用い

ている。以下に，乾性沈着速度の設定の考え方を示す。 

エアロゾルの乾性沈着速度は，NUREG/CR-4551※１に基づき 0.3cm

／sと設定した。NUREG/CR-4551では郊外を対象としており，郊外

とは道路，芝生及び木々で構成されるとしている。原子力発電所

内も同様の構成であるため，この沈着速度が適用できると考えら

れる。また，NUREG/CR-4551では 0.5μm～5μmの粒径に対して検

討されているが，格納容器内の除去過程で，相対的に粒子径の大

きなエアロゾルは格納容器内に十分捕集されるため，粒径の大き

なエアロゾルの放出はされにくいと考えられる。 

 

 

 

 また，W.G.N. Slinnの検討※２によると，草や水，小石といった

様々な材質に対する粒径に応じた乾性の沈着速度を整理してお

り，これによると 0.1μm～5μmの粒径では沈着速度は 0.3cm／s

程度（第 1－5－1図）である。以上のことから，現場作業の線量

影響評価におけるエアロゾルの乾性の沈着速度として 0.3cm／s

を適用できると判断した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

添付資料５ 

エアロゾルの乾性沈着速度について 

 

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価では，エアロゾル粒子

の地表面への沈着速度を乾性沈着速度の４倍と想定しており，乾

性沈着速度として 0.3cm/s を用いている。乾性沈着速度の考え方

を以下に示す。 

エアロゾルの乾性沈着速度はＮＵＲＥＧ／ＣＲ-4551※１に基づ

いて 0.3cm/s と設定した。ＮＵＲＥＧ／ＣＲ-4551 では郊外を対

象としており，郊外とは道路，芝生及び木々で構成されるとして

いる。原子力発電所内は舗装面が多く，建物屋上はコンクリート

であるため，この沈着速度が適用できると考えられる。また，Ｎ

ＵＲＥＧ／ＣＲ-4551 では 0.5μm～５μm の粒径に対して検討さ

れているが，原子炉格納容器内の除去過程で，相対的に粒子径の

大きなエアロゾルは格納容器内に十分捕集されるため，粒径の大

きなエアロゾルの放出はされにくいと考えられる。 

 

 

また，W.G.N.Slinn の検討※２によると，草や水，小石といった

様々な材質に対する粒径に応じた乾性の沈着速度を整理してお

り，これによると 0.1μm～５μm の粒径では沈着速度は 0.3cm/s

程度（図添 1－5－1）である。以上のことから，緊急時対策所の

居住性評価におけるエアロゾルの乾性の沈着速度として 0.3cm/s

を適用できると判断した。 
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第 1－5－1図 様々な粒径における地表沈着速度 

（Nuclear Safety Vol.19※２） 

※1 J.L. Sprung 等：Evaluation of severe accident risk：

quantification of major input parameters, 

NUREG/CR-4451 Vol.2 Rev.1 Part 7, 1990 

※2 W.G.N. Slinn ：Environmental Effects, Parameterizations 

for Resuspension and for Wet and Dry Deposition of 

Particles and Gases for Use in Radiation Dose. 

Calculations, Nuclear Safety Vol.19 No.2, 1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－5－1 様々な粒径における地表沈着速度※２ 

 

※１：J.L.Sprung 等：Evaluation of severe accident risks: 

quantification of major input parameters, NUREG/CR－

4551 Vol.2 Rev.1 Part7,1990 

※２：W.G.N. Slinn: Parameterizations for Resuspension and for 

Wet and Dry Deposition of Particles and Gases for Use 

in Radiation Dose Calculations, Nuclear Safety VoI.19 

No.2, 1978 
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 （参考） 

 

重大事故時のエアロゾル粒子の粒径について 

 

重大事故時に原子炉格納容器内で発生する放射性物質を含むエ

アロゾル粒子の粒径分布として本評価で設定している「0.1μm以

上」は，粒径分布に関して実施されている研究を基に設定してい

る。 

重大事故時には原子炉格納容器内にスプレイ等による注水が実

施されることから，重大事故時の粒径分布を想定し，「原子炉格

納容器内でのエアロゾルの挙動」及び「原子炉格納容器内の水の

存在の考慮」といった観点で実施された別表添 1-1の②，⑤に示

す試験等を調査した。さらに，重大事故時のエアロゾル粒子の粒

径に対する共通的な知見とされている情報を得るために，海外の

規制機関（NRC 等）や各国の合同で実施されている重大事故時の

エアロゾルの挙動の試験等（別表添 1-1の①，③，④）を調査し

た。以上の調査結果を別表添 1-1 に示す。この表で整理した試験

等は，想定するエアロゾル発生源，挙動範囲（原子炉格納容器，1

次冷却材配管等），水の存在等に違いがあるが，エアロゾル粒子

の粒径の範囲に大きな違いはなく，原子炉格納容器内環境でのエ

アロゾル粒子の粒径はこれらのエアロゾル粒子の粒径と同等な分

布範囲を持つものと推定できる。 

したがって，過去の種々の調査・研究により示されている範囲

を包含する値として，0.1μm 以上のエアロゾル粒子を想定する

ことは妥当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

 

シビアアクシデント時のエアロゾルの粒径について 

 

 シビアアクシデント時に格納容器内で発生する放射性物質を含

むエアロゾル粒径分布として「0.1μm～5μm」の範囲であること

は，粒径分布に関して実施されている研究を基に設定している。 

 

 シビアアクシデント時には格納容器内にスプレイ等による注水

が実施されることから，シビアアクシデント時の粒径分布を想定

し，「格納容器内でのエアロゾルの挙動」及び「格納容器内の水

の存在の考慮」といった観点で実施された第 1－5－1表の②，⑤

に示す試験等を調査した。さらに，シビアアクシデント時のエア

ロゾルの粒径に対する共通的な知見とされている情報を得るため

に，海外の規制機関（ＮＲＣ等）や各国の合同で実施されている

シビアアクシデント時のエアロゾルの挙動の試験等（第 1－5－1

表の①，③，④）を調査した。以上の調査結果を第 1－5－1表に

示す。この表で整理した試験等は，想定するエアロゾル発生源，

挙動範囲（格納容器，原子炉冷却材配管等），水の存在等に違い

があるが，エアロゾル粒径の範囲に大きな違いはなく，格納容器

内環境でのエアロゾル粒径はこれらのエアロゾル粒径と同等な分

布範囲を持つものと推定できる。 

 したがって，過去の種々の調査・研究により示されている範囲

をカバーする値として，0.1μm～5μmのエアロゾルを想定するこ

とは妥当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

 

重大事故時のエアロゾル粒子の粒径について 

 

重大事故時に原子炉格納容器内で発生する放射性物質を含むエ

アロゾル粒子の粒径分布として本評価で想定している「0.1μm～

５μm」は，重大事故時のエアロゾル挙動に関する既往研究の知見

を参考に設定している。 

重大事故時には原子炉格納容器内にスプレイ等による注水が実

施されることから，重大事故時の粒径分布を想定し，「原子炉格

納容器内でのエアロゾルの挙動」及び「原子炉格納容器内の水の

存在の考慮」といった観点で実施された別表添 1-1の②，⑤に示

す試験等を調査した。さらに，重大事故時のエアロゾル粒子の粒

径に対する共通的な知見とされている情報を得るために，海外の

規制機関（NRC 等）や各国の合同で実施されている重大事故時の

エアロゾルの挙動の試験等（別表添 1-1の①，③，④）を調査し

た。以上の調査結果を別表添 1-1 に示す。この表で整理した試験

等は，想定するエアロゾル発生源，挙動範囲（原子炉格納容器，1

次冷却材配管等），水の存在等に違いがあるが，エアロゾル粒子

の粒径の範囲に大きな違いはなく，原子炉格納容器内環境でのエ

アロゾル粒子の粒径はこれらのエアロゾル粒子の粒径と同等な分

布範囲を持つものと推定できる。 

したがって，過去の種々の調査・研究により示されている範囲

を包含する値として，0.1μm～５μmのエアロゾル粒子を想定す

ることは妥当である。 
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別表添 1-１ 重大事故時のエアロゾル粒子の粒径について 

の文献調査結果 

 

 

参考文献 

※1：J. H. Wilson and P. C. Arwood, Summary of Pretest 

Aerosol Code Calculations for LWR Aerosol 

Containment Experiments (LACE) Test LA2 

※2：D. A. Powers and J. L. Sprung, NUREG/CR-5901, A 

Simplified Model of Aerosol Scrubbing by a Water 

Pool Overlying Core Debris Interacting With 

Concrete 

※ 3 ： STATE-OF-THE-ART REPORT ON NUCLEAR AEROSOLS, 

NEA/CSNI/R(2009)5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－5－1表 シビアアクシデント時のエアロゾル粒径について

の文献調査結果 

 

 

 

※1 J. H. Wilson and P. C. Arwood, Summary of Pretest 

Aerosol Code Calculations for LWR Aerosol 

Containment Experiments (LACE) LA2, ORNL A. L. 

Wright, J. H. Wilson and P.C. Arwood, PRETEST 

AEROSOL CODE COMPARISONS FOR LWR AEROSOL 

CONTAINMENT TESTS LA1 AND LA2 

※2 D. A. Powers and J. L. Sprung, NUREG/CR-5901, A 

Simplified Model of Aerosol Scrubbing by a Water 

Pool Overlying Core Debris Interacting With 

Concrete 

※3 STATE-OF-THE-ART REPORT ON NUCLEAR AEROSOLS, 

NEA/CSNI/R (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表添 1-1 重大事故時のエアロゾル粒子の粒径について 

の文献調査結果 

 

 

※1 J. H. Wilson and P. C. Arwood, Summary of Pretest 

Aerosol Code Calculations for LWR Aerosol Containment 

Experiments (LACE) Test LA2 

※2 D.A.Powers and J.L.Sprung, NUREG/CR－5901, A 

Simplified Model of Aerosol Scrubbing by a Water Pool 

Overlying Core Debris Interacting With Concrete 

※3 STATE-OF-THE-ART REPORT ON NUCLEAR AEROSOLS, 

NEA/CSNI/R(2009)5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号 
試験名または 

報告書名等 

エアロゾル 

粒径 [μm] 
備考 

① 
LACE LA2※１ 

 

約 0.5～ 

約５ 

（別図添 1-1

参照） 

重大事故時の評価に使用されるコードでの原子

炉格納容器閉じ込め機能喪失を想定条件とした

比較試験 

② NUREG/CR－5901※２ 
0.25～2.5 

(参考 1-1) 

原子炉格納容器内に水が存在し，溶融炉心を覆っ

ている場合のスクラビング効果のモデル化を紹

介したレポート 

③ 
AECL が実施した実

験※３ 

0.1～3.0 

(参考 1-2) 

重大事故時の炉心損傷を考慮した１次系内のエ

アロゾル挙動に着目した実験 

④ PBF－SFD※３ 
0.29～0.56 

(参考 1-2) 

重大事故時の炉心損傷を考慮した１次系内のエ

アロゾル挙動に着目した実験 

⑤ PHEBUS－FP※３ 
0.5～0.65 

(参考 1-2) 

重大事故時のＦＰ挙動の実験（左記のエアロゾル

粒子の粒径は PHEBUS FP 実験の原子炉格納容器内

のエアロゾルに着目した実験の結果） 

 

※１ J. H. Wilson and P. C. Arwood, Summary of Pretest Aerosol Code 

Calculations for LWR Aerosol Containment Experiments (LACE) Test LA2 

 

※２ D.A.Powers and J.L.Sprung, NUREG/CR－5901, A Simplified Model of 

Aerosol Scrubbing by a Water Pool Overlying Core Debris Interacting 

With Concrete 
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第1－5－2図 LACE LA2でのコード比較試験で得られたエアロゾ

ル粒径の時間変化グラフ 

 

 

 

 

別図添 1-1 LACE LA2でのコード比較試験で得られたエアロゾル粒

子の粒径の時間変化グラフ 
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添付資料６ 

 

原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線による被ばくの 

評価方法について 

 

5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に係る

被ばく評価における，原子炉建屋内の放射性物質からのガンマ線

（直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線）による被ばくは，

原子炉建屋内の放射性物質の積算線源強度，施設の位置，遮蔽構

造，地形条件等 から評価する。具体的な評価方法を以下に示す。 

 

(1) 原子炉建屋内の積算線源強度 

原子炉格納容器から原子炉建屋内に漏えいした放射性物質

の積算線源強度[photons]は，核種ごとの積算崩壊数[Bq・s]

に核種ごとエネルギーごとの放出率[photons/(Bq・s)] を乗

ずることで評価した。なお，放射性物質は自由空間内    

に均一に分布するものとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

核種ごとの積算崩壊数は以下の式により評価した。ここで，

核種の原子炉建屋への放出量は，審査ガイドに記載の移行割

合に基づき評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料６ 

 

原子炉建物内の放射性物質からのガンマ線による被ばくの 

評価方法について 

 

緊急時対策所の居住性評価における，原子炉建物内の放射性物

質からのガンマ線（直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線）

による被ばくは，原子炉建物内の放射性物質の積算線源強度，施

設の位置，遮蔽構造，地形条件等から評価する。具体的な評価方

法を以下に示す。 

 

(1) 原子炉建物内の積算線源強度 

原子炉格納容器から原子炉建物内に漏えいした放射性物質の

積算線源強度は，核種ごとの積算崩壊数に核種ごとのエネルギ

ーごとに放出率を乗ずることで評価した。なお，放射性物質は

自由空間内（  ｍ3）に均一に分布するものとした 

 

Sγ  ∑ k・skγ
k

 

 

Sγ：エネルギーγの photon の積算線源強度 photons  

 k  核種 k の積算崩壊数 Bq・s  

skγ：核種 k のエネルギーγの photon の放出率 photons

/ Bq・s   

 

核種ごとの積算崩壊数は以下の式により評価した。ここで，核

種の原子炉建物への放出量は，審査ガイドに記載の移行割合に基

づき評価した。 

 

 k  qk  
 

λ
k

 (  e p( λ
k
 T  t  )) 

 

 k：核種 k の積算崩壊数[Bq・s] 

qk：核種 k の原子炉建物への放出量 Bq  

λ
k
：核種 k の崩壊定数  /s  

T：評価期間 s  

t ：原子炉建物への放出時刻 s  
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核種ごとエネルギーごとの放出率[photons/(Bq・s)]は，制動放

射（H2O）を考慮した ORIGEN2 ライブラリ（gxh2obrm.lib）値を参

照した。また，エネルギー群を ORIGEN2 のガンマ線ライブラリの

群構造（18 群）から MATXSLIB-J33（42 群）に変換した。変換方

法は「日本原子力学会標準 低レベル放射性廃棄物輸送容器の安

全設計及び検査基準：2008」（2009 年 9 月（社団法人）日本原子

力学会）の附属書 H に記載されている変換方法を用いた。（図添 

1-6-1） 

以上の条件に基づき評価した原子炉建屋内の積算線源強度は表

添 1-1-6のとおり 

 

 審査ガイドの記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核種ごとエネルギーごとの放出率[photons/(Bq・s)]は，ベータ

線放出核種の水中における制動放射を考慮した ORIGEN2 ライブラ

リ(gxh2obrm.lib)値を参照した。また，エネルギー群を ORIGEN2

のガンマ線ライブラリ群構造(18 群)から MATXSLIB-J33(42 群)に

変換した。変換方法は「日本原子力学会標準 低レベル放射性廃

棄物輸送容器の安全設計及び検査基準：2008」（2009 年 9 月（社

団法人）日本原子力学会）の附属書 H に記載されている変換方法

を用いた。(図添 1－6－1) 

以上の条件に基づき評価した原子炉建物内の積算線源強度は表

添 1－1－6のとおり。 

 

 審査ガイドの記載 
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図添 1－6－1 エネルギー群の変換方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 k  k 1     ：線源エネルギー群それぞれの上限エネルギー 

    1       1：断面積ライブラリ群それぞれの上限エネルギー 

 ⊿ k k 1 ⊿ k   ⊿ k 1  ：それぞれの群間のエネルギーの差 

 k   1：線源エネルギーの k 群から断面積ライブラリの n－1

群への補正係数 

  k  ：線源エネルギーの k群から断面積ライブラリの n群への 

補正係数 

  k   1  ⊿ k  /⊿ k k 1 

  k   ⊿ k 1  /⊿ k k 1 

 

図添 1－6－1 エネルギー群の変換方法 
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(2) 評価体系 

直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価体系は図添 

1-1-1 のとおり。5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

周りの遮蔽としては，5 号炉原子炉建屋の外壁の厚さと 5 号炉

原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）を囲む遮蔽壁の厚さを

加えた厚さのうちで最も薄い遮蔽厚さを採用した（コンクリー

ト：    ）。さらに，本評価モデルでは，原子炉格納容器によ

る遮蔽効果を含め，5 号炉原子炉建屋内の上記以外の内壁によ

る遮蔽効果には期待しておらず，保守的な遮蔽モデルとなって

いる。 

評価点は，線源となる原子炉建屋に最も近くなる点（南西角）

を選定した。また，評価点高さは，スカイシャインガンマ線の

評価に当たっては保守的に天井高さとし，直接ガンマ線の評価

に当たっては 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の

床面から 1.5m とした。 

なお，直接ガンマ線の評価に当たっては，原子炉建屋の地下

階の自由空間中の放射性物質からのガンマ線は地下階の外壁及

び土壌により十分に遮蔽されると考えられることか ら，1 階か

ら最上階（5 階）までの自由空間中の放射性物質からのガンマ

線のみを考慮するものとした。また，スカイシャインガンマ線

の評価に当たっては，下層階の自由空間中の放射性物質からの

ガンマ線は原子炉建屋の床面により十分に遮蔽されると考えら

れることから，原子炉建屋 4 階から最上階（5 階）までの自由

空間中の放射性物質からのガンマ線のみを考慮するものとした 

 

(3) 評価コード 

直接ガンマ線による被ばく評価には，QAD-CGGP2R コード※1 を

用いた。また，スカイシャインガンマ線による被ばく評価には，

ANISNコード及び G33-GP2R コード※1 を用いた。 

※1 ビルドアップ係数は GP 法を用いて計算した。 

 

(4) 評価結果 

直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による被ばくの評

価結果を表添 1-6-1 及び表添 1-6-2 に示す。 

 

 

 

 

(2) 評価体系 

直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線の評価体系は図添

1－1－1 のとおり。緊急時対策所周りの遮蔽としては，緊急時

対策所の外壁から，マイナス側許容公差を差し引いた値（コン

クリート：  ）を使用した。 

評価点は，線源となる原子炉建物に最も近くなる点（北壁）

を選定し，直接線評価において保守的な評価とするため，原子

炉建物と緊急時対策所間の距離を保存し，原子炉建物燃料取替

階中心位置での最小壁厚さである南側に緊急時対策所を想定し

た。また，評価点高さは，スカイシャインガンマ線の評価に当

たっては保守的に天井高さとし，直接ガンマ線の評価に当たっ

ては緊急時対策所の中心高さとし，原子炉建物燃料取替階中心

位置での最小壁厚さの高さと一致するように緊急時対策所の位

置を想定した。 

 

なお，直接ガンマ線の評価に当たっては，原子炉建物の地下

階の自由空間中の放射性物質からのガンマ線は地下階の外壁及

び土壌により十分遮蔽されると考えられることから，１階から

原子炉建物最上階（４階）までの自由空間中の放射性物質から

のガンマ線のみを考慮するものとした。また，スカイシャイン

ガンマ線の評価に当たっては，下層階の自由空間中の放射性物

質からのガンマ線は原子炉建物の床面により十分に遮蔽される

と考えられることから，原子炉建物最上階（４階）の自由空間

中の放射性物質からのガンマ線のみを考慮するものとした。 

 

(3) 評価コード 

直接ガンマ線による被ばく評価には，QAD-CGGP2Rコード※1を

用いた。また，スカイシャインガンマ線による被ばく評価には，

ANISNコード及び G33-GP2Rコード※１を用いた。 

※１  ビルドアップ係数は GP法を用いて計算した。 

 

(4)評価結果 

直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による被ばくの評

価結果を表添 1－6－1及び表添 1－6－2に示す。 

 

 

 

 

 

 

・設備及び評価条件の相

違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

・評価方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，直接線

について保守的に原子

炉建物外壁のうち最小

厚である燃料取替階中

心高さの南に緊急時対

策所が位置しているも

のとして評価している。 
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表添 1-6-1 直接ガンマ線による被ばくの評価結果 

 

 

 

表添 1-6-2 スカイシャインガンマ線による被ばくの評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－6－1 直接ガンマ線による被ばくの評価結果 

 

 

 

 

 

表添 1－6－2 スカイシャインガンマ線による被ばくの評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

評価位置 積算日数 実効線量(7日間積算値)(mSv) 

緊急時対策所 ７日間 約 3.6×10－3 

 

評価位置 積算日数 実効線量（7日間積算値）(mSv) 

緊急時対策所 ７日間 約 7.1×10－5 
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添付資料７ 

 

放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による被ばくの評価方法

について 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性

に係る被ばく評価における，放射性雲中の放射性物質から

のガンマ線（クラウドシャインガンマ線）による被ばくは，

放射性物質の放出量，大気拡散の効果及び建屋によるガン

マ線の遮蔽効果を考慮し評価する。なお，クラウドシャイ

ンガンマ線に対する遮蔽厚さとして，5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）を囲む 6面（天井面，床面，側

面）のうちで最も薄い遮蔽壁厚さを参照した。 

これにより，クラウドシャインガンマ線による被ばく線

量の評価結果は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）に隣接する区画内に浮遊する放射性物質からの影響

を包含することができる。具体的な評価方法を以下に示

す。 

 

(1)放出量及び大気拡散 

大気中に放出される放射能量は表添 1-1-2 の値を用いた。ま

た，相対線量は表添 1-1-4 の値を用いた。 

 

(2) 評価体系 

評価モデルを図添 1-7-1 に示す。また，5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）を囲む 6 面の遮蔽壁の厚さを表添 

1-7-1に示す。 

放射性雲中の放射性物質は 5号炉原子炉建屋外に存在し，当

該放射性物質からのガンマ線は 5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所（対策本部）を囲む 6 面の遮蔽壁に加え，それ以外の 5

号炉原子炉建屋内の外壁及び内壁等により遮蔽される（図添 

1-7-2）。 

クラウドシャインガンマ線の評価に当たっては，これらの遮

蔽のうち 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）を囲む 

6 面の遮蔽壁の遮蔽効果のみを考慮し，それ以外の外壁及び内

壁による遮蔽効果には期待しないものとした。 

また，クラウドシャインガンマ線による被ばく線量は，相対

 

 

 

添付資料７ 

 

放射性雲中の放射性物質からのガンマ線による被ばくの評価方法

について 

 

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価における，放射性雲中

の放射性物質からのガンマ線（クラウドシャインガンマ線）によ

る被ばくは，放射性物質の放出量，大気拡散の効果及び建物によ

るガンマ線の遮蔽効果を考慮し評価する。なお，クラウドシャイ

ンガンマ線に対する遮蔽厚さとして，緊急時対策所を囲む５面（天

井面，側面×４）のうちで最も薄い遮蔽壁厚さからコンクリート

壁のマイナス側許容公差を差し引いた値（コンクリート 

 ）を使用した。 

 

 

 

 

 

 

(1) 放出量及び大気拡散 

大気中に放出される放射能量は表添1－1－2の値を用いた。

また，相対線量は表添 1－1－4の値を用いた。 

 

(2) 評価体系 

評価モデルを図添 1－7－1 に示す。また，緊急時対策所を

囲む５面の遮蔽壁の厚さを表添 1－7－1に示す。 

 

線源と評価地点の位置関係を図添 1－7－2に示す。 

 

 

 

 

クラウドシャインガンマ線の評価に当たっては，緊急時対

策所を囲む５面の遮蔽壁の遮蔽効果のみを考慮した。 

 

 

また，クラウドシャインガンマ線による被ばく線量は，相

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 
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線量を基に評価した線量に対して遮蔽効果を考慮することで

評価しており，相対線量は審査ガイドに基づき放射性雲が評価

点周りにも存在しているものとして評価している（図添 

1-7-3）。 

これは，クラウドシャインガンマ線の線源となる放射性雲

が，5号炉原子炉建屋外だけではなく，隣接区画及び 5号炉原

子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）内に進入しているものと

想定していることに相当する（図添 1-7-4）。 

 

本クラウドシャインガンマ線の評価では，①5号炉原子炉建

屋内緊急時対策所（対策本部）を囲む 6 面の遮蔽壁の遮蔽効

果のみを考慮していること，②相対線量（放射性雲が評価点

周りにも存在しているものとして評価）を基に評価している

ことから，その評価結果は，隣接区画内に浮遊する放射性物

質からのガンマ線による影響を包含するものと考えられる。 

 

なお，本評価では，クラウドシャインガンマ線に対する遮蔽

厚さとして，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）を

囲む 6 面の遮蔽壁のうちで最も薄い遮蔽厚さ（コンクリー

ト：      ）を参照しており，保守的な遮蔽モデルとなってい

る。 

 

表添 1-7-1 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）を囲む 6面の遮蔽壁の厚さ 

 

 遮蔽壁の厚さ 

東面  

西面 

南面 

北面 

天井面 

床面 

 

 

 

 

 

 

対線量を基に評価した線量に対して遮蔽効果を考慮すること

で評価している（図添 1－7－3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本クラウドシャインガンマ線の評価では，クラウドシャイ

ンガンマ線に対する遮蔽厚さとして，緊急時対策所を囲む５

面の遮蔽壁のうちで最も薄い遮蔽厚さからコンクリート壁の

マイナス側許容公差を差し引いた値（コンクリート： 

 ）を参照しており，保守的な遮蔽モデルとなっている。 

 

表添 1－7－1 緊急時対策所を囲む 5面の遮蔽壁の厚さ 

 

 

 遮蔽壁の厚さ(mm) 

東面 

西面 

南面 

北面 

天井面 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 
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図添 1-7-1 クラウドシャインガンマ線に対する遮蔽モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－7－1 クラウドシャインガンマ線に対する遮蔽モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－7－2 線源との位置関係イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－7－3 相対線量評価イメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

図添 1-7-2 線源との位置関係イメージ図 

図添 1-7-3 相対線量評価イメージ図 
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図添 1-7-4 評価上考慮したクラウドシャインガンマ線の線源 

イメージ図 
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③の相違 
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 (3) 評価コード 

クラウドシャインガンマ線による被ばくは，評価コードを

使用せず以下に示す式を用いて評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビルドアップ係数は「放射線施設のしゃへい計算実務マニュ

アル 2007」（公益財団法人原子力安全技術センター）に記載さ

れている値を内挿することにより求めた。また， 遮蔽効果を考

慮する際のガンマ線エネルギー群は，ORIGEN2 のガンマ線ライ

ブラリの群構 造（18 群）から MATXSLIB-J33（42 群）に変換

した。変換方法は，直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線

による被ばくの評価時と同様，「日本原子力学会標準 低レベル

放射 性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準：2008」（2009 

年 9 月 社団法人 日本原子力 学会）の附属書 H に記載されて

いる変換方法を用いた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 評価コード 

クラウドシャインガンマ線による被ばくは，以下に示す式を

用いて評価した。 

 

 

 

なお，遮蔽体厚さ x における減衰率 F(x)は，ＱＡＤ－ＣＧ

ＧＰ２Ｒコードにより算出した。ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒコード

では，線源位置からの距離 r(cm)離れた位置での線量率Ｄ

(r)(mSv/h)を計算した。 

 

 

ここで，上記線量率が遮蔽体表面で 1.0になるように規格化

し，線源から評価点までの距離 rの補正をすることで減衰率Ｆ

(x)を求める。 

 

     
  𝑟 

   𝑟 
 𝐵  e p   𝜇   

ここで， 

D0(r)：遮蔽体がない場合の線量率 

 

・記載表現及び評価手法

の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，遮蔽

による減衰率は，ビルド

アップ係数を含めて

QAD コードにより評価

している。 

なお，柏崎 6/7は評価

式を微分形（線量率）で

の記載としており，島根

２号炉は積分形（線量）

としているが実質的な

相違はない。 

 

 

・評価手法の相違 
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(4)評価結果 

クラウドシャインガンマ線による被ばくの評価結果を表添 

1-7-2 に示す。 

 

表添 1-7-2 クラウドシャインガンマ線による被ばくの評価結果 

 

 

 

(4)評価結果 

クラウドシャインガンマ線による被ばくの評価結果を表添 1

－7－2に示す。 

 

表添1－7－2 クラウドシャインガンマ線による被ばくの評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 
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添付資料 8 

 

 

地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による被ばくの 

評価方法について 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に係る

被ばく評価における地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線

（グランドシャインガンマ線）による被ばくは，放射性物質の放

出量，大気拡散の効果及び沈着速度並びに建屋によるガンマ線の

遮蔽効果を考慮し評価した。 

なお，放射性物質は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）の中心位置における相対濃度を用いて求めた濃度で，5 号

炉原子炉建屋の屋上及び 5 号炉原子炉建屋周りの地表面に一様に

沈着しているものと仮定した。具体的な評価方法を以下に示す。 

(1) 地表面の単位面積当たりの積算線源強度 

地表面の単位面積当たりの積算線源強度 [photons/m2]は，

核種ごとの単位面積当たりの積算崩壊数[Bq・s/m2]に核種ご

とエネルギーごとの放出率[photons/(Bq・s)]を乗ずることで

評価した。なお，5 号炉原子炉建屋の屋上面の単位面積当た

りの積算線源強度は地表面と同じとした。 

Sγ  ∑ 𝑘･skγ
k

 

 

Sγ  ：単位面積当たりのエネルギーγの photonの積算線源

強度［photons/m2］ 

 k   ：核種 kの単位面積当たりの積算崩壊数［Bq･s/㎡］ 

Skγ  : 核種 kのエネルギーγの photonの放出率［photons/

（Bq･s）］ 

 

ここで，核種 k の単位面積当たりの積算崩壊数[Bq・s/m2]

は以下の式により評価した 

 

 

 

 

 

 

添付資料 6 

 

 

グランドシャインの評価方法 

 

 

 グランドシャインの評価は以下の通り実施した。 

1. 線源 

 

 

 

  緊急時対策所居住性評価に係るグランドシャインの評価に適用

する線源は，重大事故により大気中に放出された放射性物質が地

表面と緊急時対策所の天井上面に均一に沈着した面線源とする。 

 

2. ガンマ線線源強度 

  ガンマ線線源強度は，核種毎の地表面沈着濃度（7 日間の積

算値，沈着速度 1.2cm／s）から計算コード入力用にガンマ線エ

ネルギと放出割合を加味したエネルギ群構造（42群）に換算し

た値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料８ 

 

 

地表面に沈着した放射性物質からのガンマ線による被ばくの 

評価方法について 

 

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価における地表面に沈着

した放射性物質からのガンマ線（グランドシャインガンマ線）に

よる被ばくは，放射性物質の放出量，大気拡散の効果及び沈着速

度並びに緊急時対策所の建物によるガンマ線の遮蔽効果を考慮し

評価した。 

なお，放射性物質は，緊急時対策所の中心位置における相対濃

度を用いて求めた濃度で，緊急時対策所の屋上及び緊急時対策所

周りの地表面に一様に沈着しているものと仮定した。 

 

(1) 地表面の単位面積当たりの積算線源強度 

地表面の単位面積当たりの積算線源強度[photons/m2]は，

核種ごとの単位面積当たりの積算崩壊数[Bq・s/m2]に核種ご

とエネルギーごとの放出率[photons/(Bq・s)]を乗ずることで

評価した。なお，緊急時対策所の屋上面の単位面積当たりの

積算線源強度は地表面と同じとした。 

Sγ  ∑ 𝑘･skγ
k

 

 

Sγ  ：単位面積当たりのエネルギーγの photonの積算線源

強度［photons/m2］ 

 k   ：核種 kの単位面積当たりの積算崩壊数［Bq･s/㎡］ 

Skγ  : 核種 kのエネルギーγの photonの放出率［photons/

（Bq･s）］ 

 

ここで，核種 k の単位面積当たりの積算崩壊数[Bq・s/m2]

は以下の式により評価した。 
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 k      ⁄  qk t   g  
 1

λ
k

 (  e p ( λ
k
  T  t ))

T

 

dt 

 

 k：核種 kの単位面積当たりの積算崩壊数［Bq･s/㎡］ 

χ  ⁄ ：相対濃度［s/m3］ 

qk t ：時刻 tにおける核種 kの大気中への放出率［Bq/s］ 

 g：地表面への沈着速度［m/s］ 

 1：沈着した放射性物質のうち残存する割合(1)[－] 

λ
k
：核種 kの崩壊定数[1/s] 

T：評価期間[s] 

 

核種の大気中への放出率[Bq/s]は表添 1-1-1 に基づき評価

した。 

また，相対濃度は表添 1-1-4 の値を用いた。 

地表面への沈着速度は表添 1-1-8 のとおり 1.2[cm/s]（乾性

沈着速度の 4 倍）とした。核種ごとエネルギーごとの放出率

[photons/(Bq・s)]は，制動放射（H2O）を考慮した ORIGEN2 ラ

イブラリ（gxh2obrm.lib）値から求めた。また，遮蔽効果を考

慮する際のガンマ線エネルギー群は，ORIGEN2 のガンマ線ライ

ブラリの群構造（18 群）から MATXSLIB-J33（42 群）に変換し

た。変換方法は，直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線に

よる被ばくの評価時と同様，「日本原子力学会標準 低レベル放

射性廃棄物輸送容器の安全設計 及び検査基準：2008」（2009 年 

9 月 社団法人 日本原子力学会）の附属書 Hに記載されている

変換方法を用いた。 

 

以上の条件に基づき評価した地表面の単位面積当たりの積算

線源強度を表添 1-8-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，ガンマ線エネルギ群構造は評価済核データライブラリＪ

ＥＮＤＬ－3.3※１から作成した輸送計算用ライブラリＭＡＴＸＳ

ＬＩＢ－Ｊ33※２の 42群とし，各群の上限エネルギを使用する。 

 

 

 

 

 

 

換算後のエネルギ群別ガンマ線積算線源強度を第 1－6－1 表に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 k      ⁄  qk t   g  
 1

λ
k

 (  e p ( λ
k
  T  t ))

T

 

dt 

 

 k：核種 kの単位面積当たりの積算崩壊数［Bq･s/㎡］ 

χ  ⁄ ：相対濃度［s/m3］ 

qk t ：時刻 tにおける核種 kの大気中への放出率［Bq/s］ 

 g：地表面への沈着速度［m/s］ 

 1：沈着した放射性物質のうち残存する割合(1)[－] 

λ
k
：核種 kの崩壊定数[1/s] 

T：評価期間[s] 

 

核種の大気中への放出率[Bq/s]は表添 1－1－1 に基づき評価

した。 

また，相対濃度は表添 1－1－4の値を用いた。 

地表面への沈着速度は表添 1－1－8のとおり 1.2cm[cm/s]（乾

性沈着速度の 4倍）とした。 

核種ごとエネルギーごとの放出率[photons/(Bq・s)]は，ベ

ータ線放出核種の水中における制動放射を考慮した ORIGEN2

ライブラリ(gxh2obrm.lib)値を参照した。また，遮蔽効果を考

慮する際のガンマ線エネルギー群は，ORIGEN2のガンマ線ライ

ブラリ群構造(18群)から MATXSLIB-J33(42群)に変換した。変

換方法は，直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線による被

ばくの評価時と同様，「日本原子力学会標準 低レベル放射性

廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準：2008」（2009年 9月

（社団法人）日本原子力学会）の附属書 Hに記載されている変

換方法を用いた。(図添 1－6－1) 

以上の条件に基づき評価した地表面の単位面積当たりの積算

線源強度を表添 1－8－1に示す。 
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表添 1-8-1 グランドシャインガンマ線の評価に用いる単位面積

当たりの積算線源強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－6－1表 グランドシャインの評価に用いる 

線源強度（7日積算）※１ 

 

 

 

※1 ビルドアップ係数等については，代表エネルギ毎に評価して

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－8－1 グランドシャインガンマ線の評価に用いる単位面

積当たりの積算線源強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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(2) 評価体系 

(a) 線源領域 

a.5号炉原子炉建屋の屋上に沈着した放射性物質 

5号炉原子炉建屋の屋上には，5号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）の中心位置における相対濃度を用いて求めた濃

度で放射性物質が一様に沈着しているものとした。 

また，図添 1-1-1に示したとおり 5号炉原子炉建屋の屋上面

は凸型となっているが，本評価では 5号炉原子炉建屋の屋上面

が平坦であるものとし線源領域を設定した。屋上面の標高は，5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）が位置する場所の

屋上面の標高（T.M.S.L33000）を参照した。屋上面の線源の評

価モデルを図添 1-8-3に示す。 

なお，5号炉原子炉建屋の凸部分の屋上面の標高（T.M.S.L 

51360）は 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）が位置

する場所の屋上面の標高（T.M.S.L 33000）よりも高く，凸部分

の屋上面に沈着した放射性物質からのガンマ線は，当該凸部分

の躯体（屋上面の躯体や原子炉建屋 5 階の床面等）により遮蔽

され影響は小さくなるものと考えられる。5号炉原子炉建屋の屋

上面を平坦であると設定することは，この遮蔽効果に期待しな

いことに相当するため保守的な設定となる。 

線源領域の面積は，5号炉原子炉建屋の屋上面の面積（6889m2 

= 83m×83m）と同一とした。 

 

 

 

b.5号炉原子炉建屋周りの地表面に沈着した放射性物質 

5号炉原子炉建屋周りには，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

（対策本部）の中心位置における相対濃度を用いて求めた濃度

で放射性物質が一様に沈着しているものとした。 

5号炉原子炉建屋周りの地表の高さは場所により異なるが，

本評価では 5号炉原子炉建屋周りの線源の高さを保守的に評価

点高さと同一として評価した。 

また，放射性物質の地表面への沈着が広範囲に渡ることを考

慮し，地表面からの影響がほぼ飽和する半径 500m以内を線源領

域とした。なお，この領域に含まれる海面及び斜面も平坦な地

表面とみなし，他の領域と同様に線源とした。地表面の線源の

評価モデルを図 添 1-8-1に示す 

 

3. 計算モデル 

 

 

  グランドシャイン評価における緊急時対策所の計算モデルを

第 1－6－1 図に示す。緊急時対策所は鉄筋コンクリート製であ

るが，評価上コンクリートのみとし，以下に示す密度を適用す

る。 

 

建屋上に沈着する放射性物質の範囲は，保守的に 3 階床レベ

ル（EL37m）に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地表面に沈着した放射性物質の線源の高さは，法面や木々に

付着する放射性物質からの寄与があることを考慮して，緊急時

対策所の天井レベル（EL36m）と同じ高さに設定する。線源範囲

は，緊急時対策所中心より 400mまでの範囲とする注１。 

  上記以外は，直接線・スカイシャイン線評価の計算モデルと

同様とする。 

 

  注 1： 400m以上離れた位置からの線量寄与が全体の 1％以下

 

(2) 評価体系 

a．線源領域 

(a) 緊急時対策所の屋上に沈着した放射性物質 

緊急時対策所の建物の屋上には，緊急時対策所の中心位置に

おける相対濃度を用いて求めた濃度で放射性物質が一様に沈着

しているものとした。 

また，緊急時対策所の屋上面が平坦であるものとし線源領域

を設定した。屋上面の標高は，緊急時対策所の屋上面の標高

(EL56600)を参照した。屋上面の線源の評価モデルを図添 1-8-3 

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線源領域の面積は，評価において遮蔽機能を計算上考慮する

緊急時対策所の天井の面積（540m2=23m×23.5m）と同一とした。 

 

 

 

(b) 緊急時対策所周りの地表面に沈着した放射性物質 

緊急時対策所周りには，緊急時対策所の中心位置における相

対濃度を用いて求めた濃度で放射性物質が一様に沈着している

ものとした。 

 

 

 

また，放射性物質の地表面への沈着が広範囲にわたることを

考慮し，図添 1－8－1に示す緊急時対策所中心から周囲 400mま

での範囲を線源領域とし，この範囲に含まれる海面及び斜面も

平坦な地表面と見なすとともに，保守的な評価とするため，本

評価では緊急時対策所周りの線源の高さを保守的に評価点高さ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の緊急時

対策所には凸部分はな

い 

 

 

 

・設備及び評価モデルの

相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，屋上

面積（23m×30m）のうち

遮蔽を期待しない部分

について，保守的な評価

とするため，地表面への

沈着（評価点高さと同

一）としている。 

 

 

 

・評価モデルの相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は地表面

の線源からの影響がほ
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(b)遮蔽及び評価点 

グランドシャインガンマ線の評価においては，5号炉原子炉

建屋の外壁及び 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

を囲む遮蔽による低減効果を考慮した。 

 

 本遮蔽モデルでは，原子炉格納容器による遮蔽効果を含め 5

号炉原子炉建屋内の上記以外の壁による遮蔽効果には期待して

おらず，保守的な遮蔽モデルとなっている。 

遮蔽モデル図を図添 1-8-2及び図添 1-8-3に示す。 

評価点は，地表面の線源からのグランドシャインガンマ線と，

5号炉原子炉建屋の屋上の線源からのグランドシャインガンマ

線の評価結果の和が最も大きくなる点（南西角）を選定した。

なお，評価点高さは 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本

部）の床面から 1.5mとした。評価点を図添 1-8-2及び図添 1-8-3

に示す。 

 

 

 

(3)評価コード 

QAD-CGGP2Rコード※1を用いた。 

※1 ビルドアップ係数は GP法を用いて計算した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 評価結果 

グランドシャインガンマ線による被ばくの評価結果を表添

1-8-2に示す。 

であることが示されている※３ため，緊急時対策所中心

から周囲 400mまでをモデル化する。 

 

4. 遮蔽及び評価点 

  グランドシャインの評価においては，緊急時対策所建屋の外

壁及び緊急時対策所の壁による遮蔽効果を考慮する。なお，上

記以外の壁等による遮蔽効果には期待しない保守的な遮蔽モデ

ルとなっている。 

 

 

 

 

作業エリアを想定して緊急時対策所内の天井レベル（EL36m）

で線量が最大となる点を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

5. 計算コード 

  計算コードはＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒ※４コードを適用する。 

 

 

※1：K. Shibata, et al.,”Japanese Evaluated Nuclear Data 

Library Version 3 Revision-3: JENDL-3.3”, 

J.Nucl.Sci.Technol., 39,1125(2002) 

※2：K. Kosako, N. Yamano, T. Fukahori, K. Shibata and A. 

Hasegawa, “The Libraries FSXLIB and MATXSLIB based on 

JENDL-3.3”, JAERI-Date/Code 2003-011(2003) 

※3：JAEA-Technology 2011-026「汚染土壌の除染領域と線量低減

効果の検討」 

※4：RIST NEWS No.33 「実効線量評価のための遮蔽計算の現状」

2002.3.31，高度情報科学技術研究機構 

 

 

 

と同一として評価した。 

緊急時対策所の屋上及び緊急時対策所周りに沈着した放射性

物質による被ばくの評価モデル図を図添 1‐8‐2に示す。 

ｂ.遮蔽及び評価点 

グランドシャインガンマ線の評価においては，遮蔽物は緊急時

対策所の外壁及び天井のコンクリートのみを考慮し，コンクリー

ト壁のマイナス側許容公差を差し引いた値（コンクリート

 ）を使用した。 

 

 

 

遮蔽モデル図を図添 1-8-2及び図添 1-8-3に示す。 

評価点は，地表面の線源からのグランドシャインガンマ線と，

緊急時対策所の屋上の線源からのグランドシャインガンマ線の評

価結果の和が最も大きくなる緊急時対策所南東角の天井位置とし

た。 

 

 

 

 

 

(3)評価コード 

評価コードは，ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒコード※１を用いた。 

※１ ビルドアップ係数は，ＧＰ法を用いて計算した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)評価結果 

グランドシャインガンマ線による被ばくの評価結果を表添 1－8

－2に示す。 

ぼ飽和する十分な領域

を考慮している。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

 

 

 

 

 

 

・評価方針の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，評価

点高さについても評価

結果の和が最も大きく

なる位置を選定 
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表添 1-8-2グランドシャインガンマ線による被ばくの評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1-8-1 線源領域（灰色及び橙色，半径 500m） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－8－2 グランドシャインガンマ線による被ばくの 

評価結果 

 

 

 

 

 

図添 1－8－1 線源領域（灰色及び橙色，周囲 400m） 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価モデルの相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は地表面

の線源からの影響がほ

ぼ飽和する十分な領域

を考慮している。 
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図添 1-8-2 グランドシャインガンマ線の評価モデル（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－6－1図 緊急時対策所グランドシャインの評価モデル 

（1／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－8－2 グランドシャインガンマ線の評価モデル（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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図添 1-8-3 グランドシャインガンマ線の評価モデル（断面図） 

 

 

 

 

第 1－6－1図 緊急時対策所グランドシャインの評価モデル 

（2／2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

図添 1－8－3 グランドシャインガンマ線の評価モデル（断面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価モデルの相違 
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添付資料 9 

 

外気から取り込まれた放射性物質による被ばくについて 

 

 

 

 

 

室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばくは，図

添 1-9-1に示すタイムチャ ートを基に整理した以下のフェー

ズごとに評価した。各フェーズの換気設備の運用イメージを図

添 1-9-2 に示す。 

 

フェーズⅠ： 放射性雲の通過前 

フェーズⅡ： 陽圧化装置による陽圧化期間（放射性雲の通

過中） 

フェーズⅢ： 吸気位置を屋外とした可搬型陽圧化空調機に

よる陽圧化期間（通路部のパージを実施して

いる期間） 

フェーズⅣ： 吸気位置を通路部とした可搬型陽圧化空調機

による陽圧化期間（通路部のパージ終了後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1-9-1 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所における換気設備

のタイムチャート 

（「61-9 緊急時対策所について（被ばく評価除く）」から抜粋） 

 

 

 

添付資料 7 

 

事象発生時の換気系運転モードについて 

 

 重大事故等の発生により，大気中に放射性物質が放出された場

合においても，緊急時対策所にとどまる要員の居住性を確保する

ため，緊急時対策所非常用送風機，緊急時対策所非常用フィルタ

装置を緊急時対策所内に設置する。 

 また，プルーム通過時の緊急時対策所の対策要員への被ばく防

止対策として，緊急時対策所加圧設備による加圧により緊急時対

策所を加圧することにより，緊急時対策所内への放射性物質の流

入を防止する。 

 事象発生時の換気設備の運転モード一覧を第 1－7－1表に示

す。 

 

第 1－7－1表 事象発生後の非常用換気設備運転モード一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料９ 

 

外気から取り込まれる放射性物質による被ばくについて 

 

 

 

 

 

緊急時対策所内は以下ⅰ，ⅱの対策によって正圧に維持される

ことから，事故期間中に大気中へ放出された放射性物質の室内へ

の取り込みはない。 

したがって，本評価は実施しない。 

 

ⅰ 緊急時対策所換気空調設備による緊急時対策所の正圧化 

緊急時対策所を緊急時対策所空気浄化送風機により正圧化す

ることで，緊急時対策所への緊急時対策所空気浄化フィルタユ

ニットを通らない外気の侵入を防止する効果を考慮した。 

 

ⅱ 緊急時対策所正圧化装置による緊急時対策所の正圧化 

プルーム通過中は緊急時対策所内を正圧化することで，緊急

時対策所への外気の侵入を防止する効果を考慮した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び評価方針の相 

違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 
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図添 1-9-2 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所における換気

設備の運用イメージ 

（「61-9 緊急時対策所について（被ばく評価除く）」

から抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所内へ外気から取り込まれた放射性物質濃度の推移

を第 1－7－1 図に示す。また，外気から取り込まれた放射性物質

による緊急時対策所内における実効線量及び実効線量率の推移を

第 1－7－2図及び第 1－7－3図に示す。 

 

 

 

第 1－7－1図 緊急時対策所建屋内（浄化エリア）の放射性物質

濃度の推移 

 

 

 
 

第 1－7－2図 緊急時対策所内での実効線量の推移 

 

 

 

 

 

・設備及び評価方針の相

違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 
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1.評価方法及び評価結果 

各期間における評価方法及び評価結果について，以下 a.～d.及

び表添 1-9-1 に示す。 

 

a.放射性雲の通過前 

放射性物質の放出開始以前においては室内への放射性物質の

取り込みはない。 

b.陽圧化装置による陽圧化期間（放射性雲の通過中） 

陽圧化装置により室内を陽圧化し，室内への外気の流入を遮

断することから，室内への放射性物質の取り込みはない。 

c.吸気位置を屋外とした可搬型陽圧化空調機による陽圧化期間

（通路部のパージを実施している期間） 

本期間は放射性雲の通過後であることから，吸気位置を“屋

外”とした可搬型陽圧化空調機による室内への放射性物質の取

り込みはない。 

d.吸気位置を通路部とした可搬型陽圧化空調機による陽圧化期間

（通路部のパージ終了後） 

本期間における被ばくは，可搬型陽圧化空調機の効果及び吸

気位置（通路部）の放射性物質濃度を踏まえて評価した。 

なお，通路部の放射性物質濃度は，通路部のパージの効果を

考慮し求めた。パージ時間は 10時間とし，パージ開始前の通路

部の放射性物質濃度は，放射性雲通過中の外気濃度と同じとし

た。 

 

表添 1-9-1 外気から取り込まれた放射性物質による被ばくの評

価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1－7－3図 緊急時対策所内での実効線量率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備及び評価方針の相

違 

【柏崎 6/7】 

④の相違 

【東海第二】 

⑧の相違 
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添付資料 10 

 

陽圧化装置による陽圧化開始が遅延することによる影響について 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）では，陽圧化装

置による陽圧化開始の遅れ時間は最長でも 2 分以内※となるよう

設計している。 

陽圧化装置による陽圧化開始が遅延した場合，陽圧化装置によ

る陽圧化が開始されるまでの間，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）には可搬型陽圧化空調機により外気が取り込まれ

る。また，可搬型陽圧化空調機のフィルタには放射性物質が取り

込まれ線源となる。ここでは，陽圧化装置による陽圧化の開始が

遅延することによる被ばくへの影響を評価した。 

評価の結果，陽圧化装置による陽圧化が 2 分間遅延した場合，7

日間の積算被ばく線量は遅延しない場合と比べ約 23mSv 上昇す

ると評価された。このことから，遅延時間を設計上の最長時間（2

分間）と想定した場合に，他の被ばく経路からの被ばく線量（約

58mSv）と合算しても，対策要員の実効線量は 7 日間で 100mSv を

超えないことを確認した。 

 

 

※「61-9 緊急時対策所について（被ばく評価除く）」の「3.2 事

象発生後の要員の動きについて」の「(6)5号炉原子炉建屋内緊急

時対策所における換気設備等について」を参照。 

 

1. 影響を受ける被ばく経路 

陽圧化装置による陽圧化の開始が遅延することにより影響を

受ける被ばく経路は以下のとおり。 

-室内に取り込まれた放射性物質による被ばく 

-可搬型陽圧化空調機のフィルタに取り込まれた放射性物

質による被ばく 

 

2.各被ばく経路からの被ばく線量 

(1) 室内に取り込まれた放射性物質による被ばく 

室内に取り込まれた放射性物質による被ばくの評価方法及び評

価結果を以下に示す。 

 

  

添付資料 10 

 

緊急時対策所正圧化装置による正圧化開始が遅延することによる

影響について 

 

緊急時対策所では，緊急時対策所正圧化装置による正圧化開始

の遅れ時間は最長でも５分※以内となるよう設計している。 

緊急時対策所正圧化装置による正圧化が遅延した場合，緊急時

対策所正圧化装置による正圧化が開始されるまでの間，緊急時対

策所には緊急時対策所空気浄化送風機及び緊急時対策所空気浄化

フィルタユニットにより外気が取り込まれる。また，緊急時対策

所空気浄化フィルタユニットには放射性物質が取り込まれ線源と

なる。ここでは，緊急時対策所正圧化装置による正圧化の開始が

遅延することによる被ばくへの影響を評価した。 

評価の結果，緊急時対策所正圧化装置による正圧化が５分遅延

した場合，７日間の積算被ばく線量は遅延しない場合と比べ約１

mSv 上昇すると評価された。このことから，遅延時間を設計上の

最長時間と想定した場合に，他の被ばく経路からの被ばく線量（約

1.7ｍSv）と合算しても，緊急時対策要員の実効線量は７日間で

100ｍSvを超えないことを確認した。 

 

※「61-9 緊急時対策所について（被ばく評価除く）」の「3.2 事

象発生後の要員の動きについて」の「(4)緊急時対策所における換

気設備等について」を参照。 

 

１．影響を受ける被ばく経路 

緊急時対策所正圧化装置による正圧化の開始が遅延すること

により影響を受ける被ばく経路は以下のとおり。 

・室内に取込まれた放射性物質による被ばく 

・緊急時対策所空気浄化フィルタユニットに取込まれた放射

性物質による被ばく 

 

２．各被ばく経路からの線量 

(1)室内に取込まれた放射性物質による被ばく 

室内に取込まれた放射性物質による被ばくの評価方法及び評価

結果を以下に示す。 

 

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は遅延の

影響について記載 

・評価条件の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 
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a.放射性物質の濃度 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）内の放射性物

質の濃度は，可搬型陽圧化空調機及び陽圧化装置の効果を考慮

し以下の式で評価した 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気中への放出率[Bq/s]は表添1-1-1に基づき評価した。

また，相対濃度は表添 1-1-4の値を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．放射性物質の濃度 

緊急時対策所内の放射性物質の濃度は，緊急時対策所空気浄

化送風機及び緊急時対策所正圧化装置の効果を考慮し以下の式

で評価した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大気中の放出率[Bq/s]は表添 1－1－1 に基づき評価した。

また，相対濃度は表添 1－1－4の値を用いた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【緊急時対策所空気浄化送風機で正圧化する場合】 

dMk (t)

dt
=  λk・MK t  

G1

V
・MK t ＋(1  

EK

100
)・G1・Sk (t) 

Sk t = (χ Q⁄ )・Qk t  

【緊急時対策所正圧化装置で正圧化する場合】 

dMk (t)

dt
=  λk・MK t  

G2

V
・MK t  

 

mk t  ：時刻 tにおける核種 kの室内の放射能濃度[Bq⁄m3] 

Mk t  ：時刻 tにおける核種 kの室内の放射能量[Bq] 

V  ：空調バウンダリ内容積[m3] 

λk   ：核種 kの崩壊定数[1⁄s] 

G1 ：緊急時対策所空気浄化送風機の風量[m3⁄s] 

G2 ：緊急時対策所正圧化装置の空気供給量[m3⁄s] 

Ek  ：緊急時対策所空気浄化フィルタユニット除去効率[%] 

Sk t  ：時刻 tにおける核種 kの外気の放射能濃度[Bq⁄m3] 

χ Q⁄  ：相対濃度[s⁄m3] 

Qk t  ：時刻 tにおける核種 kの放出率[Bq⁄s] 
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b.評価体系 

室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばく

の評価に当たり想定した評価体系を図添 1-10-1 に示す。

なお，線源領域は 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）内の空間部とし，室内の放射能濃度は一様とした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1-10-1 室内に外気から取り込まれた放射性物質による被

ばくの評価モデル図 

 

c.評価コード 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）内の放射性物質

の吸入摂取による内部被ばく及び室内に浮遊している放射性物質

からのガンマ線による外部被ばくの評価に当たっては，評価コー

ドを使用せず，以下の式を用いて評価した。 

 

【吸入摂取による内部被ばく】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．評価体系 

室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばくの評価

に当たり想定した評価体系を図添 1－10－1に示す。なお，線源

領域は緊急時対策所内の空間部とし，空気中の放射能濃度は一

様とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－10－1 室内に外気から取り込まれた放射性物質による被

ばくの評価モデル図 

 

ｃ．評価コード 

緊急時対策所内の放射性物質の吸入摂取による内部被ばく及

び室内に浮遊している放射性物質からのガンマ線による外部被

ばくの評価に当たっては，評価コードを使用せず，以下の式を

用いて評価した。 

 

【吸入摂取による内部被ばく】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H = ∑ R･Hk∞

T

0k

･Ck t dt 

 

H  ：放射性物質の吸入摂取による内部被ばくの実効線量[Sv] 

R  ：呼吸率(1.2/3600)※1[m3/s] 

Hk∞   ：核種 kの吸入摂取時の実効線量への換算係数※2[Sv/Bq] 

Ck t   ：時刻 tにおける核種 kの室内の放射能濃度[Bq/m3] 

T  ：評価期間[s] 

※１ ICRP Publication71に基づく成人活動時の呼吸率を設定 

※２ ICRP Publication71及びICRP Publication72に基づき設定 
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【外部被ばく】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.評価結果 

室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばくの評価結

果を表添 1-10-1 に示す 

 

 

表添 1-10-1 室内に外気から取り込まれた放射性物質による 

被ばくの評価結果 

（陽圧化装置による陽圧化が 2分間遅延した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【外部被ばく】 

 

 

 

 

ｄ．評価結果 

室内に外気から取り込まれた放射性物質による被ばくの評価

結果を表添 1－10－1に示す。 

 

 

表添 1-10-1室内に取込まれた放射性物質による被ばくの 

評価結果 

（緊急時対策所正圧化装置による正圧化が５分間遅延した場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H =  6.2 × 10 14
T

o

･Eγ･ 1  e μR ･Cγ t dt 

 

H  ：ガンマ線による外部被ばくの実効線量[Sv] 

Eγ    ：ガンマ線の実効エネルギー(0.5)[MeV] 

μ  ：空気に対するガンマ線の線エネルギー呼吸係数[1⁄m] 

R  ：室内容積と同じ容積をもつ半球の半径[m] 

Cγ t   ：時刻 tにおける室内の放射能濃度[Bq⁄m3] 

（ガンマ線 0.5MeV換算） 

T  ：評価期間[s] 
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(2) 可搬型陽圧化空調機のフィルタに取り込まれた放射性物質に

よる被ばく 

可搬型陽圧化空調機のフィルタに取り込まれた放射性物質か

らのガンマ線による被ばくの評価方法を以下に示す。 

a.積算線源強度 

フィルタ内の積算線源強度[photons]は，核種ごとの積算崩壊数

[Bq・s]に核種ごとエネルギーごとの放出率[photons/(Bq・s)]を

乗ずることで評価した。積算線源強度の評価結果を表添 1-10-3及

び表添 1-10-4に示す。 

なお，陽圧化装置による陽圧化開始が 2 分間遅れた場合の積算

崩壊数は，陽圧化開始が 10時間遅れた場合の積算崩壊数に 600 分

の 2（=2 分/(10×60 分)）を乗ずることにより求めた。 

 

 

 

 

 

 

 

ここで，可搬型陽圧化空調機のフィルタに取り込まれた放射性

物質の積算線源強度は以下の式により評価した。なお，本評価に

おいては，希ガス以外に対するフィルタの除去効率を保守的に

100%とした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 緊急時対策所空気浄化フィルタユニットに取込まれた放射性

物質による被ばく 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニットに取込まれた放射性物

質からのガンマ線による被ばくの評価方法を以下に示す。 

ａ．積算線源強度 

フィルタ内の積算線源強度[photons]は，核種ごとの積算崩壊数

[Bq・s]に核種ごとエネルギーごとの放出率[photons/(Bq・s)]を

乗ずることで評価した。積算線源強度の評価結果を表添 1－10－3

及び表添 1－10－4に示す。 

なお，緊急時対策所正圧化装置による正圧化開始が５分間遅れ

た場合の積算崩壊数は，正圧化が 10時間遅れた場合の積算崩壊数

に 600分の５(=５分/(10×60 分))を乗ずることにより求めた。 

 

 

 

ここで，緊急時対策所空気浄化フィルタユニットに取込まれた

放射性物質の積算線源強度は以下の式により評価した。なお，本

評価においては，希ガス以外に対するフィルタの除去効率を保守

的に 100%とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

 

・評価条件の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qk =  (χ Q⁄ )･qk t ･
G

λk

･(1  exp( λk･ T  t ))dt
T

0

 

 

Qk  ：核種 kの積算崩壊数[Bq･s] 

χ Q⁄   ：相対濃度[s⁄m3] 

qk t   ：時刻 tにおける核種 kの大気中への放出率[Bq⁄s] 

G   ：換気空調系による取込の体積風量[m3⁄s] 

λk   ：核種 kの崩壊定数[1⁄s] 

T  ：評価期間[s] 
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核種の大気中への放出率[Bq/s]は表添 1-1-1 に基づき評価し

た。また，相対濃度は表添 1-1-4の値を用いた。 

核種ごとエネルギーごとの放出率[photons/(Bq・s)]は，制動放

射（H2O）を考慮した ORIGEN2ライブラリ（gxh2obrm.lib）値から

求めた。また，遮蔽効果を考慮する際のガンマ線エネルギー群は，

ORIGEN2のガンマ線ライブラリの群構造（18群）から MATXSLIB-J33

（42群）に変換した。変換方法は，直接ガンマ線及びスカイシャ

インガンマ線による被ばくの評価時と同様，「日本原子力学会標準

低レベル放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準：2008」

（2009 年 9 月（社団法人日本原子力学会））の附属書 H に記載さ

れている変換方法を用いた。 

 

b.評価体系 

可搬型陽圧化空調機のフィルタに取り込まれた放射性物質から

のガンマ線による被ばくの評価に当たり，想定した評価体系を図

添 1-10-2に示す。線源（フィルタ）と評価点の距離は 

遮蔽厚さはコンクリートで と仮定した。なお，

可搬型陽圧化空調機のフィルタと 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）の最近接距離は 以上であること，及び可搬型

陽圧化空調機のフィルタと 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対

策本部）の間には 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

の壁（コンクリートで    ）に加え，遮蔽効果が見込めるそ

の他の内壁（コンクリート）が存在することから，本評価体系は

保守的な結果を与える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1-10-2可搬型陽圧化空調機のフィルタからのガンマ線によ

る被ばくの評価モデル 

 

核種の大気中への放出率[Bq/s]は表添 1－1－1 に基づき評価し

た。また，相対濃度は表添 1－1－4の値を用いた。 

核種ごとエネルギーごとの放出率[photons/(Bq・s)]は，ベータ

線放出核種の水中における制動放射を考慮した ORIGEN2 ライブラ

リ(gxh2obrm.lib)値を参照した。また，エネルギー群を ORIGEN2

のガンマ線ライブラリ群構造(18 群)から MATXSLIB-J33(42 群)に

変換した。変換方法は，直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ

線による被ばくの評価時と同様，「日本原子力学会標準 低レベル

放射性廃棄物輸送容器の安全設計及び検査基準：2008」（2009年 9

月（社団法人）日本原子力学会）の附属書 H に記載されている変

換方法を用いた。 

 

ｂ．評価体系 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニットに取込まれた放射性物

質からのガンマ線による被ばくの評価に当たり，想定した評価体

系を図添 1－10－2に示す。線源と評価点との距離はチャコールフ

ィルタが  mm，HEPA フィルタが mm，遮蔽厚さは緊

急時対策所のうちで最も薄い遮蔽壁厚さからコンクリート壁のマ

イナス側許容公差を差し引いた値（コンクリート  mm）と仮定

した。 

 

 

図添 1－10－2 緊急時対策所空気浄化フィルタユニットからのガ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価モデルの相違 

【柏崎 6/7】 

⑨の相違 

 

・設備の相違 

島根２号炉では線源

（フィルタ）と緊急時対

策所との間に遮蔽物は

無い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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c.評価コード 

QAD-CGGP2R コード※1を用いた。 

※1 ビルドアップ係数は GP法を用いて計算した。 

 

d.評価結果 

可搬型陽圧化空調機のフィルタに取り込まれた放射性物質から

のガンマ線による被ばくの評価結果を表添 1-10-2 に示す。表添

1-10-2 より，遅延時間が 2分間の場合の実効線量は無視できる程

度に小さいことが分かる。 

 

表添 1-10-2 可搬型陽圧化空調機のフィルタに取り込まれた放

射性物質からのガンマ線による被ばくの評価結果 

 

 

ンマ線による被ばくの評価モデル（１／２） 

 

 

図添 1－10－2 緊急時対策所空気浄化フィルタユニットからのガ

ンマ線による被ばくの評価モデル（２／２） 

 

ｃ．評価コード 

ＱＡＤ－ＣＧＧＰ２Ｒ※を用いた。 

※ ビルドアップ係数はＧＰ法を用いて計算した。 

 

ｄ．評価結果 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニットに取込まれた放射性物

質からのガンマ線による被ばくの評価結果を表添 1－10－2 に示

す。表添 1－10－2より，遅延時間が５分間の場合の実効線量は無

視できる程度に小さいことが分かる。 

 

表添 1－10－2 緊急時対策所空気浄化フィルタユニットに取込ま

れた放射性物質からのガンマ線による被ばくの評価結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

 

 

・評価結果の相違 
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表添 1-10-3フィルタ内の積算線源強度（陽圧化開始が 10 時間遅れ

た場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－10－3 フィルタ内の積算線源強度（正圧化開始が 10 時

間遅れた場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 
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表添 1-10-4 フィルタ内の積算線源強度（陽圧化開始が 2 分間遅れ

た場合） 

 

 

 

表添 1－10－4 フィルタ内の積算線源強度（正圧化開始が５分間

遅れた場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 
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添付資料 11 

 

可搬型陽圧化空調機のフィルタの除去効率の設定について 

 

 

可搬型陽圧化空調機は，エアロゾル粒子の捕集が可能な高

性能粒子フィルタ及び無機よう素と有機よう素の捕集が可能

なチャコール・フィルタを有している。 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に係る

被ばく評価においては，可搬型陽圧化空調機の各フィルタの除去

効率を，設計値を基に 99.9%としている。以下に，温度及び湿度

条件並びにフィルタの保持容量の観点から，被ばく評価におけ

るフィルタ除去効率の設定の妥当性について示す。 

 

 

1．温度及び湿度条件について 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）は，6 号及び 7 号

炉の原子炉建屋から離れた建屋内（5 号炉原子炉建屋内）に設

置されているため，温度や湿度が通常時に比べて大きく変わる

ことはなく，フィルタの性能が低下するような環境にはならな

い。したがって，温度及び湿度条件の観点において，高性能粒子

フィルタ及びチャコール・フィルタの除去効率を 99.9%と設定

することは妥当である。 

 

 

2．保持容量について 

各フィルタの保持容量と事故期間中でのフィルタの捕集量

を比較し，フィルタの保持容量が捕集量に対し十分大きいこ

とから，被ばく評価におけるフィルタ除去効率の設定 が妥当

であることを示す。 

 

 

(1) フィルタの捕集量の評価方法 

フィルタの捕集量は，安定核種を考慮した炉心内蔵量及

び審査ガイドに定められる核種毎の大気中への放出割合並

びに大気拡散の効果，可搬型陽圧化空調機の風量から算出し

た。なお，各フィルタが捕集可能な物質は全てフィルタ内に捕

  

添付資料１１ 

 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニットの除去効率の 

設定について 

 

緊急時対策所空気浄化フィルタユニットは，エアロゾル粒子の

捕集が可能な高性能粒子用フィルタ及び無機よう素と有機よう素

の捕集が可能なよう素用チャコールフィルタを有している。 

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価においては，緊急時対

策所空気浄化フィルタユニットの各フィルタの除去効率を，設計

値を基に高性能粒子用フィルタの除去効率 99.99%とし，よう素用

チャコールフィルタの除去効率を無機よう素の場合 99.99%及び有

機よう素の場合 99.75%としている。以下に，温度及び湿度条件並

びにフィルタの保持容量の観点から，被ばく評価におけるフィル

タ除去効率の設定の妥当性について示す。 

 

１．温度及び湿度条件について 

緊急時対策所空気浄化送風機に取付けれらているヒーターに

より温度管理することで，フィルタの性能が低下するような環

境にはならない。したがって，温度及び湿度条件の観点におい

て，高性能粒子用フィルタの除去効率を 99.99%とし，よう素用

チャコールフィルタの除去効率を無機よう素の場合 99.99%及び

有機よう素の場合 99.75%と設定することは妥当である。 

 

 

２．保持容量について 

各フィルタの保持容量と事故期間中でのフィルタの捕集量を

比較し，フィルタの保持容量が捕集量に対し十分大きいことか

ら，被ばく評価におけるフィルタ除去効率の設定が妥当である

ことを示す。 

 

(1) フィルタの捕集量の評価方法 

フィルタの捕集量は，安定核種を考慮した炉心内蔵量及び審

査ガイドに定められる核種ごとの大気中への放出割合並びに大

気拡散の効果，緊急時対策所空気浄化送風機の風量から算出し

た。なお，各フィルタが捕集可能な物質は全てフィルタ内に捕

集されるものとした。また，評価に当たっては，放射性雲が通

 

 

 

・資料構成の相違 

【東海第二】 

島根２号炉はフィル

タ除去効率について記

載 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

・設備の相違 
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集されるものとした。また，評価に当たっては，放射性雲が通

過する期間（事故発生 24 時間後から 34 時間後までの 10 時間）

において，可搬型陽圧化空調機が 600m3/h の風量で運転してい

るものと仮定した。 

図添 1-11-1 及び図添 1-11-2 に，フィルタの捕集量評価過程

について示す。 

 

(2) 評価結果 

表添 1-11-1 に，各フィルタの保持容量及び捕集量を示す。

各フィルタの保持容量は，捕集量に対し十分大きい。したが

って，フィルタの保持容量の観点において，高性能粒子フィ

ルタ及びチャコール・フィルタの除去効率を 99.9%と設定する

ことは妥当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

過する期間（事故発生 24 時間後から 34時間後までの 10時間）

において，緊急時対策所空気浄化送風機が 1500m3/hの風量で運

転しているものと仮定した。 

図添 1－11－1 及び図添 1－11－2 に，フィルタの捕集量評価

過程について示す。 

 

(2) 評価結果 

表添 1－11－1に，各フィルタの保持容量及び捕集量を示す。

各フィルタの保持容量は，捕集量に対し十分大きい。したがっ

て，フィルタの保持容量の観点において，高性能粒子用フィル

タの除去効率を 99.99%とし，よう素用チャコールフィルタの除

去効率を無機よう素の場合 99.99%及び有機よう素の場合

99.75%と設定することは妥当である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 
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表添 1-11-1 可搬型陽圧化空調機の各フィルタの捕集量及び保持

容量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－11－2 チャコール・フィルタの捕集量評価の過程 

 

 

表添 1－11－1 緊急時対策所空気浄化フィルタユニットの各フィ

ルタの捕集量及び保持容量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－11－1高性能粒子用フィルタの捕集量評価の過程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－11－2 よう素用チャコールフィルタの捕集量評価の過程 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 
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表添 1-11-2 炉心内蔵量（安定核種を含む） 

 

 

※1 Te 単独よりもO2が増える分，炉内内蔵量として大きく評価さ

れるTeO2を代表として参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－11－2 停止時炉内内蔵量（安定核種を含む） 

 

 

※1 Te単独よりも O2が増える分，炉内内蔵量として大きく評価さ

れる TeO2を代表として参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核種グループ 核種類 炉内内蔵量[kg] 

CsI I類 

TeO2,Te2 Te類※１ 

SrO Ba類 

MoO2 Ru類 

CsOH Cs類 

BaO Ba類 

La2O3 La類 

CeO2 Ce類 

Sb Te類 

UO2 Ce類 
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添付資料 12 

 

使用済燃料プール等の燃料等による影響について 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に係る

被ばく評価に当たっては，柏崎刈羽原子力発電所 6号及び 7号炉

において「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等」

の事故が発生した場合を想定している。 

一方，5 号炉については停止状態にあるものの，使用済燃料プ

ール（以下「SFP」という。）には使用済燃料や制御棒等を貯蔵し

ている。さらに，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）

に隣接する 5号炉蒸気乾燥器・気水分離器ピット（以下「DSP」と

いう。）には，蒸気乾燥器及び気水分離器等を保管している。 

 

 

 

 

 

これらの燃料等からの放射線については，SFP 等の水位が十分

確保されている場合は水の遮蔽効果により 5 号炉原子炉建屋内緊

急時対策所（対策本部）の居住性に与える影響は無視できると考

えられるが，ここでは，仮に水位を十分確保できない場合を想定

して，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に

与える影響について評価した。なお，1 号炉から 4 号炉について

は，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）と各 SFP 等と

の距離が 1km 以上離れていることから，その影響は十分に小さい

と考えられる。また，6号及び 7号炉については，SFPの重大事故

時における注水手段を整備していることから，水位の低下による

影響は考えないものとした。なお，5 号炉原子炉建屋内緊急時対

策所（対策本部） と 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所（待機場所）

は同等の遮蔽性能を有しているため，5号 炉原子炉建屋内緊急時

対策所（対策本部）を代表として影響を評価した。 

本評価の結果，5 号炉の SFP 等の燃料等からのガンマ線による

対策要員の実効線量は 7日間で 0.1mSv以下となり，6号及び 7号

炉の炉心内燃料からの寄与（7日間で約 58mSv）に比べ，十分小さ

いことを確認した。 

 

  

添付資料 12 

 

燃料プールの使用済燃料による影響について 

 

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価に当たっては，２号炉

において「東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故と同等」

の事故が発生した場合を想定している。 

 

一方，１号炉については廃止措置中であるものの，燃料プール

（以下「ＳＦＰ」という。）に使用済燃料を貯蔵している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料からの放射線については，ＳＦＰの水位が十分確保

されている場合は水の遮蔽効果により緊急時対策所の居住性に与

える影響は無視できると考えられるが，ここでは，仮に水位を十

分確保できない場合を想定して，緊急時対策所の居住性に与える

影響について評価した。 

 

 

 

なお，２号炉については，ＳＦＰの重大事故時における注水手

段を整備していることから，水位の低下による影響は考えないも

のとした。 

 

 

 

本評価の結果，１号炉のＳＦＰの使用済燃料からのガンマ線に

よる対策要員の実効線量は 7日間で 0.1mSv以下となり，２号炉の

炉心内燃料からの寄与（７日間で約 1.7mSv）に比べ，十分小さい

ことを確認した。 

 

 

 

 

・隣接号炉の状況の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は隣接号

炉の燃料プールからの

影響について記載 

 

・隣接号炉の状況の相違 

島根１号炉は廃止措

置中 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の緊急時

対策所は，ＤＳＰから十

分離れている 

 

 

 

 

 

 

 

・施設の相違 

【柏崎 6/7】 

島根で審査号炉以外

に使用済燃料を貯蔵し

ているのは１号炉のみ 

 

・施設の相違 

【柏崎 6/7】 

③の相違 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 
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このことから，SFP 等の水位が十分確保されない場合を想定し

ても，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の対策要員

の実効線量は 7日間で 100mSvを超えないと考えられ る。 

 

1. SFP について 

SFP 内の燃料等はプール水により遮蔽されているため，SFP の

水位を十分確保できている場合は，燃料等に起因する放射線が

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に与え

る影響は無視できると考えられる。また，SFP は耐震重要度 S

クラスの設備であり SFP 水の補給も可能であることから，スロ

ッシング等の要因による水位低下は長期間にわたることは無い

と考えられる。 

ここでは，SFP の水位が一時的に低下した場合を想定し，燃

料等が 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性

に与える影響を評価した 

 

(1)評価条件 

a.線 源 

線源として SFP 内の使用済燃料，燃料上部構造物，制御棒を

考慮する。 

 

 

 

 

なお，制御棒については原子炉出力運転時において高さ方向

の照射条件及び構造材質が異なるため，高さ方向に 3 領域に分

割してそれぞれについて線源強度を設定した。線源強度を表添

1-12-1 から表添 1-12-2 に，線源強度の主要な評価条件を表添

1-12-3に示す。また，線源モデルを図添 1-12-1 から図添 1-12-4

に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

このことから，ＳＦＰの水位が十分確保されない場合を想定し

ても，緊急時対策所の対策要員の実効線量は７日間で 100mSvを超

えないと考えられる。 

 

１．ＳＦＰについて 

ＳＦＰ内の使用済燃料はプール水により遮蔽されているた

め，ＳＦＰの水位を十分確保できている場合は，燃料等に起因

する放射線が緊急時対策所の居住性に与える影響は無視できる

と考えられる。また，ＳＦＰは耐震重要度Ｓクラスの設備であ

りＳＦＰ水の補給も可能であることから，スロッシング等の要

因による水位低下は長期間にわたることは無いと考えられる。 

 

ここでは，ＳＦＰの水位が一時的に低下した場合を想定し，

使用済燃料が緊急時対策所の居住性に与える影響を評価した。 

 

 

(1) 評価条件 

ａ．線源 

線源としてＳＦＰ内の使用済燃料を考慮する。 

 

 

 

 

 

評価に使用する使用済燃料の線源強度を表添 1－12－1に，

線源強度の主要な評価条件を表添 1－12－2に示す。また，線

源モデルを図添 1－12－1から図添 1－12－3に示す。 

なお，評価における線源形状は，実際の使用済燃料貯蔵ラ

ックの配置と面積を包絡するような直方体で保守的にモデル

化する。上記条件で評価した使用済燃料１本あたりのガンマ

線源強度に，このモデルにおける本数（1,539 本）を乗じる

ことで，使用済燃料貯蔵ラック全体の線源強度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉では，燃料

上部構造物を使用済燃

料と見なして保守的に

評価している。 

・評価対象の相違 

【柏崎 6/7】 

島根では制御棒と使

用済燃料は同じ高さに

貯蔵されているため制

御棒の影響は使用済燃

料の影響に包絡される 
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表添 1-12-1 線源強度(使用済燃料及び制御棒) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1-12-2 線源強度（燃料上部構造物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－12－1 使用済燃料の線源強度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6,7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

島根では，燃料上部構

造物を使用済燃料と見

なして保守的に評価し

ている。 
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表添 1-12-3 線源強度の主要な評価条件（1/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1-12-3 線源強度の主要な評価条件（2/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表添 1－12－2 線源強度の主要な評価条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

島根では制御棒と使

用済燃料は同じ高さに

貯蔵されているため制

御棒の影響は使用済燃

料の影響に包絡される 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方法の相違 

【柏崎 6/7】 

島根では，燃料上部構

造物を使用済燃料と見

なして保守的に評価し

ている。 
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図添 1-12-1 線源モデル（使用済燃料・燃料上部構造物）（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1-12-2 線源モデル（使用済燃料・燃料上部構造物）（A-A’

断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1－12－1 ＳＦＰ水喪失時のスカイシャイン計算コードの線

量率評価の計算モデル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価モデルの相違 

【柏崎 6/7】 

島根は評価点が線源

とは別建物内 
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図添 1-12-3 線源モデル（制御棒）（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添 1-12-4 線源モデル（制御棒）（A-A’断面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図添1－12－2 ＳＦＰ水喪失時のモンテカルロ計算コードの線

量率評価の計算モデル 

（平面図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価モデルの相違 

【柏崎 6/7】 

島根は評価点が線源

とは別建物内 
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図添 1－12－3 ＳＦＰ水喪失時のモンテカルロ計算コードの 

線量率評価の計算モデル（断面図） ・評価モデルの相違

【柏崎 6/7】

島根は評価点が線源

とは別建物内 
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b.遮蔽

(a) 線源周りの遮蔽

線源周りの遮蔽としては，原子炉建屋外壁及び原子炉建屋屋

上並びに SFP 躯体を考慮した。線源周りの遮蔽モデルを図添

1-12-1から図添 1-12-4に示す。

なお，本評価では SFP の水位が十分確保できない場合の影響

を評価するため，保守的にプール水による遮蔽効果には期待し

ないものとした。 

(b) 評価点周りの遮蔽

評価点周りの遮蔽としては，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）の躯体を考慮し，評価点が厚さ     の普

通コンクリート（密度 2.15g/cm3）に覆われているものとした。 

c.線源と評価点との位置関係

線源と評価点との位置関係を図添 1-12-1 から図添 1-12-4 に

示す。 

水平方向については，線源周りの遮蔽厚が最も小さくなるよう，

線源の平面中心位置を通る直線上において，線源から 5 号炉原子

炉建屋内緊急時対策所（対策本部）までの水平距離として 46000mm 

を用いた。 

垂直方向については，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策

本部）内の床から 1.5m 高さとして，SFP上端から 3700mm 低い位

置とした 

ｂ．遮蔽 

(a) 線源周りの遮蔽

線源周りの遮蔽として，ＳＦＰ躯体を考慮した。線源周り

の遮蔽モデルを図添 1－12－1および図添 1－12－3に示す。 

なお，本評価ではＳＦＰの水位が十分確保できない場合の

影響を評価するため，保守的にプール水による遮蔽効果には

期待しないものとした。 

(b) 評価点周りの遮蔽

評価点周りの遮蔽としては，緊急時対策所の躯体を考慮し，

評価点が厚さ の普通コンクリート（密度 2.02g/cm3）

に覆われているものとした。 

ｃ．線源と評価点との位置関係 

線源と評価点との位置関係を図添 1－12－4に示す。 

水平方向については，線源の平面中心位置を通る直線上にお

いて，線源から緊急時対策所までの水平距離として 266506mmを

用いた。 

垂直方向については，緊急時対策所の敷地高さとして，ＳＦ

Ｐ上端から 13582mm 高い位置とした。（評価点の敷地高さ EL 

50000 mm） 

・評価モデルの相違

【柏崎 6/7】

島根では原子炉建物

屋上及び外壁は遮蔽と

して考慮していない。 

・施設の相違

【柏崎 6/7】

ＳＦＰと緊対室の距

離の相違 

・評価モデルの相違

【柏崎 6/7】

島根は評価点が線源

とは別建物内 
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(2) 評価コード

a.MCNP5 コード

MCNP5 コードでは，評価点周りに遮蔽がない場合の，評価点に

おけるガンマ線量率及びそのエネルギースペクトルを評価した。

なお，本コードによる評価では，底面は平坦であるとし，底面や

各遮蔽壁による散乱の効果を考慮している。 

また，検出器には点検出器を用い，統計誤差の判断基準は 5%

未満とした。 

b.QAD-CGGP2R コード

QAD-CGGP2R コードでは，評価点周りの遮蔽体の遮蔽効果を評価

した。なお，ガンマ線のエネルギースペクトルは MCNP5コードに

て評価したものを用いた。 

図添 1－12－4 ＳＦＰ水喪失時の緊急時対策所の評価点位置

（ＳＦＰ中心～評価点の距離） 

(2) 評価コード

使用済燃料からのスカイシャインガンマ線による線量率

を，スカイシャイン計算コード及びモンテカルロ計算コード

により評価する。 

ａ．スカイシャイン計算コード 

スカイシャインガンマ線の評価において許認可使用実績

のある，ANISN コードと G33-GP2R の接続計算により評価す

る。 

(a) ANISNコード

ANISN コードでは使用済燃料貯蔵ラック上端位置にお

ける放射線角度束を求め，これに使用済燃料貯蔵ラック

上部表面積を乗じることで図添 1－12－1 上段に示すよ

うに点線源を算出した。 

(b) G33-GP2Rコード

G33-GP2Rコードでは図添 1－12－1下段に示すように，

燃料上端から上部におけるスカイシャインガンマ線によ

るガンマ線量率を評価した。 

・評価モデルの相違

【柏崎 6/7】

島根は評価点が線源

とは別建物内 

・評価コードの相違

【柏崎 6/7】

島根では線源と評価

点が異なる建物である

ため，スカイシャイン線

を評価 
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(3) 評価結果 

単位時間当たりの実効線量は 2.0×10-4mSv/h 以下となり，7

日間の積算線量に換算した場合 0.1mSv以下となった 

 

 

 

 

2.DSPについて 

DSP 内に保管される蒸気乾燥器及び気水分離器については，他

号炉を含め，これまでの点検実績を踏まえると，当該構造物の表

面におけるガンマ線量率は最大でも 200mSv/h程度である。このた

め，DSP の水位を十分確保できている場合は，プール水の遮蔽効

果により，当該構造物等に起因する放射線が 5 号炉原子炉建屋内

緊急時対策所（対策本部）の居住性に与える影響は無視できると

考えられるが，水位が十分確保できない場合において， 当該構造 

物が 5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に与

える影響につい て，以下のとおり評価した。 

なお，蒸気乾燥器及び気水分離器からの直接ガンマ線について

は，図添 1-12-5 に示すように，どちらも    の普通コンク

リートに遮蔽されるため，その影響は SFP 内の燃料等による被ば

く線量と比べても，十分小さいとして評価の対象外とし，スカイ

シャインガンマ線を評価の対象とした。 

また，蒸気乾燥器については，当該の表面線量率が気水分離器

と同程度かそれ以下であり，さらに，これらが DSP 内に配置され

た際の位置関係は図添 1-12-5 に示されるように，蒸気乾燥器に

よるスカイシャインガンマ線の散乱角が，気水分離器のスカイシ

ャインガンマ線の散乱角より大きくなるよう配置される。このた

め，蒸気乾燥器による被ばく線量は，気水分離器による被ばく線

量より小さくなると考え，合計の線量の評価に当たっては， 気水

分離器による評価結果を 2倍することで評価した。 

なお，線源からの放射線の放出角度は，ＳＦＰ内側の

躯体に放射線が遮断されない範囲を模擬した。 

ｂ．モンテカルロ計算コード 

計算モデルを図添 1－12－2 及び 1－12－3 に示す。線量

率評価は，線源形状及びＳＦＰ の側面・床面，オペフロ床

面をモデル化し，保守的にオペフロ床面以上の建物側壁や，

建物屋根は考慮していない。 

 

(3) 評価結果 

直接ガンマ線はＳＦＰ躯体及び原子炉建物外壁で十分に遮

蔽されるため考慮しない。一方，スカイシャインガンマ線に

よる単位時間当たりの実効線量は，両手法のいずれでも 1.0

×10-4mSv/h 以下となり，7 日間の積算線量に換算した場合で

も 0.1mSv以下となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 
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図添 1-12-5 DSPと 5号炉原子炉建屋内緊急時対策所の位置関係 

 

(1) 評価条件 

a.線源 

線源として気水分離器を考慮し，気水分離器と同等の点線源

（核種：60Co，放射角度：約 165°）を用いた。 

点線源の線源強度は，図添 1-12-6に示す気水分離器のモデル

を用いて，表面線量（200mSv/h，表面から距離 1cm）を再現す

る線源濃度を QAD-CGGP2Rコードにて評価し，線源を 1点に集約

することによって求めた。このとき，線源は気水分離器の上面

にのみ均一に分布しているものとした。線源強度を表添 1-12-4 

に示す。 

放出角度は，図添 1-12-7 から図添 1-12-9 に示す DSP の概形

及び気水分離器モデルの上面高さを基に算出した。放出角度を

図添 1-12-10に示す。 
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図添 1-12-6 気水分離器のモデル 

 

 

 

 

表添 1-12-4 線源強度 
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・評価対象の相違
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対策所は，ＤＳＰから十
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図添 1-12-7 DSP 平面図 

図添 1-12-8 DSP 断面図（A-A’断面） 
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図添 1-12-10 放出角度 

図添 1-12-9 DSP 断面図（B-B’断面） 
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b.遮蔽 

(a) 線源周りの遮 蔽 

原子炉建屋外壁及び原子炉建屋屋上並びに DSP 躯体は考慮し

ないものとした。また，本評価では DSP の水位が十分確保でき

ない場合の影響を評価するため，保守的に水による遮蔽効果に

は期待しないものとした。 

 

(b) 評価点周りの遮蔽 

評価点周りの遮蔽としては，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策

所（対策本部）の躯体を考慮し，評価点が厚さ    の普通

コンクリート（密度 2.15g/cm3）に覆われているものとした。 

 

c.線源と評価点との位置関係 

線源と評価点との位置関係を，図添 1-12-11 及び図添 1-12-12

に示す。 線源と評価点の水平距離は， とした。また，評価

高さは，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の床から

1.5m高さとした。 
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(2) 評価コード

a.QAD-CGGP2Rコード

QAD-CGGP2R コードは，気水分離器と同等となる点線源の評価

に用いた。 

b.G33-GP2R コード

G33-GP2R コードは，QAD-CGGP2R で評価した点線源による 5

号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）内の評価点におけ

るスカイシャインガンマ線の評価に用いた。 

(3) 評価結果

気水分離器及び蒸気乾燥器の両方を考えた場合でも，スカイ

シャインガンマ線量率は 2.0×10-7mSv/h 以下であり，直接ガン

マ線と同様にスカイシャインガンマ線についても，SFP 内の燃

料等による被ばく線量に比べ十分に小さい。 

・評価対象の相違

【柏崎 6/7】 

島根２号炉の緊急時

対策所は，ＤＳＰから十
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添付資料 13 

コンクリートの施工誤差の影響について 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に係る

被ばく評価では，審査ガイドに基づき最適評価手法を採用してお

り，コンクリート厚として公称値を参照している。また，各被ば

く経路の遮蔽モデルは原子炉格納容器の遮蔽効果や大部分の内壁

の遮蔽効果に期待しない等保守性を確保したモデルとなってお

り，仮にコンクリートの実際の厚さが公称値よりも許容される施

工誤差分だけ薄い場合であっても，施工誤差の影響は遮蔽モデル

の持つ保守性に包含されるものと考えられる。以下では，コンク

リート厚の施工誤差が居住性評価に与える影響を検討した。 

検討の結果，コンクリート厚の施工誤差の影響は遮蔽モデルの持

つ保守性に包含されると考えられ，仮に遮蔽モデル上の各コンク

リート厚を許容される施工誤差分だけ薄くした場合においても，

被ばく線量に与える影響は最大でも約 8.5mSvとなり，公称値を参

照した評価結果（約 58mSv）と合算しても判断基準「対策要員の

実効線量が 7日間で 100mSvを超えないこと」を満足することを確

認した。 

 

1.想定する施工誤差について 

5号炉原子炉建屋のコンクリート工事は，「建築工事標準仕様

書・同解説 JASS5N原子力発電所施設における鉄筋コンクリート

工事」に準拠して実施されており，同仕様書においてコンクリ

ートの柱・梁・壁・スラブの断面寸法の許容差の標準値（mm）

は-5～+15と定められている。 

以下では，施工誤差の影響を保守的に考慮するため，想定す

る施工誤差を-5mmとした。 

 

2.施工誤差による遮蔽効果への影響について 

遮蔽壁によるガンマ線の遮蔽効果はガンマ線のエネルギース

ペクトルにより異なることから，施工誤差（-5mm）の影響は被

ばく経路ごとに評価するものとした。また，本検討においては，

単位厚さ当たりの線量透過率が最も小さくなる（誤差の影響が

最も大きい）コンクリート厚区間（コンクリート厚 0cm から

100cm間について 10cm間隔で算出した線量透過率から評価（表

添 1-13-1 参照））における，単位厚さ当たりの線量透過率を用

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価方針の相違 
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いた。 

なお，直接ガンマ線及びスカイシャインガンマ線については

コンクリート厚さ 30cm から 40cm，グランドシャインガンマ線

についてはコンクリート厚さ 40cm から 50cm 間，クラウドシャ

インガンマ線についてはコンクリート厚さ 20cm から 30cm 間で

の単位厚さ当たりの線量透過率が最も小さくなる。 

施工誤差分の厚さのコンクリートの線量透過率の評価結果を

表添 1-13-2に示す。施工誤差分の厚さ（-5mm）のコンクリート

の線量透過率は約 9.4×10-1から約 9.5×10-1となった。 

表添 1-13-1 各被ばく経路及びコンクリート厚に対する線量透

過率 

・評価方針の相違
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⑨の相違
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表添 1-13-2 施工誤差分の厚さのコンクリートに対する 

線量透過率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.居住性評価結果への影響について 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に係

る被ばく評価においては，被ばく経路ごとに遮蔽モデルを設定

している。各遮蔽モデルは原子炉格納容器の遮蔽効果や大部分

の内壁の遮蔽効果に期待しない等，保守性を確保したモデルと

なっており，仮にコンクリートの実際の厚さが公称値よりも施

工誤差分だけ薄い場合であっても，施工誤差の影響は遮蔽モデ

ルの持つ保守性に包含されるものと考えられる。 

例えば，被ばく経路のうち最も影響が大きいクラウドシャイ

ンガンマ線については，遮蔽モデル上の遮蔽厚さとしてコンク

リート厚    を採用しているが，5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所（対策本部）を囲む 6 面（天井面，床面，側面）のう

ち，3 面は    よりも厚くなっており（天井面，西

面：    ，北面：コンクリート厚    ），当該方向から

入射するガンマ線からの影響は他の方向（東面，南面，床面）

から入射するガンマ線からの影響に対し桁落ちすると考えられ

る。 

このことから，クラウドシャインガンマ線に対する遮蔽モデ

ルについて遮蔽の厚さをより精緻に設定した場合，その評価結

果は全面を    とした場合の評価結果に比べ大幅に低減さ

れるものと考えられ，その低減効果は施工誤差による影響を上

回るものと考えられる。 

以下では，上述の状況にかかわらず，遮蔽モデル上の各コン

クリート厚を許容される施工誤差分だけ薄くした場合の被ばく

線量に与える影響を評価した。 
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評価結果を表添 1-13-3に示す。遮蔽モデル上の各コンクリー

ト厚を許容される施工誤差分だけ薄くした場合，被ばく線量の

上昇分は最大でも約 8.5mSvとなった。このことから，仮に遮蔽

モデル上の各コンクリート厚を許容される施工誤差分だけ薄く

した場合においても，判断基準の「対策要員の実効線量が 7 日

間で 100mSv を超えないこと」を満足することを確認した 

表添 1-13-3 遮蔽モデル上で各コンクリート厚を 

許容される施工誤差分だけ薄くすることによる 

被ばく線量に与える影響 

・評価方針の相違
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⑨の相違
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（参考）原子炉運転時の炉心熱出力を定格熱出力に余裕を見た出

力とした場合の影響について 

 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に係る

被ばく評価では，審査ガイドに基づき最適評価手法を採用してお

り，原子炉運転時の炉心熱出力として定格熱出力を参照している。

以下では，原子炉運転時の炉心熱出力を，設計基準事故解析と同

様に，定格熱出力に余裕を見た出力（定格熱出力の 102%）とした

場合の影響を検討した。 

検討の結果，被ばく線量は約 59mSv となり，判断基準「対策要

員の実効線量が 7日間で 100mSvを超えないこと」を満足すること

を確認した。以下，検討結果を示す。 

 

1.検討 

5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所（対策本部）の居住性に係

る被ばく評価において考慮した各被ばく経路からの被ばく線量

は，線源となる放射性物質の量に比例する。また，線源となる

放射性物質の量は，停止時炉内内蔵量に比例する。 

 

なお，停止時炉内内蔵量は，以下の式より評価している。 

停止時炉内内蔵量[Bq]＝単位出力当たりの停止時炉内内蔵量

※[Bq/MW]×炉心熱出力[MW] 

※電力共通研究「立地審査指針改定に伴うソースタームに関

する研究（ＢＷＲ）」において評価 

 

したがって，各被ばく経路からの被ばく線量は炉心熱出力に

比例することになり，炉心熱出力を定格熱出力の 102%とした場

合における被ばく線量は，定格熱出力を用いて評価した結果を，

1.02倍することによって求められる。 

定格熱出力を用いた場合における各被ばく経路からの合計値

（約 58mSv）を 1.02倍すると，評価結果は約 59mSvになり，判

断基準「対策要員の実効線量が 7日間で 100mSvを超えないこと」

を満足している。 

 

 

 

（参考）原子炉運転時の炉心熱出力を定格熱出力に余裕を見た出

力とした場合の影響について 

 

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価では，審査ガイドに基

づき最適評価手法を採用しており，原子炉運転時の炉心熱出力と

して定格熱出力を参照している。以下では，原子炉運転時の炉心

熱出力を，設計基準事故解析と同様に，定格熱出力に余裕を見た

出力（定格熱出力の 105%）とした場合の影響を検討した。 

 

検討の結果，被ばく線量は約 1.7mSvとなり，判断基準「対策要

員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないこと」を満足するこ

とを確認した。以下，検討結果を示す。 

 

1.検討 

緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価において考慮した各

被ばく経路からの被ばく線量は，線源となる放射性物質の量に

比例する。また，線源となる放射性物質の量は，停止時炉内内

蔵量に比例する。 

 

なお，停止時炉内内蔵量は，以下の式より評価している。 

停止時炉内内蔵量[Bq]＝単位出力当たりの停止時炉内内蔵量※

[Bq/MW]×炉心熱出力[MW] 

※電力共通研究「立地審査指針改定に伴うソースタームに関

する研究（ＢＷＲ）」において評価 

 

したがって，各被ばく経路からの被ばく線量は炉心熱出力に

比例することになり，炉心熱出力を定格熱出力の 105%とした場

合における被ばく線量は，定格熱出力を用いて評価した結果を，

1.05倍することによって求められる。 

定格熱出力を用いた場合における各被ばく経路からの合計値

（約 1.7mSv）を 1.05 倍すると，評価結果は約 1.7mSvになり，

判断基準「対策要員の実効線量が 7 日間で 100mSv を超えない

こと」を満足している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 
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添付資料 8 

放射性物質の放出継続時間について 

 放射性物質の大気への放出継続時間は，「実用発電用原子炉に係

る重大事故時の制御室及び緊急時対策所の居住性に係る被ばく評

価に関する審査ガイド」（以下「審査ガイド」という）に基づき，

10時間と設定し評価している。 

 一方，格納容器が破損するような条件における放射性物質の大

気への放出については，米国における緊急時対応技術マニュアル

（ NUREG ／ BR － 0150Vol.1,Rev.4 RTM-96 Response Technical 

Manual）において，「壊滅的破損」を想定した場合の放出時間を 1

時間としている。 

 本評価においては，以下の理由から放出継続時間を 10時間とし

て設定し評価を行っている。 

放出継続時間を 1 時間と設定した場合は，放射性物質の全量が

1 時間で放出されることから，10 時間と設定した場合に比べて放

射性物質の放出量及び緊急時対策所建屋内に対する線量率が一時

的に約 10倍上昇すると考えられる。しかしながら，緊急時対策所

内は浄化エリアに対して 50cm 以上のコンクリート壁で遮蔽され

ており，緊急時対策所内の線量率は最大でも 0.1mSv／h 以下の上

昇であるため，被ばくに与える影響は小さい。また，緊急時対策

所は 11時間以上加圧でき，プルーム通過後に緊急時対策所建屋内

は外気取り込みにより建屋内の放射性物質の排出を行うため，緊

急時対策所内に流入する放射性物質に対する被ばくは大きく減少

することから，放出継続時間は，長時間影響がある 10時間と設定

して評価を行っている。 

・東海第二固有コメント

による相違 
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添付資料 9 

 

コンクリート密度の根拠について 

 

1. はじめに 

日本建築学会 建築工事標準仕様書・同解説「原子力発電所

施設における鉄筋コンクリート工事（以下，JASS 5N）」に基づ

き，コンクリート密度を乾燥単位容積質量として計算を実施し

た。 

 

2. 乾燥単位容積質量の推定方法 

JASS 5Nに記載されている予測式（解 3.6）を用いて，以下の

手順で推定した。 

 

① 骨材（砂，砂利）試験記録より絶乾比重最小値と表乾比重

最大値の割合を求め，調合表上の骨材重量を表乾から絶乾に

変換 

② JASS 5Nの予測式（解 3.6）により，含水率を 0とした場合

の乾燥単位容積質量ρpを算出 

③ コンクリートのばらつきを考慮して，ρpから 3σdを差し引

く。(解説図 3.10) 

   標準偏差σdは JASS 5Nに記載されている既往の原子力発

電所工事の品質管理試験の結果から 0.024t/m３（最大値）を

採用 

 

  ρｐ＝Ｇ０＋Ｓ０＋1.2Ｃ０＋ｗ  （解 3.6より） 

 

    ρｐ ：乾燥単位容積質量（kg／m３） 

    Ｇ０ ：調合計画における粗骨材量（絶乾）（kg／m３）

※別紙参照 

    Ｓ０ ：調合計画における細骨材量（絶乾）（kg／m３）

※別紙参照 

Ｃ０ ：調合計画におけるセメント量（kg／m３）※別

紙参照 

ｗ ：コンクリート中の含水量（kg／m３）※安全側

に 0とする。 

 

 

 

 

・東海第二固有のコメン

トによる相違 
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3. 推定乾燥単位容積質量について（別紙参照）

推定乾燥単位容積質量の最小値は 2.016g／cm３となり，遮蔽

計算に使用するコンクリート密度はこれを包絡する 2.00 g／cm

３とする。 

・東海第二固有のコメン

トによる相違
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別紙 

コンクリート調合（東海第二発電所建設記録より）からの推定乾

燥容積質量 

・東海第二固有のコメン

トによる相違
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添付資料 14 審査ガイドへの適合状況について 添付資料 10 添付資料 13 
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・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

③の相違
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・設備の相違
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③の相違
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・設備の相違
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③の相違
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・評価条件の相違

・設備の相違

【柏崎 6/7，東海第二】

③の相違
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・設備の相違 
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・評価条件の相違 
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・設備の相違
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③の相違
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・評価方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，評価点

をはガイド通り中心点

としている 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 
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・設備の相違 
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③の相違 
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・設備の相違 
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③の相違 
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・申請号炉数の相違 

【柏崎 6/7】 

②の相違 
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・設備の相違 
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③の相違 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

③の相違 
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